
 

 

１．件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（再処理施設(１－４

９)、MOX施設(１－４９)）」 

 

２．日時：令和３年８月６日（金）  ９時４５分～１２時０５分 

                 １４時４５分～１９時００分 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、大橋管理官補佐、中川上席安全審査官、津金主任安全

審査官、岸野主任安全審査官、羽場崎主任安全審査官、田尻主任安全審

査官、藤原安全審査官、大岡安全審査専門職、髙梨安全審査専門職、武

田安全審査専門職、森野安全審査専門職 

日本原燃(株) 村野 理事 再処理事業部副事業部長 他 42名 

関西電力(株) 原子力事業本部 原子燃料部門 原燃計画グループリーダー 

中部電力株式会社 原子燃料サイクル部 サイクル戦略グループ 課長 

九州電力株式会社 原子力発電本部 原子燃料サイクルグループ 副長 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 

なし 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和２年

１２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の認可

申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html 

・ 日本原燃株式会社 ＭＯＸ燃料工場 規制法令及び通達に係る文書（令和２

年１２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX燃料加工施設の設計及び工事の計画

の変更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html  

 

・ 令和３年７月１９日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和３年８月４日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和３年８月５日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

 

 

  

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html


 

 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:05 それでは 8月 6日、本日の日本原燃再処理施設ＭＯＸ施設に係る設工認申

請のヒアリングを行いたいと思います。本件はレイワ 2年 12月 24日に申請さ

れたもので、 

0:00:21 本日取り扱う市場については 7月 19日に提出されたものに基づいてとヒアリ

ングを行うものです。 

0:00:30 規制庁側の出席者ですけれども、まず会議室側は浜崎審査官、そして森野で

す。とＷＥＢからの参加で 

0:00:41 津金医師のタケダとなっております。 

0:00:46 それでは日本原燃から出席者の紹介と資料の紹介、そして補足で説明する事

項があれば提出資料について説明をお願いします。 

0:00:57 はい、中浜でございます。現年前面側の出席者を紹介いたします。再処理状

態分より占い長さを発した 

0:01:10 ＭＯＸ事業部によりプランニング値。 

0:01:14 なりますが、コール説明書でございますけれども、 

0:01:18 に際しについて関係便なパウダーは設置をした。 

0:01:26 夏目コマタ 

0:01:29 オザワ 

0:01:31 いや、もっと当貸それからこのような趣旨ノムラ、それから、 

0:01:38 やっぱん時となります。 

0:01:41 本日の説明資料でございますけれども、地震ドロドロシリーズの 01討論及び

甲子園シリーズの御説明をさせていただきます。 

0:01:52 以上となります。 

0:01:58 はい規制庁森野です。それでは今日の説明順ですけれども、別紙の 4のほう

から、 

0:02:07 説明を行ったバックということだと思っています別紙をどこについて補足での説

明があればお願いしてこっちで特になければこちらが質疑応答を廃止したいと

思いますが、現にいかがですか。 

0:02:23 はい、日本原燃さんがですね、少し補足ありますので補足させていただいた上

で中に入らせてください。 

0:02:30 よろしくお願いします。お願いします。 

0:02:33 はい。ちょっと別紙の 4－5に入る前に退勤全体というところで別紙シリーズ等

で 3回目になりますというところで、2846 っていうことで、今日ですべての基本

方針耐震に係る基本姿勢でやらせていただきましたっていうところになってま

す。 



 

 

0:02:49 今日のコメントでまえまして、最後に 10日に提出する資料と 10日に提出資料

というところの考え方を説明させていただくんですけども、そこの範囲に対しま

しては本日のコメントだけではなくて、28日と 4日のコメントもフィードバックか

けた上で全体にやるつもりですと、 

0:03:08 となったときに一番大きなコメントとして、今日の資料でも込めていただくと予

想してますそんなにかといいますと、本当理由のところですね、結果だけ書い

てしまってまして、そこのその手前にある粒径ところが書き足りてないというと

ころがありますので、そこを補足した上で、中身に入らしてください。よろしくお

願いします。 

0:03:28 日本原燃菊地です。資本のほうについて補足をさせていただきます。当押す

ページて右下の 155ページ。 

0:03:40 御願いします。 

0:03:46 こちらと、こういう周期の波の説明をしてる部分になるんですけども、先行炉 

0:03:53 この差分っていうところで、どちらも規格基準にのっとったものとしてるんです

けども、そこをなぜ採用したかというような理由になってますので、こちらのほう

は、 

0:04:04 規格に基づいたっていうところの理由に見直しをさせていただきます。 

0:04:08 続いて、256ページ。 

0:04:12 こちらどう床応答曲線のフロー図を示しておりますけども、 

0:04:19 右側、弊社のほうの床応答スペクトルの作成等、床応答スペクトルっていうと

ころが下半分ぐらいにあるんですけども、この間に拡幅店舗の記載をすべきと

ころがちょっと抜けておりました。申し訳ございません、こちらも修正させていた

だきます。 

0:04:36 サトウ 261ページ。 

0:04:40 こちらネット液状化に関しての設計の方針っていうところで、先日からご指摘い

ただいてます通り田茂基本方針のほうの記載にあわせてこちらの概要のほう

も修正をさせていただきます。 

0:04:56 地方に関しての補足としては、 

0:05:01 以上となります。 

0:05:05 ＹＫＴと規制庁も多いのです。それでは規制庁側か事実確認を実施したいと考

えます。まず規制庁側から確認事項があればお願いします。 

0:05:20 はい、規制庁の武田です。それではですね順番に確認をさせていただきたい

と思います。 

0:05:29 まず、ページ 2パック 54ページをお願いいたします。 

0:05:39 資金の 



 

 

0:05:42 カガキーになっているところなんですけれども中段の辺りで、解析コードについ

ての記載があるかと思います。 

0:05:50 それで、この解析構造は、現状申請書には添付されていないと思うんですけ

れど、まず聞きたいのは補正で、これは経済予定でしょうかということ。 

0:06:03 それに加えまして、 

0:06:06 その解析コードによらず 00シリーズには確認できないような記載の方法や内

容、例えば図面ですとか、現調の施設には載せてないんですけれど、補正で

整ってくるようなものっていうのがあると思うんですけれども、0シートでは多

分、 

0:06:24 それが載ってこないだろうというものがあると思います。 

0:06:28 で、そういったものっていうのは今後説明される予定っていうのはあるんでしょ

うか。 

0:06:33 以上 2点お願いします。 

0:06:36 日本原燃さんはです。すいません、回答の前にちょっと後者のほうもう一度教

えていただいてよろしいですか。すいませんちょっとうまく理解できなかったで

す。申し訳ないです。 

0:06:50 はい、規制庁の武田です。 

0:06:55 ですね。 

0:06:57 ちょっと端的に言いますと、ちょっと現金で 

0:07:03 解析コードの説明とか、図面とか、補正する際に、沢山出てくる増えてくるもの

があると思うんですけれど、委員長。 

0:07:18 まず最初に申請された内容には反映されていないものが増えてくると思ってい

ます。 

0:07:24 ただそれっていうのは補正が出てきたときに、所見のものになると思うんです

けれど。 

0:07:30 そういったものは補正が出てくる前にこういったものの補正で載せる予定だと

いう説明とかってあるでしょうかっていうことです。1回いただけました。荷揚カ

ガです。理解いたしました。 

0:07:43 回答させてください。まず一つ目の回答としまして、床応答スペクトルというとこ

ろで当初申請時にここ記載しなかった理由は我々ちょっと勘違い、認識が間違

ってたというところがありますと、それが何かっていうところで、解析プログラム

っていうところと、計算プログラムっていうところでちょっと理解がちょっと足りな

かった。 

0:08:03 なんていうところになってますと、床応答スペクトルっていうところのものにつき

ましては解析プログラムとか計算してるんであればこれは載せるべきでしょう



 

 

っていうアドバイスをどう関連さんの方からいただきましたので、今回期待しま

したと結論としましてはこれはここ生で出す予定ですけれども、まず 1点。 

0:08:21 2点目としまして補正に出す前にどこかで説明あるんでしょうというところに対

しては、例えば冷却等に関わるものであれば冷却塔の補足説明資料の中で

説明した上で補正に臨みたいということで考えてるっていうことになります。以

上です。 

0:08:41 規制庁の武田です。はい。もう氷の人Ａとご容赦じゃあ図面とか他市の添付さ

れるようなものも説明を受けるということで、はい、じゃあそのときまた説明をお

願いいたします。 

0:08:54 はい、日本原燃サービスよろしくお願いします。はい。 

0:08:58 連系は続けさせていただきます。 

0:09:03 人比較航行中 5ページなんですけれど。 

0:09:07 冒頭遅くなって記載を見直されるという話ではあったんです、系統、 

0:09:19 これっていうのは何が違うだけっていう理解でよろしいんでしょうか。発電に各

社さん。 

0:09:27 日本原燃の中村です。おっしゃる通りになってまして道路のほうについては振

動するという刻み時示しましてに最初においてはＡＳ周期と秒の周期的にする

というところになってございます。以上です。 

0:09:42 すいません、日本原燃佐賀で少し補足します。それといいますのが弱の中に

二つ書かれてまして①のパターン②のパターンというところで書かれてて弱の

中で、①のパターンがこの左側の東海 3 っていうところで、②の方が弊社の記

載ということになってございます。以上です。 

0:10:04 はい、規制庁の武田です。わかる様じゃここにあるやつで、それぞれ書き分け

があるということを理解しました。 

0:10:13 書き分けの理由というのは何かあるんでしょうか。何かこっちの方が合ってる

合わないだとかっていうのが何かあったりするんですか。 

0:10:28 少々お待ちください。 

0:10:30 はい。 

0:10:34 特にそこですね、すみません日本原燃さんがですね、これ、支持構造物の時

配管支持構造物のときにも同じ所て議論してたんですけども、そこも 1 と 2が

ありますというところで、そこは当初設計時からそちらを採用してるっていうとこ

ろになってくるというところで、そこに大きな理由っていうのは今回の件につい

てもないっていうことで考えてございます。 

0:10:58 性状タケダですか、そういうことで社ありました。 

0:11:02 はい。それでは続けさせていただきます。 



 

 

0:11:06 次に 157ページをお願いします。 

0:11:32 主に健康の 

0:11:37 応答スペクトルの作成位置、 

0:11:41 という記載があると思うんですけれど。 

0:11:43 この解析モデルについて次回の申請書ではどのように示すのでしょうか。 

0:11:50 大地会で説明するものについて説明があったりなかったりするので、統一的に

整理をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

0:12:02 日本原燃大きく重複するという今のご質問保守的というものがある等、 

0:12:09 次回に示すっていうところの記載をしてる部分としてない部分があるので、そ

こ。 

0:12:16 次回で示すんであれば示すというような記載をきちんとするようにっていうご指

摘との理解でよろしかったでしょうか。 

0:12:30 日本原燃の菊地でございます。 

0:12:34 本当にどこ次回で示すっていうところについては今、各機器類、 

0:12:40 そうですね。すいませんモデルなり 

0:12:45 御誓いで示す部分。 

0:12:47 につきましては、次回で今日 

0:12:51 申請設備にあわせて記載する旨を追記させていただきます。 

0:12:57 以上です。 

0:12:59 はい。規制庁のタケダですか。ここの所お願いいたしますそういった統一的な

整理をお願いいたします。 

0:13:08 すべてこのページでもう 1点確認なんですけれど。 

0:13:15 1ポツですね、一番下にあると思うんですけれど、ここの説明で、 

0:13:22 応答スペクトルのうち、安全側のものっていう記載があると思うんですけれど、

これはどういったものをどういったことを指しているのでしょうか。ナガマツ 1点

ですね、まずここから説明いただけますでしょうか。 

0:13:38 はい。日本原電の中村です。こちらにと一緒に検討を示してございます。上下

会というところは、階層に置いて名中のほうのスペクトルは当社の観測スペク

トルというところがございますので、その中段にある壁に設置された機器の評

価にあたっては、 

0:13:54 こちらのほうも大きいというのはやっぱり周期によっての加速度がありますの

で、Ｎｍ見た上で大きい格子をするといったところで安全側というふうに示して

ございます。以上ですか。 

0:14:08 規制庁の武田です。はい、項目のところは、そういったことかなということは理

解できるんですけれど。 



 

 

0:14:18 ちょっとおっしゃっていらしたような部分的に代表が入れかわるようなところで

あるたりするとは思うんですけれど、何か明確に判断基準っていうのは持たれ

た上で、安全側っていうのは、選定できるように、何かルールみたいなのはあ

るのでしょうか。 

0:14:37 日本原燃さんはですね、これ剛な機器 10月期以降ではない危機っていうとこ

ろでまた変わってくると思ってます。5な機器であれば協議上運営改装を密閉

した階層見ればもう与えていますのでこっちを使うってことになると思います。 

0:14:55 パレス用いてるものについては先ほどうちの仲間ちょっと足りなかったんです

けども、中間支持してるようなものについては上下階を包絡して使うっていうの

が一般的になってるということでそういう判断基準で評価を進めているというこ

とになります。以上です。 

0:15:14 町のタケダです。わかりましたＦｓのときは、その上位法学者スペクトルを用い

るということですね。 

0:15:23 はい、日本原燃カガです。もう少し補足させていただきますと、明らかに固有周

期の 1、例えば一時 23時というものがわかってまして、そこが今日総会のほう

が確実に全部そこが寄与してて大きいよっていえるんであれば上だけでもい

いんですけども、固有周期の関係から言った場合にその 1234号と増えてき

た。 

0:15:43 うんとなかなか判断難しいので上下階を包絡するっていうようなやり方をする

と述べ実機にあったような形で、そのような採用をしていくっていうことですべ

て見た上でやってくっていうのが正しい言い方になります。 

0:15:56 以上です。 

0:15:58 設置のタケダです。この説明で理解しました。ありがとうございます。 

0:16:04 では規制庁武田です。今確認続けさせていただきます。 

0:16:10 次は 260ページをお願いいたします。 

0:16:23 それで等々についてのところの中でええとまあどうにかについての記載がある

と思うんですけれど。 

0:16:34 これっていうのは一つ。 

0:16:40 少々お待ちください。 

0:16:43 どうにか 1たんする記載からは一つの枠の中で、すごい長々と書かれている

んですけれども、これは一つの増という認識で正しいのでしょうか。 

0:17:03 やっぱりおめでとうございますまとまる指摘いただいたこれ 60ページの上の

表の中に下から認められるところかと思うんですけれども、こちら鉄塔アクティ

ブ試験を受けることになってございまして、ここは具体的にどう回答。 



 

 

0:17:20 添付 10 と 0の説明したときには、これちょっとこの中でと思ってもらって説明さ

せていただいておりますが、具体的には、例えば最初分離建屋高レベル廃液

ガラス固化建屋間堂々と今のところでナカヤマっていう形に入ってるんですけ

ども、ちょっとこの看板のところで条例の 

0:17:40 としては系統分類をしてるっていうところになります。以上です。 

0:17:57 規制庁の武田です。今のところでの区切られているということは理解したんで

すけれど、そのうち下から三つ目の今説明があった学校の記載の中で、 

0:18:13 この中の旅というのはどういったくくりになるのでしょうか。 

0:18:32 承知ください。 

0:18:44 いわゆるナカヤマです。ここで示してございます。先ほど山中のほうの説明が

ありました三つに分けられてますよってとか安全ですけども、当庫の区分けと

しては、ＦＲＳとしては各種のいろんな断面という部分がございますので、これ

らをすべて包絡したっていうところで、ここに示されていると思いますけども娯

楽下火ところで分けてございます。以上です。 

0:19:10 日本原燃寄付中枢 6番の中村の説明でちょっと補足しますと、今表の中で示

してるどうどうすべてを包絡した床応答曲線を用いて評価に使用してるってい

うところでございます。以上です。 

0:19:29 規制庁の武田です。 

0:19:32 例えば分離建屋高レベル廃液ガラス固化建屋感動っていうのと、 

0:19:39 ロッカー 

0:19:42 二つぐらいある。どう 

0:19:44 は、 

0:19:46 同じ床応答スペクトル使われているということで井戸が今の御説明日本原燃

たです。ちょっと今の本当タケダさんの指摘を受けてましてちょっと考えました

というところで、これ現状使用しているスペクトルごとに今括ってるっていうとこ

ろになってきますので、 

0:20:06 じゃあそれバラしたらどうなるんだっていう話になってきますので、ちょっとそう

なると今の記載だと今後の強化っていうことを考えた場合に、ちょっとよろしく

ないかなと感じましたので、ここについては記載について少し検討させてくださ

い。 

0:20:25 ばっかりの下に来るのであれば、何か設計ルールがきちっと説明されればい

いとは思うんですけれども、もう一度整理をいただいて記載の方針を整理いた

だければと思いますので、お願いいたします。 

0:20:41 はい、日本原燃嵯峨です。了解いたしました。 

0:20:46 規制庁の武田です。 



 

 

0:20:49 それ系と、このページに関連することではあるんですけれど。 

0:20:56 ちょっとＭＯＸの話になってしまうんですけれど、再処理とＭＯＸで共有する貯

蔵容器搬送用洞道っていうのが記載があると思うんですけれど。 

0:21:08 そういう重くする部分の資料では記載があって、それで、再処理のほうでは記

載はないんですけれど、これはどういう整理でしょうか。 

0:21:24 すいません、日本原燃さんはです。ちょっと今、ＭＯＸのものがちょっと日誌席

外してましたので、別途回答させてください。 

0:21:35 規制庁タケダです。わかりました。 

0:21:39 はい。 

0:21:40 ちょっとそれも含めておっきいたかったのがですね、そういった共有物につい

ては全般的にどういった部分に整理をしているのかという考え方ですね、ちょ

っとこの辺の整理いただきたいと思っているので、その時に合わせて、 

0:21:58 人聞ければと思いますのでお願いいたします。 

0:22:01 日本原燃嵯峨です了解いたしました。 

0:22:07 規制庁の武田です。ちょっとページ戻ってしまって申し訳ないんですが、さっき

の 257ページのところで、1の（2）をさせてください。 

0:22:23 ｂポツの一番下のほうなんですけれど。 

0:22:28 最後の部分でただし書きのところがあると思うんですが、 

0:22:33 応答スペクトルの運用において合理性が記される場合にはどのように、どのよ

うに視察される場合とあるんですけれど、これ鉄塔行った場合なのでしょうか。 

0:22:47 その方法と何を指しているかというのがよくわからないんですけれども、説明

をお願いします。 

0:23:03 一つに火災 

0:23:37 日本原燃からです。ここなんですけども合理性というところになってまして例え

ば配管類なんかで言いますと、立地評価なんかは階層崩落した上で、境界層

中階層階層っていうことで、包絡してやって評価をするっていう 

0:23:54 ことをやってまして、こういうことを 

0:23:57 そっかあと例えば出てくるかどうかは別の話になりますけれども、じゃあ建屋

全部包絡した上でやろうっていうことになれば、それで評価をやるとか、そうい

うことをイメージして記載していると考えております。以上です。 

0:24:22 規制庁の武田です。 

0:24:25 厘もした。 

0:24:27 それではも必ずしも設置階のスペクトルを使うっていうわけではなくて 7からそ

ういった合理的に、 

0:24:38 概略的とは言わないですけど。 



 

 

0:24:42 そういった緊対検討、検討されているケースもあるということですね。 

0:24:49 40年沢です。まさに定ピッチにつきましてはその上階層ということで 3階層を

包絡した上で評価をしてますので、3階層のうち下のものであっても上の上の

ＦＲＳとかが入ったもので評価したりしてるということで、そういう理解で間違い

ないかと考えます。 

0:25:08 すいません。以上です。 

0:25:15 規制庁の武田です。はい、わかりました。ありがとうございます。 

0:25:21 進めていけば括弧に続けていきます。 

0:25:26 次は 261ページをお願いいたします。 

0:25:46 規制庁の武田です。 

0:25:48 ここに備考の部分なんですけれど、ここの記載を規制に合わせるということは

おっしゃっていた加工お盆ですけれど。 

0:26:02 ちょっと聞きたいのは、 

0:26:05 ここでの記載の通り直されるかということなんですけれど、現状議地下水のこ

とで議論している内容と整合するような形で記載が見直されるということでよろ

しいですか。 

0:26:19 日本メール見ると、その通りでございます。 

0:26:26 わかりました。ありがとうございます。 

0:26:31 それで点なんですけれど、事実上のほうでは、これ屋外重要土木構造物とい

うふうに項目を立てて説明をされているんですけれど。 

0:26:45 再処理のほうではこのように成立するって言う必要はないのでしょうか。 

0:26:51 日本原燃の宮本です。取ってるヒアリングでもそうだと同じ意見が出てきてい

るんですけど、基本的な建物構築物の中に戸袋重力構造と入っているってい

う理解で浅部において、 

0:27:10 例えば、例えば分けてるんですけれども、上縁な一番最初の耐震設計の基本

方針のところで、このし延焼してっていう言葉で表しているんですから、ちょっと

書き上げてないっていうのが実態でございます。 

0:27:26 成長のタケダです。わかりましたも高知県のほうでも含めて整理されていると

いうことで、そのさんは変わるからということで理解しました。ありがとうござい

ます。 

0:27:47 鉄塔がベース。 

0:27:50 ちょっと続けさせていただきます。 

0:27:57 260ページか、よろしいですかね。この辺からお願いいたします。 

0:28:08 はい。 



 

 

0:28:13 ちょっとここで聞くのが正しいかっていうのもあるんですけれども、現状の方針

としまして、材料物性のばらつきですとか、そういった影響評価を行いまして、

それが 

0:28:30 ±10％拡幅の設計用床応答超える場合は、 

0:28:35 影響検討を行うなりとか、そういうルールだったかと思っているんですけれど、

そういった方針についての記載っていうのはどこかでされるのでしょうか。 

0:28:48 もしくは現状とかでされていますか。 

0:29:06 承知ください。 

0:29:56 はい。 

0:30:30 規制庁タケダですか。こちらの指摘の内容っていうのは趣旨で伝わっておりま

すので結構サービス趣旨は理解してますんでばらつきっていうものは実際あり

ますよっていうところなので、そこは地震応答解析の中には書いてますと、そこ

をこの関係をどうするかっていうところで今確認してました。 

0:30:58 タケダです。それでは、こういったホームテラヤマほかの括弧に進むということ

でよろしいでしょうか。 

0:31:08 によるサービスよろしくお願いします。 

0:31:21 規制庁の武田です。そうすべきは、次の（2）のほうですね進めさせていただき

ます。 

0:31:32 トップページは 263ページをお願いいたします。 

0:31:46 ここの（2）でですね、安全冷却水ＡＢ冷却塔の飛来物防護ネットの記載がある

んですけれども、 

0:31:55 259ページの表にもう 1点はですね、ネットはなくて安全冷却水ＢＤＢＡ冷却等

の記載だけがあると思うんですけれど。 

0:32:07 整合がとれてないように見えると見えますので、ちょっと記載を検討いただける

でしょうか。 

0:32:27 5000規制庁だけです。ちょっとその内科の内容がちょっとよくなかったんです

けれど、この飛来物防護ネット低位床応答を作成していこうとスペクトル 8日

ごと曲線を作成する必要ってあるんでしょうか。 

0:32:43 日本語にします施設、 

0:32:46 竜巻飛来物防護ネットにつきましては時刻歴の時刻歴地震動を使って全部使

っての評価になってございますので床応答スペクトルを使ってございません。

以上です。 

0:33:00 はい。規制庁の武田です。わかりました。そういった整理をされているから 259

ページには記載はされていないということで理解してもよろしいのでしょうか。 

0:33:12 日本原燃しましてそれを認識の通りです。以上です。 



 

 

0:33:16 規制庁タケダです。わかりました。レイワそうだった場合の 263ページに記載

がある理由っていうのはどういうことでしょうか。 

0:33:29 適用したから置いているだけというふうにも見えるんですけど、そういうことで

すか。 

0:33:40 日本言明します。すいませんちょっと記載がちょっともしかしたら悪かったかも

しれないんですけれども、ここは地震応答解析を実施しているという意味でち

ょっとここにと飛来物防護ネット何といって記載させて、 

0:33:53 記載しましたので、本当に今のご指摘の通りとでしょ。 

0:34:01 記載するところのちょっと見直さないかというところはちょっとこちらのほうで確

認をして適切には修正をさせていただきたいと思っております。以上です。 

0:34:12 規制庁の武田です。いっつも氷も下期中等あれば期待はする必要があると思

うんですけども、どこに記載するのか的川ですとか、そういったところ含めて整

理をお願いしたいと思いますので、ちょっとお願いします。 

0:34:27 日本原燃施設小計としまして、 

0:34:44 規制庁の武田です。電話、通勤を囲ん南方ですね進めさせていただきます。 

0:34:55 275ページお願いします。 

0:35:13 規制庁の武田です。 

0:35:16 この備考でですね、各施設の最大加速度及び設計を床応答曲線については、

添付書類 4の 1－1－6のほうの別紙に示すというふうな差異はあるんですけ

れど。 

0:35:33 別紙の内容については現状 00シリーズの中では示されていないと思ってるん

ですけれど、説明の予定は今後あるのでしょうか。 

0:35:52 日本原燃菊地ございますと、設備の評価に向くしてるので、冷却塔なりの別途

耐震計算書を説明する単位に合わせて説明させていただきます。以上です。 

0:36:12 規制庁の武田です。わかりました。じゃあそのときにあわせて説明があって、 

0:36:18 そのときに、場合に、場合によってていうか、許可との関係だとかはそういった

補足説明資料との対応というのが、 

0:36:27 説明があるというふうに思っておりますので、そんとき説明のほうをお願いい

たします。 

0:36:35 日本原燃寄付注水了解いたしました。 

0:37:02 規制庁の武田です。 

0:37:06 259ページを次お願いいたします。 

0:37:25 このページでですね。備考のところではＳＡ設備については次回に記載すると

いうことを述べられていると思うんですけれども、 

0:37:40 そんときに、今、表が記載されていると思いますが、 



 

 

0:37:44 次回以降申請範囲と記載されているやつですね。 

0:37:51 この備考の記載と関連付けてしまうと、この工事開口申請範囲というのがＳｓ

施設のように見えるということもありますので、 

0:38:01 動かす申請における書き方っていうのは整理中とは思っているんですけれど、

ちょっとこういった例もあるということ認識していただいた上で整理を進めてい

ければと思います。これはコメントになります。 

0:38:16 日本原燃聞く定数いっぱいこう次回で 

0:38:20 お時間に関しての同第 1回申請での記載の仕方っていうところは整理した上

でタップを適切に修正させていただきます。以上です。 

0:38:32 すみません、続けて先ほどの 261ページのところでご指摘もありましたばらつ

きに関しての内容なんですけども、 

0:38:44 こちら東海さんのほうで記載してる内容ですね、こちらが、設備評価用床応答

曲線といったものでして、 

0:38:54 設計上の床応答を一律系数倍してあげた床応答曲線の中にそのばらつきも

見込むというような内容になってまして、我々再処理のほうではばらつきに関

しましては、等ちょっと違う別紙になってしまって、 

0:39:12 申し訳ないんですけれども、別紙の 4－4、 

0:39:15 地震応答解析の基本方針のほうで今、そのばらつきを考慮しますと、いうとこ

ろを記載させていただいておりますので、現状はそのばらつきに対しての方針

としましては、 

0:39:31 地震と別紙 4号、4母線地震応答解析の基本方針の 232ページのほうで記

載をさせていただいております。以上です。 

0:39:45 はい。 

0:39:47 規制庁の武田です。 

0:39:49 購入者の別紙 4のように記載が案件ということで理解しました。 

0:39:56 別紙資料の 4 ってこれは前回説明受けた半でしたでしょうか。 

0:40:02 日本原燃規制する配布される通りでございます。 

0:40:08 京成、規制庁の武田です。わかりました。 

0:40:15 ちょっとそこの内容覚えている乗っけてバーナー委員です。系等、 

0:40:22 そこで記載されている方針というのは、10％拡幅スペクトルを超えて、それを

床応答曲線それ皆がそういったふうなことが書かれてるんでしょうか。 

0:40:36 日本原燃規制するとそこまでは記載しておりませんで、その影響。 

0:40:44 ついては、 

0:40:46 設計床応答曲線の比較等により評価をするっていうところを記載させていただ

いております。 



 

 

0:40:53 日本原燃さんがですね、そういう意味で御党と解散の一律 1.5倍っていうとこ

ろの言葉にとらわれ過ぎてまして。で、床応答曲線の作り方っていうところを示

すこれは基本方針になっておりますので先ほど地震応答解析のほうではばら

つきありますよっていう制限なのでじゃ何を用いるんだ。 

0:41:13 いうところがいけないかと考えますと、そんなときにこの東海 3号機サイト内向

きというか弊社実施することというところで、そこを合わせて見直しさせてくださ

い。以上です。 

0:41:30 規制庁の武田です。はい、わかりました。このファンが御説明いただいたって

いうのは、こういう当貸の設備をよく 

0:41:41 設備用の予備費、設備評価用の応答曲線の記載とかを見ながら、ここの 2.7ｃ

ｍの記載がちょっと見直されるという理解でよろしいですか。 

0:41:52 米沢です。その通りでございます。 

0:41:56 規制庁の武田です。わかりました。ではちょっと整理のほうお願いしたいと思

います。 

0:42:05 静聴タケダですとりあえず私からは以上になりますので、そのか規制庁側から

確認あればお願いいたします。 

0:42:15 規制庁の新聞ですし、260ページをお願いしたいんですけれども。 

0:42:24 8年度のほうで一番下に屋外重要土木構造物の記載が一行冷え企業からの

条件を仮定したっていうか開きます。これが最初のほうに持ってない理由って

いうのは何でしょうか。 

0:42:43 本トミナガで皆さんでございます。そっか、ちょっと御指摘いただいたところでレ

ース今予定してる資料の備考欄記載がちょっとずれてしまってまして。ちょっと

461ページのほうに、この液状化の関連のところっていうところはちょっと見え

ないと。 

0:43:02 廃液のところで記載をさせていただいてたんですけども、ちょっとこちらも先ほ

ど命令等を 

0:43:08 等の扱い、今の設計用地下水の議論の中での考え方等含まれております。先

日の地震のとか地域の基本方針での御指摘も踏まえまして、ちょっと記載を

修正するというところでちょっと豚のその辺りの道路としての考え方が明確に

なるように、 

0:43:25 ちょっと人含めてちょっと反映をさせていただきたいと思います。 

0:43:31 以上です。はい、規制庁の土野です。はい。さっき冒頭からいろいろやりとりが

あって、ちょっと重複するところもあったと思うんですけども、 



 

 

0:43:43 それでこの 1年も続いて基準化の条件を仮定に対して今備考欄は、液状化を

考慮しますっていう説明力で液状化の扱いについても今後備考欄できちんと

考えて説明されるという結果です。 

0:44:05 宮本です。基本ですね海産物を有効応力解析を基本としてやっておりますの

で、我々のほうはですね、安全弁ラチェット全電力からの堰を基盤として、 

0:44:21 それと影響評価としてですね、有効旅行解析をやってるもんですから、僥曲こ

の辺作りについては、要するにやってるという理解でちょっとすん拠点ですか

らちょっと書きウツミてもらう。 

0:44:36 っ放し＝ちょっと括弧出していただきます。 

0:44:44 説明するのです。 

0:44:47 浜堤液状化を基本にする。 

0:44:50 だけど、別途液状化についても、 

0:44:54 検討するわけですよね。だからばらつきのケースとして液状化非液状化療項

目件数を見込むというのは、2棟再処理は違いがないように思うんですけれど

も、何か違いがあるんですか。 

0:45:11 抵当私申し上げているというのは、トータルで 2000円は政党色事務構造物に

ついては、ピンポン応力解析を基本としてやってて、それで 

0:45:26 ばらつきの影響によって安全とばらつきというかある日にこの上記の仮定した

解析をしてますが、こちらに我々は大分解析を基本としてやってて、液状化影

響検討ということで変更応力解析部なんてできてることが一つの書類一緒な

んですけど。 

0:45:45 基本とするケースが特に大きく物価でちょっとこの書きっぷりを買ってくるって

いうこと私申し上げた次第でございます。 

0:45:53 規制庁の木です。 

0:45:56 どうどうについてはあまり詳細に説明を展開中で受けられないかもしれず、

今、宮本さんがおっしゃっている、その基本とするものの違いがどうもけれどこ

の記載の反映されてるのかっていうのは、ちょっとこちらで掴み、 

0:46:11 切れてないんですけども、記載に違いがある以上、その値が委員はきちんと

説明しなきゃいけないと思いますので、ちょっと一般の説明で、その違いの背

景がきちんとわかるように進めが 

0:46:29 それであればいいんですが、そういう。 

0:46:34 理解でよろしいんでしょうか。ためサトウでございますから、悲劇がなかなか使

いについての、こういうふうに扱ってるんだっていうこともしっかり確認をいたし

ます。 

0:46:47 はい、わかりました。 



 

 

0:46:50 これそのものが記載も書き分ける必要があるのかどうか、結局やることが同じ

であれば選考にならったかにしておけば間違いないと思いますので、じゃあ、

また次回ですね、どういった説明をされるか。 

0:47:05 にもよりますけれども、その他の方確認させていただきたいと思います。 

0:47:16 続きましてもう 1点なんですけれども、275ページをお願いできますか。 

0:47:23 はい。 

0:47:28 先ほどタケダもうコメントの中でも、後ろのほうであったんですけども、備考欄

に 

0:47:39 今回の最大化することにより、これはニュースはベントになり、別紙に示すた

めここでは出さないっていうことなんですが、この添付書類 4で 1－1－5。 

0:47:52 なんでしょうか。何か計算書なんですか。 

0:47:57 日本原燃に敷設をこちらの添付書類 416の別紙のほうに 

0:48:05 今回申請してます。 

0:48:09 基盤ということで、ちょっと皆さんでこれを基本方針策定方針そのものの別紙と

いうことですね。はい。失礼しました。調べるこれはもう投入もそのような扱い

をしてたんでしたっけ、それとももう、 

0:48:24 ここでは違って、別のとこに書いているということですか。 

0:48:30 日本原燃の菊地です。もともと気系施設工認の機器から設置予告曲線方針と

は分けて床応答曲線のほうをお示ししておりましたので、今回その同じような 

0:48:44 背景ですと、申請をさせていただいた思いになります。規制庁の記述でわかり

ました。 

0:48:52 既設工認の書式に習ってきたりするということで理解しました。 

0:49:04 はい。そうですね。備考欄にまず等あった箇所ですね。はい、理解しました基

準から非常に思います。 

0:49:16 その他、規制庁側から本震につきまして確認事項等ございますでしょうか。 

0:49:25 規制庁ものです。すいませんちょっと僕が 18時から席外す関係でちょっと先

に 14－5まであるかと思うんですけど 4の 

0:49:35 8 と 4－9オザワの先に確認事項だけあんお伝えしたいんですけどよろしいで

しょうか。 

0:49:43 はい。 

0:49:44 日本原燃様です。よろしくお願いします。はい、すみませんちょっと回り込みな

んですけど、まず 4－8からなんで 452ページからお願いします。 

0:50:00 不確かさ逆だ。 



 

 

0:50:02 452ページの材料選定のところなんですけど、材料でですねこれＲＣＣの素材

ばっかり、ここに列記されてると思うんですけど、今回の工認で採用している材

料っていうのはＳＣＣだったりとかそういうとか 

0:50:20 フレッツとかいろいろ来鋼材とかもあったと思うんですけど、そういうところにつ

いて記載する必要っていうのはないんでしょうか僕ネットなんかそのネット材と

か、いろいろ部材があると思うんですけど。 

0:50:54 はい。 

0:51:03 規制庁森野です。江藤。 

0:51:07 どうぞ。再処理事業部いかがですか趣旨とか伝わってますでしょうか。 

0:51:16 米川です。今等コンクリートばっかり書いてるけど他にもあるでしょうと。特に例

えば希望とかあるんじゃないのっていう趣旨は理解してまして今検討して回答

しますので少々お待ちください。 

0:51:40 出せしました人間の原でございます。ちょっと確かにな建物構築物というくくり

っていうとフィリピン医者まああのう竜巻ネットとか、そういうのが分離されてく

るんですけれども、ちょっと等済み容器記載に出資を踏まえてですね、ちょっと 

0:51:59 そこと見比べて記載するかどうかっていうのはちょっと検討したいと思います。

以上です。 

0:52:05 規制庁の井野です。よろしくお願いしますあの通りのやつはですねこれらの材

料選択上の留意点っていうのであってもともとアクティビティーの、これ補足資

料というか補足資料にすいません。添付資料だと思うんですけど。 

0:52:21 なので、まだといった目的でっていうのをまず確認していただいて、その目的を

達成するために、これを材料っていうのが書かれていると提案そういう背景と

かですねそういうのをちゃんと調べていただかないと。 

0:52:38 ただあの通りと合わせただけっていうんだとですね合わさってこの材料が出て

きたねっていうだけの話にしかならないと思うので、その辺ちゃんと調べて適

切にしていただければと思います。 

0:52:52 うんであれば、おっしゃる通りですね承知いたしました。 

0:52:57 次の 454ページなんですけど。 

0:53:03 この 

0:53:06 （5）のところなんですけど、ここにですね閉じ込めくとか、そういうとか耐圧部の

使用材料の話とかで、他の放射性物質のそのモードとか硝酸濃度とかってい

うのがそういう設計条件がここで入っているんですけど。 

0:53:23 これらの耐震だけじゃなくて他の条文とかでもこういうような何か設計条件って

いうの最後のパートを入れて各っていうそういう整理に記載のルールがなくて

いるのかっていうとこそこを教えていただきたいんですけど。 



 

 

0:53:39 はい、日本原燃からです。ここですねちょっと冒頭で補足して、そうと思ってた

ところになってまして、この東海さんのとこの議題の 6 っていうところと今回残

っているところの整合っていうところがおかしいよねっていうでここの考えって

いうのは支援をとり直すっていうことを説明したと思ってましたでここに記載し

た理由としては、 

0:53:59 日本原燃大きく定数をこちらに記載してるところに移しまして、既設工認の第 2

回申請で出してます開発の基本方針のところで材料の選定、 

0:54:15 再処理施設におけるその材料選定を 

0:54:19 その考え方を述べてますので、今も択ＴＢＰの考慮っていうところにあたって

は、この材料の選定っていうところが等おるする必要があるのでそちらはＵＯ

記載させていただいたというところになってます。 

0:54:38 規制庁の森野です。 

0:54:46 菊地さんの話、Ｃ、 

0:54:50 のところでちょっと引っかかっちゃったんですけど。 

0:54:53 洞道アクティビティは評価をするにあたって、この材料選定とか設計の考え方

っていうのは書かないといけないので、 

0:55:03 これをなんか等に比べ等にと比べてその特出してここでは下記たっていうそう

いうそういう理由っていうことですか。 

0:55:15 はい。 

0:55:15 どっち。 

0:55:16 日本原燃脚注す。 

0:55:19 今おっしゃっていただいたところの内容ではあったんですけども、ちょっと 

0:55:25 この書類添付書類としての記載すべき内容っていうところを考えてちょっと記

載については検討したいんだというふうに考えております。 

0:55:35 規制庁の井上です。わかりましたそれで最後登坂さんの記載の程度をその整

合をとるように見ていくと、そういうところで他市されるのはわかりました。他の

ですね他の条文でその薬品のやつとかいろいろあると思うんですけれども、そ

ういうところで何か 

0:55:55 書きぶりの記載の程度っていうのはお歳暮とっていただいて、ウェイトマン部

署間でもちゃんと成功とって確認するようにお願いします。 

0:56:06 トミナガです。了解いたしました。 

0:56:11 すみません続いて 4－9のほうの確認に行かせていただきたいんですけども。 

0:56:20 465ページ。 

0:56:30 これ水曜日もお伝えしたんですけど、ほかのところでちょっとお伝えしたところ

なんですけど実用炉と比べてあのフロアで立地が降っているところで、 



 

 

0:56:41 機器の耐震支持方針とかですね 

0:56:45 ＣＣｂの方式とかっていうのはほとんど変わらないはずなんだと思っているんで

すけど、なぜここまでフローが限定的になってしまっているんだろうと。 

0:56:54 いうところがまず 0 とよくわからないんですけど、もう説明いただけますか。 

0:57:00 はい、日本原電さんがですかこれも冒頭のところで補足説明しようと考えてい

たところで、まさに森野さんがおっしゃる通りで、ここの最終的な書きぶりやる

内容というのはどうもうちも変わりませんので、これは本当か指定したものは

修正するというのを補足しようと思ってましたので、今の指摘に対しては、おっ

しゃる通りで変わらないということで考えてございます。 

0:57:20 以上です。 

0:57:22 規制庁ＮＳわかりました等への操作、8月と貯めて帰っていただくといいます。 

0:57:31 すいません。これに相当するところも補足資料がどうなってるかというふうにち

ょっとぱっと思い出せないんですけど、補足資料との関係でいくと、この左の通

りのやつに近いような案件が近いというかそれからさらに詳述されてるのかど

うかちょっと忘れちゃったんですけど。 

0:57:51 ここの 465ページの整合をとられるような形で、資料としてかなっているんでし

たっけ。 

0:58:02 年間ですと、別紙の 5でその補足の今整理もしてましてそれも 10日にお出し

する予定になってございますと、そうなったときに今補足資料で支持構造物と

して県Ｂするっていうところは、 

0:58:18 本項には今のところなかったですっていうところです。規制庁枚数は変わりま

すと、何かそういうのがあったような気がしたっていうだけなので、それ以上は

ちょっと感じてくれる別紙 5で補足説明の関係等のところでもう 1回整理でき

ればと思いますのでよろしくお願いします。 

0:58:38 八木沢です。もう 1点補足させてください。そこの関係でちょっと言い足りなか

ったんですけども、結局、この一次方針っていうところなんですけど、これも第

2回申請と分割っていうところで配管も機器もそうだったんですけど支持構造

物 

0:58:55 動物自体は抜いてましたと支持構造物、配管支持構造物については今回のこ

の別紙をお出ししたときに、むしろ全然つけましたと。ここで本来であればこの

機器についても、この後ろに使わなきゃいけなかったんですけど、域の支持構

造物っていうもの自体につきましては東海さんのやって見に行きますと、 

0:59:13 容器とか、具体的な形状載ってましたので、そうなった場合、弊社におきまして

は、容器とかの下の計算方針が第 2回以降に出してよっていうところで、そこ



 

 

で本当急いでなかったと。ただ配管があるとの整合という考え方でいくんであ

れば、そこを具体的な内容じゃなくて指示更新としてこうやってやっていく。 

0:59:33 間違っていることを書かれてるだけですので、東海港に出そうとしてるものに

ついてはこの後ろに機器の支持方針はついていくってことで考えてございま

す。以上です。 

0:59:44 規制庁もいろいろです。 

0:59:47 おっしゃてる意味が等々も大体わかったんですけど、すいませんあの今回のこ

の第 1回申請のところで、結局どうなるんだっていうと、1 と 1回申請ところで

関係の欄の配管の直接支持構造物の話っていうのは支持格子のところで新し

くついてくるってそういう話でよろしいかったでしたっけ。 

1:00:10 根井さんがですね、本当は一般的指示方針なので、もともと今皆さんおっしゃ

る通り第 1回範囲だけをつけてましたと。そうなったときに全体像っていう形で

あれば、こういう指示構造物を今後使ってもいけますよって配管側つけてます

と、 

1:00:27 そうなってきますと、機器側も同じようにつけていくのかなあというところで考え

たっていうところでございます。 

1:00:34 以上です。規制庁側ですわかりましたを 

1:00:40 なので結局第 1回のところだとその具体的なものの設計がないので主治医の

方針だけ直接支持のやつも方針だけ入ってきますよってそういうことでいいっ

ていうことですね。 

1:00:53 日本原燃カッターでその通りでございます。規制庁名ですわかりました。儲け

がちょっとよくわかんなくここで見ている感じだと思うんだなってしまったので、 

1:01:06 ちょっと書き方だと思うんですけど、備考でないかけるんであれば、何かその

工事課申請との関係を示していただくとわかりやすいかなと思うので、 

1:01:17 入れられるのであれば検討してください。4現地くせ承知いたしました。 

1:01:25 次なんですけど 168ページ。 

1:01:30 168ページですね。 

1:01:34 168ページの名ポツのところですね。 

1:01:42 基礎ボルトの形式のやつで、この各スリーブ月 7日っていうのスリーブつきの

このボルトのところなんですけど。 

1:01:50 このボルトの本数が多くっていうところまではあれと同じです。専攻の通りと同

じなんですけど、実際にこれらのどこで使うのかっていうのが今の再処理の方

針だとか分かんなくなってて、投入みたいに代表例とかっていうのはないんで

すかって言うところなんですけど。 



 

 

1:02:11 行目芳原ございます代表例につきましては、次回も含めた全設備に対して記

載する必要があると考えておるんですが、耐震性を記載しておりませんでし

た。そういった大会関連する部分というのは先ほど御指摘にあったようになる

か一家に関係する部分だろうけど、備考欄のほうでお示しすることを考えてお

ります。 

1:02:33 ちょと記載させていただきたかった日本原燃さん側で少し補足させてください。

考え方は今吉田も申しました通り、この代表例っていう形でいきますと、容器と

かが遅れてるなんていうところで、であれば、次回以降で代表例っていうところ

で書くのかなとその理由としてはどう弊社の 

1:02:52 設備についてはほとんどが容器類になってくるっていうところでお考えを持って

ましたと。ただ第 1回申請では冷却塔というのが該当しますので、その辺は書

かなきゃいけないなっていうところで 10日以降どう示すかということを考えて

いると、その中で気に時回答今回を踏まえた上で、 

1:03:09 なんかを備考で示すかここに書くか、ちょっとそこについては検討させてくださ

いということです。以上です。 

1:03:15 規制庁もＳＡ等わかりましたそこの例の関係と記載は適切にハマ判断して書

いていただければと思います。 

1:03:26 ここでＡＮＳ異物っていうのがあるので、スリーブのやつもあるかと思うんです

けれども、それにプラスになったところで、まずでしたっけ。 

1:03:38 日本原燃聞く整数スリーブなしのものにつきましては 470ページから記載させ

ていただいておりまして、それからすいません。そうですね。ここですね、レイ

ワもこれのステートそれぞれの代表例っていうのはまた先ほどコメントで 

1:03:56 つけた通りなので、まとめていただきたいと思うんですけど、これの本数とかで

すね、これの許容値の中敷地とか、途方数の考え方とかっていうのは、これは

どこかに記載されるんでしたっけ。 

1:04:17 採用の同左ってこれアスリート時スリーブなしを採用するんですかっていうそこ

の考え方っていうのと書かれるんですか、そういう質問です。 

1:04:34 日本原燃菊地定数を 

1:04:36 今の耐震の趣旨方針については方針なので、 

1:04:41 設計として使用するものをすべてを法人としての振ってますと、それをどう選択

していくかっていうのは個別の設備の経産省の方でお示しすると。 

1:04:54 うんとなので、 

1:04:58 ていう 

1:05:01 はい。 



 

 

1:05:02 規制庁も多いのです。菊地さんのお話Ｃは最もだと思っていて、当ですので、

備考欄の書き方をもうちょっと考えていただきたいなというところなんですけ

ど、杉村市の所たスリーブつきのところでいくと 468ページのところで、 

1:05:21 ボルトの本数等が必要に応じて使用しているんだから実態に合わせた期待と

してきているんですよっていうふうに書いてると、実際どのようになってるんだ

っていうところとかそれはどういうところで説明がされているんで計算値に落ち

ていくんだとかっていうところですね。 

1:05:38 ただ見えるように備考変えてもらわないということはないというところになってし

まうので、 

1:05:42 そういうところはですねここで断層の方針に記載しているので、どこまで説明し

ておけばこの中でおさまるんだっていうその履行の書き方じゃば考えていただ

きたいというところです。 

1:05:57 日本原燃いかがですか。また 2本というのはご指摘の通りで冒頭自分話した

ところで結果ばかり書いてしまっていたのでそこの理由と、そこの考え方はわ

かるように、今、すべて見直ししております。以上です。規制庁ＥＯＳわかりまし

た。サーバーさんのお話だと今見直されているっていうことなので上等加熱に

反映されている。 

1:06:17 するっていうそういうことですかね、やっぱりにつきまして日本原燃サービスで

そういう見直しをかけてますので今御指摘受けたのでそこにはしっかり書いた

上で入ってきますと、あたかも今も書いてましたっていう言い方になりましたけ

どそれではなくてもご指摘受けたので、そこの考え方を今、追加しますというと

ころですとか、或いは最初ます。以上です。 

1:06:38 規制庁思い延べ数わかりましたって修正していただいてまた確認したいと思い

ます。 

1:06:44 あとどっから最後なんですけど、ドイ 474ページのところなんですけど。 

1:06:52 はい。 

1:06:54 このその他特に考慮すべき事項やつで、 

1:06:57 言って括弧 1234であって、この 134の波及的影響の防止はこれはまでこう立

てられているので、良いとするんですけど、この後 123のやつですね、相対変

位に対する考慮とか、 

1:07:12 指示に対する考慮とかですね動的機器の支持に対する考慮とか、それと共振

の防止とかってこれは 

1:07:20 どの試料にひもづいているのかっていうのが今わからないんですけれども、そ

れを事実関係となっているんでしたっけ。 



 

 

1:07:30 日本原燃の菊地です。こちらの考慮事項としましては、当基金を指示して実支

持設計において考慮すべき内容を記載しているものでして、特にそのほかの

添付書類。 

1:07:45 ただ展開されてくのに記載しているというものではなくて、 

1:07:50 お聞きを設計する上で考慮すべきものっていうところで記載をさせていただい

ております。 

1:07:56 規制庁森野です。添付資料とか何点かいいからここに書かれてないっていう

のはその関係はわかったんですけど、補足との関係はどうなってるんですか

ね。 

1:08:11 こっから転換して補足資料にそれとそれぞれ今妥当な冷却塔ぐらいしかない

んだと思うんですけど、何かする冷却塔の計算の補足説明のところにこういう

話って入って、 

1:08:26 いう 

1:08:27 確認なんですけど。 

1:08:31 そうしません。この付則との関係につきましても、と今別紙 5の中で整理をして

いるところでございますので、そちらの関係性についても 10日にお出しする。 

1:08:44 なんかではお示ししますけども、第 1回申請ではそこじゃなくて、日本原燃さん

はですね、別紙の 5例検討先行電力さんの補足説明資料を整理してお出しし

ますと、その中でこの辺りの同期と配管のとか動的機器の支持っていうところ

に対する具体的な補足説明資料がないと。 

1:09:04 ところで、そこに対しましては、本当。 

1:09:08 これらについては、先行炉さんも弊社におきましてもそうなんですけども、本当

設計管理という中で、設計方針示した上で設計上、個別に管理していくってい

うやり方をやってございますので、そのような考え方で進めていくと今考えてご

ざいました。以上です。 

1:09:26 規制庁も多いので数を割りますと、ここのやつっていうのは結局そういう計算

書とか立つんじゃなくて施工設計管理の中での話になってくるので。あんまり

資料上雨にはなってこないってそういうことを 

1:09:45 だと理解したんですけど。 

1:09:47 わかりました。それの扱いが適切なのかどうかっていうことを今、今の段階で

はちょっとすぐわからないのでまた別紙棒 

1:09:54 お金確認して、そこからまた 

1:09:58 考えたいと思いますよろしくお願いします。 

1:10:03 はい、日本原燃さんがですね紹介いたしました。 



 

 

1:10:09 規制庁のＳＡ泊のからは以上です。すいませんちょっと前後してもなかったん

ですけど、またべし及ぼすから 

1:10:19 引き続き事実確認あればよろしくお願いします。 

1:10:27 規制庁浜崎です。私のほうからちょっと 2点ほど確認したいと思います。 

1:10:33 資料 257ページの一番最後のパラグラフＢのところ、ここは音スペクトルの運

用方法ということで等々スペクトルの算出の考え方が書いてあるんですけれど

も、 

1:10:47 基本的にこれ層理等の利用は建物でのオートスペクトルの考え方なんです

が、今回、 

1:10:56 4便についてところの記載通りでいいのかどうかで例えば 4Ｂですと 271ペー

ジに地震応答解析モデルが出てますけれども、 

1:11:08 この山これ水平ですけど、この 271ページの視点検モデルを用いた応答解析

結果 

1:11:17 を用いて、157ページにあるような床位置だとか、縦方向の話だとか書いてあ

りますが、 

1:11:25 こういう形で 4Ｂについても応答スペクトルは算定するというふうに理解してお

けばよろしいんでしょうか。 

1:11:36 日本原燃の石橋です。今ご指摘いただきました件ですけれども、お盆した通り

当室 107、171ページに記載されているス点検モデルを用いましてその規則の 

1:11:52 応答から支持架構の発生と冷却と水素はものもですね。ええとこに与える地

震力ＦＲＳを算出して作成してございます。以上です。 

1:12:03 すいません、日本原燃さんが少し補足させてください。今ちょっと石橋のほうか

ら規則って話がありましたので、正確に言いますと、ここの一番下のところのＦ

ＲＳを作成して指示が項についてはそういう評価をやってん体系を振った評価

をやると。 

1:12:19 上に乗ってる設備については、ここの部分等がエレベーションになってくるんで

すけれども、そこに対してのものを算定すると、そうなった場合に、そこの当該

エレベーションにある設備については剛な機器ってことになってきますので、Ｚ

ＰＡを算定した上で、当該エレベーションごとに評価をやってるっていうことが

正しい言い方になります。以上です。 

1:12:43 規制庁の浜崎です。今の説明ではわかったんですが、何かそれって記載、 

1:12:53 具体的には補足説明等でのところに記載はされているんでしょうか。 

1:13:01 日本原燃一番施設等直説明資料につきましてはですねこちら行った 8月 10

日ですね、ＡＰプラスヒアリング予定とさせていただいております海進期限の途

中三番のほうでその中身についても記載させていただいておりますので、 



 

 

1:13:20 そちらをちょっとその日ですね、ちょっと確認させていただきたいなと思ってご

ざいます。以上です。 

1:13:25 規制庁浜崎です。今の説明了解しました来週またじゃあ、 

1:13:30 必要に応じて確認したいと思います。もう 1点、資料 263ページ。 

1:13:37 これも確認なんですが、 

1:13:40 両括弧Ｂの防護ネット等のところにモデルは地震応答解析モデルについて地

盤相互作用を考慮するっていうふうに書いてあるんですが、 

1:13:52 これはよろしい。この通りか何か 

1:13:55 以前見た資料ですと基礎が固定のモデルで応答解析やってるというような 

1:14:00 確か表記があったように思うんですが、いかがでしょうか。 

1:14:06 日本原燃の石橋です。 

1:14:08 今御説明のほうから出てご指摘いただきました通りですね等に冷却塔へと竜

巻飛来物防護ネットにつきましては、確かにくい基礎での基礎固定になってご

ざいますので、それもそれがわかるような記載のほうに修正させていただきま

す。以上です。 

1:14:23 規制庁浜崎です。ちょっと適正化のほうをお願いしたいと思います。 

1:14:28 日本語で施設承知いたしました。 

1:14:32 はい規制庁浜崎です。私から以上 2点になります。 

1:14:39 規制庁の武田です。 

1:14:42 私からもう 1件だけなんですけれども、 

1:14:50 ページ側ですね、八甲田 10 

1:14:54 3ページをお願いします。例えば幅堰から堰あった内容の除去と 2 っているん

ですけれど。 

1:15:02 ちょっとこれを地震応答解析モデルのところの 

1:15:07 飛来物防護米との記載はどうするかっていうのは先ほど指摘した通りではあ

るんですけれども、 

1:15:14 ちょっとここに記載をするという前提でちょっと 

1:15:18 指摘をさせていただきますと、 

1:15:21 （2）の飛来物防護ネットの延長こう地震動モデル。 

1:15:28 地震応答解析モデルワードを 

1:15:31 ていうところの記載なんですけれど。 

1:15:35 ここはですね幌似のほうはですね、屋根トラス部分のモデルをどのように考え

ているかという記載があるんですけれど。 



 

 

1:15:46 を飛来物防護ネットの鉛直モデルについてもやめようといいまして、線形でモ

デル化はしている等の通りのほうの記載と横並びを取るのであればこの辺の

記載をスズキとかあると思うんですが、いかがでしょうか。 

1:16:02 日本語名称施設ちょっと今御指摘いただきました通り、 

1:16:08 き裂をネットのほうにですね鳥栖部分ございますのでそこんとこがあるような

記載の通り記載に修正させていただいてですね東海第 2 さんとですね、横並

びを図りたいと思います。以上です。 

1:16:21 規制庁の武田です。わかりましたお願いいたします。 

1:16:25 っていうのと重い子だけ細かい話なんですけれど、274ページにこの飛来物防

護ネットの鉛直モデルのモデル図があると思うんですけれど。 

1:16:38 下の名前が水平方向となっているんで、これは鉛直の間違いだと思いますの

で、見直しをお願いします。 

1:16:45 日本原燃の石橋です。ご指摘 2件、了解いたしました。 

1:16:49 こういったちょっと細かい内容もあるとは思いますので 10日提出される際、有

効確認はするようにお願いいたします。 

1:17:00 日本原燃期末です。承知いたしました。 

1:17:03 その他、規制庁側から横につきましてございますでしょうか。 

1:17:12 よろしいでしょうか。 

1:17:13 人それでは次の資料のファンに進みたいと思います。 

1:17:18 次かはちょっと先ほど森野から指摘を差し上げていたんですけど、Ａ4の 8の

確認に進みたいと思います。 

1:17:30 今日なりのから関する際に、補足での説明もちょっと受ける前で割ったんです

けれど、今からで申し訳ないんですけれども、補足で進められる内容がござい

ましたらお願いいたします。 

1:17:45 日本原燃聞く整数をちらにつきましても、何点か大まかなところで補足させてく

ださい。そういう 453ページ。 

1:17:56 になりますけれども、こちらの再処理施設に書いてる企画の名称ですね、こち

らは先日もご指摘いただいておりましたので、こちらは淘汰の添付書類との整

合を確定とすべて書くのかで今後とするのかというところは整理させていただ

きます。 

1:18:14 またここに書かせていただいてます備考の理由なんですけれども、こちらにつ

いても結果しか記載してませんので、 

1:18:22 最初にがんで材料選定をとこをもとに行ってるかというような記載に見直しをさ

せていただきます。 

1:18:32 続いて 457ページ。 



 

 

1:18:37 すけれども、こちらの一番下のポツ 2行ですね、こちらで授業する企画ってい

うところなんですけども、ちょっと我々考え違いしておりまして、当制御する規

格準拠するものですので、そちらの方。 

1:18:52 当ＪＳＭＥなりっていうところの記載のほうに修正をさせていただくことで考えて

おります。付則としては以上になります。 

1:19:04 規制庁の武田です。ありがとうございます。それでは委員長がおっしゃられた

確認事項ありましたらお願いいたします。 

1:19:23 部長の坂口冒頭に御説明というちょっと備考欄の記載なんかも全体的に見直

されるのかなと思うんですけれども、ちょっと全体の評価対象速報値、 

1:19:37 発電炉という側面があるところについて、備考欄にする理由があるのかないと

かって、 

1:19:44 その記載のフィリピンべき統一ができますけれども、 

1:19:49 例えば 455ページとか 416ページそごがあるんですけど、一方の 2番の説明

がないんですが、 

1:19:56 この辺りはもう 

1:19:58 全体通して統一的に必要なものについては説明をし、かつされるという理解で

よろしいんです。本件育成等様々生じてるにつきましてはその先行炉さんなり

の考え方を踏まえて、弊社でどのように、 

1:20:17 やるかっていうところのお考えをきちんと記載をさせていただきます。 

1:20:22 設置基準です。わかりました。それはまた次回提出Ⅱのほうで別途そういった

見直しがされるということですかね。 

1:20:31 日本原燃さんがですね、ちょっと今の決定させてください。もともと差分が生じ

るところすべてかけますというところでやっておりました。それに対して今 451

－3のご指摘要員 55ページのところでＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔ本当じゃぶっていうとこ

ろの差分生じたところっていうのは、これちょっと抜けてましたっていうところに

なってますんでそれが正しい言い方で、 

1:20:51 10日に出すものについては先ほどの考え方を踏襲して、すべてサブを記載し

た上で、そこの前提となる考え方までを記載するということで修正しますので、

ここにしっかり書かせていただきます。以上です。 

1:21:04 規制庁の木です。わかりました。 

1:21:07 スズキがちょっと抽出配管のほうにさしていただいて、また必要であれば確認

したいと思います。私からです。 

1:21:17 規制庁の武田です。その他の発信について事実確認ございますでしょうか。 

1:21:30 よろしいでしょうか、規制庁浜崎ですすみません先ほどですね 452ページの所

材料選択のところで、 



 

 

1:21:40 ＲＣの話しか書いてないんだけどということでは鉄骨系の話も書いたものです

かという話をしたと思うんですけれども、同様の趣旨で 449ページからの構造

計画のところに関しても基本的にはこれあるし、 

1:22:00 今日の話しか書いてないのと、あと 451ページは来等に同じ表現になってま

すんで、今回再処理施設の特徴を踏まえてですねトップに 4Ｂとか、防護ネット

のことに関してもですね、ここに触れておく。 

1:22:17 必要ないかなということで、これ事業者の方の判断だと思いますけれども、や

はり再処理施設の特徴っていう形でねですね、必要に応じて追記なりを検討

をしてもらいたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

1:22:35 日本原燃一番施設系統をここで今御指摘いただきました件ですけれども先ほ

ど先ほども質問を起こして記載いただきました通り、本件につきましてはです

ね適切に資料に反映して今回の旅強震設備だとかですねそういうのがわかる

ような記載にさせていただきます。以上です。 

1:22:55 規制庁浜崎です。材料に限らず、全体通して最初施設の特徴についても記載

のほうをお願いしたいと思います。私からは以上になります。 

1:23:08 規制庁の竹野です。 

1:23:10 それではですね、 

1:23:15 修正方針等について説明いただきたいんですけれど、先ほどちょっと聞かせ

たので 4－5 と 4－8まとめて修正更新について説明いただいてもよろしいでし

ょうか。 

1:23:27 はい、日本原燃佐川です。 

1:23:29 4－5 と 4－8っていうところで大きなコメントとしてはやっぱり理由がわからなく

て結果がしか書いてないというところについては根拠と理由すべて書き下しっ

ていう修正をしますとで二つ目と大きな二つ目としましては先行の 3で、 

1:23:44 剥がれてることを考える会短波書いたことだけでいいのかどうか足りてるのか

っていうところについても再処理としての考え方書く必要があるなっていうとこ

ろで、港湾課から員であれば書かないっていう考え方を示すっていうところで

考えてございますと、三つ目としまして、そっからカガれている設備を床応答曲

線っていうところの項目について、 

1:24:05 ちょっとすべて抜けてますのでそこが必要か必要じゃないのかっていうか、判

断をした上で、仮に書かないんであればばらつきはここの部分で読めますよと

かっていうのを、備考欄に書くなりして、当東海さんとの差分が生じてないって

いうことをとかサブがサブが生じてる理由っていうところとかもすべてわかるよ

うに、 



 

 

1:24:23 全体直していくっていうところで考えてるっていうところになります。同じように、

先ほどの 4－8 っていうところで、再処理の特徴的っていうところで、部材という

ところを考えた記載にするというところで見直しますというところです。以上で

す。 

1:24:42 はい、規制庁の武田です。はい、ありがとうございます。 

1:24:46 それでは、次の別紙についての（2）に進みたいと思います。 

1:24:53 そうですね。 

1:24:54 次は順番としては別紙 10人ということでよろしかったでしょうか。 

1:25:00 日本原燃菊地です。はい、よろしくお願いします。 

1:25:05 しゃべっています。年のペーパーかレポートで説明ありましたらお願いいたしま

す。 

1:25:14 日本原燃菊地です。こちらにつきましては、当選しつつも波及的影響も基本方

針のほうでもきっと。 

1:25:24 説明させていただきておりましたが、本当に下の 860ページ進め、 

1:25:32 こちらのまとめの最後のパラグラフですけれども、このなお書き以降を次回に

関して記載しているところなんですけども次回で結果を示すっていうのはその

ままの通りなので、こちらは削除した上で備考のほうで、 

1:25:49 復興発表にいたします。以上になります。 

1:25:58 規制庁の関係があるんですけども、すごく今のところ、一言だけちょっと聞き逃

しまして、説明いただいてもよろしいですか。はい、日本原燃菊地です。806ペ

ージに 

1:26:12 二つ目のパラグラフで各施設のっていう所始まってます。この後半部分のなお

書きですね。 

1:26:19 こちら導体か申請会議を示してる添付書類になりますので、一方、なお書き以

降の文章については削除をして修正させていただきたいというところです。以

上です。 

1:26:40 規制庁の武田です。わかりました。ありがとうございます。 

1:26:45 それでは別紙 42について利益使う方に入っていきたいと思います。 

1:26:55 えーっとですねまず私のほうから何点かなんですけれど。 

1:27:01 本当全般に関する話ではあるんですけれども、 

1:27:12 機器 

1:27:15 全般とは言いつつ、ちょっと例を挙げますと 794ページをお願いいたします。 

1:27:35 名仕様の中に限ることで問題んですけれども、 



 

 

1:27:40 走時回分も表で示しているっていう基本方針もあろうかと思うんですけれど、こ

の辺の記載のルールっていうのは、現状整理はもう進んでいるということで理

解してよろしいですか。 

1:27:54 日本原燃規定すると。 

1:27:58 現状の整理ですと 5棟大会申請範囲の対象の設備のものだけを記載すると

いうところになってますので、記載の記載については全般添付書類伝播開始

して整合をとった上で修正させていただきます。 

1:28:21 はい。 

1:28:22 はい、えっともタケダです。わかりました。はい。はあ修正僕認可いたします。 

1:28:50 規制庁の武田です。 

1:28:53 そうでは続けさせていただきます。 

1:28:59 796ページになるんですけれども、 

1:29:05 接続部の関係に関するところになります。 

1:29:14 接続部の観点による影響としましては、 

1:29:20 これは業法及ぼすような下位クラス必要はないということなんですけれど。 

1:29:27 これは第 1回申請の設備について、安全冷却水Ｂが過去等に影響を及ぼす

ものはないということでしょうか。 

1:29:41 日本原燃お忙しい先生のコスト認識の通りです。 

1:29:46 規制庁の武田です。では、そのときに高地開口を含めると、この接続部で影響

を与えるものになってくるのでしょうか。 

1:30:09 日本原燃しましてせえ等の時間も含めましてもですね当安全冷却水で冷却塔

に対しまして波及影響を及ぼす下位クラス施設はないと。 

1:30:19 いうことになります。以上です。 

1:30:22 日本原燃もやっぱりケース一部補足させていただきますと第 1回申請で出し

ております安全冷却水Ｂ冷却塔ということで、こちらにつきましてはＳクラス設

計をしておりますと、 

1:30:34 接続部に関する観点というところでは配管というところが該当してきますが、配

管につきましても同様にスクラスの設計で系統設計しておりますので、当冷却

等に関しましては、 

1:30:50 その区別という観点から役会クラスとなる施設はございません。以上です。 

1:31:04 はい、規制庁の武田です。李ました。 

1:31:10 ここで今回申請の冷却水に冷却塔についての話になっていたんですけれど、

例えば、 

1:31:19 次回の施設だとかでの超えて分割申請する際に波及けこの接続部の観点で

波及影響を及ぼす数部材とかが、 



 

 

1:31:34 またさらに別の次回の申請設備としてある場合、 

1:31:39 そういった場合って、どういうふうに記載していくかとかっていう考えはあるの

でしょうか。 

1:32:05 少々お待ちください。 

1:32:43 日本原燃さんはですね、来次回で示すものにつきましては共通側のルールに

のっとって工事会で示すようっていうところの線引をして修正するというのが先

ほどから話してる内容になりますと、そうなった場合ご指摘の内容としまして、

この不等沈下であったり相対変位っていうところについても工事会では示すっ

ていうことになってくるんですけども。 

1:33:02 この具体例を先ほどから話してます通りこの備考のところにも書かせていただ

いて、遠い対象物が出てくるものっていうのはここは出てくるから固化きたすよ

うなりをわかるように修正したいと思います。以上です。 

1:33:19 規制庁の武田です。はい、わかりました。そのような対応をお願いいたします。 

1:33:25 それではその他 4－10につきまして規制庁川から確認事項等ございますでし

ょうか。 

1:33:40 規制庁の岸野です。 

1:33:43 95ページの件です。 

1:33:50 95から 601ページ。 

1:33:54 うん。 

1:33:55 新旧発止がもう説明が 

1:33:59 見積もられている 5ページは不等沈下または相対変位とか、 

1:34:05 その次のページは速度の関係がどうシステム等による空き家急遽の四つの観

点基づいて説明があるというふうに、ほかの品質の施設群冷却水冷却塔の飛

来物防護ネットについての具体的な記載があるんですが、 

1:34:24 それとここを要望規則ガイドにある四つの観点、つまり作業量である判定基づ

いて記載ということで、一方で、その飛来物防護ネットについては、多分、現在

まだ整理のほうが進行中なのかなと思うんですけども。 

1:34:42 先週の会合でも説明があって、飛来物防護ねっ 

1:34:46 時着目した切り口から 

1:34:52 観点とか事象とかを整理されてると思うんで、今のところ 

1:34:58 795ページ以降にある四つの観点と方。 

1:35:03 飛来物防護について説明を受けている観点等は整合してないというか、まだ

繋がりがちょっとはっきりしてないような整理状況を持ってますので、 



 

 

1:35:14 先ほど別途今整理をされているかと思いますが、最終的にはですね、再協議

に作業量による四つの観点とか等具体的に飛来物防護ネットについて見たと

きの具体的な事象各事象の間がちゃんと繋がるようにですね。 

1:35:31 この整合のとれたものに 

1:35:34 まだあるようです。 

1:35:36 説明をしていただきたいですし、その記載っていうのは 

1:35:40 別紙 4－12の中なんか、それもう、次の文章になる具体的な計算書の中で、

或いは補足説明資料の中のかっていうのは、 

1:35:51 またの調整があるかと思うんですけども、別途きちっとする。 

1:35:55 作業員が当行具体的な観点との繋がりがわかるように、今後資料の方でちゃ

んと説明していただきたいと思います。 

1:36:06 日本原燃島施設へと今ご指摘いただきました件ですけれども後打ちの中でで

すね検討させていただいて適切に補足説明資料ないしですね、反映させてい

ただきたいなと考えております。以上です。 

1:36:19 すいません日本原電さんはですね、ちょっと 1点確認させてくださいよって 1－

3がおっしゃっている四つの観点というところについては、発電炉である位置で

あれ、波及影響っていう耐震性の観点から一期ますと一緒かなと思ってます

と、 

1:36:36 そうなったときに、県方針の流れとしては、すみません、別紙の 4－3 というと

ころで、前々回説明したところで波及影響四つの観点でこうやっていきますと、

さらに今回コピーを説明してますのは、そこから出てきたものに対して評価方

針はこうですっていうことで示してました。 

1:36:56 それらが正しいのかというのは酷で示していくっていうような関係性になってま

すと、そんなときにちょっと修正に当たりまして一点わからなかったのが、その

他手間希望のどう波及影響の観点が違うんじゃないかっていう違うことを説明

受けてるっていうところがあったので、 

1:37:12 ちょっとそこを十分認識なかったらで教えていただいてよろしいでしょうか。 

1:37:21 それとに審議する。 

1:37:24 4 というのはそこそこおっしゃってるのは、うん。 

1:37:28 ここで述べているで資料の 12 とか 4－3000述べている四つの観点。 

1:37:35 合併等、あと飛来物防護ネットの補足説明のほうで説明している観点との違い

についてとかと思うんですけれども、これも北薩の方の定理のは、 

1:37:52 本来であれば 4－12で述べている四つの観点から、ブレイクダウンしていっ

て、具体的にはっていうのは、事象考えたときに、今、補足説明に対する海盆

などで説明を受けている事象に繋がっていくのかなというふうに 



 

 

1:38:10 持っていまして、この四つの観点を別途説明を受けている人防護につき事象

でも、 

1:38:18 これでも繋がってないっていうのは、 

1:38:21 もう 

1:38:23 もういきなり飛んでるような印象を受けてますので、いずれそこら辺その作業

量であるこの六つの観点から具体的な事象に至るまで天端別途繋がりが見え

る形で整理されてくるのを待ってと思っておりましてそれを 

1:38:38 どっかの出向中できちんと絶対でしたけどさ、研修してですね、お伝えした値

なんですが、目皿ですね、理解いたしましたとらえ方がちょっと十分勘違いしま

した本資料ではなくて、この考え方が最上流に来るので、この格差考え方を竜

巻防護に 

1:38:58 時にそちら側の間がきく出されてないんで、最上流からすべて区だして拘束が

直すっていうことで、全体を整合をとるということで理解しましたので修正いた

します。 

1:39:10 設備の均質これ基本的な流れっていうか考え方が違うところになるのかなと思

っておりますので、別途きちっと繋がりが見えない形でですね。 

1:39:21 記載を決定していただければと思います。 

1:39:28 それともう一つなんですけれども、801会議のほうて例えば委員による層序転

倒落下の観点という記載があります。 

1:39:40 例えばですね。投入との差分において、（1）の文章の 4条で、 

1:39:48 うん。 

1:39:50 地震動または地震力の店頭または、 

1:39:56 円。 

1:39:58 言葉でやったり、うん。そのため、最後にこのため指示文書を実施するといっ

たあたりまあまあ先行との差分にもちろんなってるわけですか。 

1:40:09 この辺り李例えばそこの部分だけ読みますと、 

1:40:15 例えば損失鉄塔またはだったらできるという損傷による影響は考慮してです

ね、私ども評価を実施するとありますけど。 

1:40:28 検討やるかっていうのを支持部の評価により 0 と評価できるだろうかというよう

な、この部分だけ読んでると 

1:40:37 ちょっときちっとわからないところが出てくるわけですが、その辺りというのは当

然ながら、別途、 

1:40:44 飛来物防護ネット白金的影響も検討の中で起こり得る事象と評価手法との関

係とかは生理休暇とまりますので、 



 

 

1:40:53 その損益の結果というのはここに反映を最終的にはそれと整合がとれへん今

見直しをされると思っておりますので、そういった形で適任申請をしたいと思い

ます。そういう 

1:41:09 よろしいでしょうか。 

1:41:12 はい。 

1:41:13 名しましてですねと、今ご指摘いただきました件ですけれども、例えば損傷と

かですね地震による地震動、地震力による参照というところがですね転倒及

び落下案検討または落下と言われたところに、ほぼ中に含まれるというふうに

考えてございまして事業の評価って、 

1:41:33 これにつきましてはですね、まず全体的にＣＩＧＭＡＳｔｅａｍと言われたの、ここ

で記載させていただいているのが 

1:41:44 志賀港といいますか、今全然ません。日本原燃佐川です。今の希硝酸の御指

摘につきましては支持部の評価に足りてるんであれば支持部の評価で足りて

るっていうことを示しますＣ支持部で足りてないということであれば、それ以上

のところを見せる必要があると考えてございますので、 

1:42:00 今後の補足説明で見せていく内容とここの記載というのを検討した上で記載

いたします。以上です。 

1:42:09 規制庁の内野です。はい。今その 1000飛びたいという趣旨かと思います。別

途整理っちゅう検討中のものをですね、ここできちっと説明し尽くされたらそれ

がきちんとこちらに反映される形でですね、引き続き検討のほうをお願いした

いと思います。私の方から言います。 

1:42:31 規制庁の武田です。その他費用の中につきまして確認事項ございますでしょう

か。 

1:42:43 規制庁の武田です。あたしこれは 1点なんですけれども系だけなんですけれ

ど 807ページをお願いします。 

1:42:59 結局ここで共益的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震 

1:43:06 評価方針記載されていると思うんですけれども今回、最初の申請なので、飛

来物防護ネットだけが科医クラス施設としてあると思うんですけれど。 

1:43:17 ここの設計の観点っていうところと、 

1:43:21 一番右端の許容限界の設定の考え方について、これ、 

1:43:28 エネットの損傷についての観点だけで記載がされているんですけれど。 

1:43:34 別件あれですよね相対変位に対する評価を実施するっていうのが、冒頭 795

ページのほうに記載があると思うんですけれどそれについても含めて記載す

る必要があるのではないでしょうか。 



 

 

1:43:58 日本原燃施設今ご指摘いただきました件ですけれども、できて適切にセミナー

をして皆させていただきたいと考えてございます。以上です。 

1:44:12 はい、規制庁の武田です。はい、対応いただけとることでお願いいたします。 

1:44:18 隣のですねあの東海第 2の表では、タービン建屋、サービス建屋とかが、そう

いった記載になっているかと思うので、そういったふうな対応がされるものと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

1:44:35 日本原燃します。承知いたしました。 

1:44:38 いや、 

1:44:40 規制庁の武田です。それではですね別紙の資料につきましては以上とさせて

いただきまして、修正方針について説明をお願いいたします。 

1:44:52 はい、日本原燃さんはですね、各市いただいたコメントはすべて直しますって

いうところは当たり前のことで、二つあるかなと思ってますというところです。大

きなコメントとして、二つっていうのがこの資料だけではなくてその他の資料と

の特に竜巻防護ネットというところになってくると思うんですけど、関係性って

いうところを意識して、双方直し 

1:45:12 っていうのがまず 1点ですね 2点目として共通側で定められている工事会社

で示すものっていうところで全体像を頭の部分で書くのは、確認ですけども、

評価に関わるところっていうのが出てくるのが出てこないのかっていうところは

多分ないのかなって感じましたので、そこについては、備考欄に 

1:45:31 個別というか、ここは追加されますよぐらいのことは書かなきゃいけないかなと

いうことで記載を修正いたします。以上です。 

1:45:44 規制庁の武田です。はい。ありがとうございます。 

1:45:48 生徒、それでは次の別紙のほうの確認に進みます。次が別紙 4－99でよろし

い方でしょうか。 

1:45:58 4名の育成すが入るよろしくお願いします。すいません、こちらについても先に

補足をさせていただいてもよろしいでしょうか。 

1:46:09 テジマタケダです。はい、そうですね、ヤマダからお願いいたします。 

1:46:15 日本原燃機器注水をまず、こちらも先ほどの別紙と同じように、大まかなところ

で即させていただきます。先ほど小野さんから御指摘いただきました 465ペー

ジのフローですけれども、こちらにも紹介群にあたるものが、 

1:46:33 462ページにございまして、ここ等フロートがあってませんので、こちらは先ほ

どの御指摘の通り修正のほうさせていただきますというのが 1点です。 

1:46:54 あと通り 475ページですね。 

1:46:58 こちらの方等、 



 

 

1:47:01 補足説明資料のほうで鉛直動的もうそこを出させていただいておりまして、そ

この内容を反映しているんですけども、当機構の理由の記載の仕方が結果し

か上がってませんので、こちらも添付書類同様に考え方を記載した上で、 

1:47:20 一通り、その結果のほうを記載するように修正させていただきます。以上にな

ります。 

1:47:30 規制庁の武田です。ありがとうございます。 

1:47:34 それでは別紙 4－9図にいまして規制庁側から各国事項ありましたらお願いい

たします。 

1:48:05 規制庁の武田です。規制庁側から特にないんでしょうか。 

1:48:11 ヤマダ、先ほど森野からお伝えした内容が本日の経営た広適時確認事項にな

ると思います。 

1:48:21 それでは 4目標につきまして修正方針について説明いただけるでしょうか。 

1:48:28 はい、日本原燃さんあれすＤ4－9のところはあのフローですね。 

1:48:34 フローのところで見通し。 

1:48:36 修正が今やってる最中だったんですけれどもそこについては結果的に号炉側

と一緒になるっていうところで、この辺を中心に直していくっていうところで考え

てございます。あと代表例っていうところなんですけども次回睨んで代表例を

どう書くかって言うのは備考のところをうまく使った上で記載したいと思いま

す。以上です。 

1:49:11 規制庁の武田です。ありがとうございます。 

1:49:15 その連携は次が、 

1:49:19 人別紙 4－11でしょうか。 

1:49:22 こちらにつきまして補足で説明がございますのでお願いいたします。 

1:49:32 日本原燃定数を昨日こちらも同じように、大きなところ。 

1:49:38 そうしまして、776ページ。 

1:49:42 けれども、 

1:49:45 変更。 

1:49:46 3ポツ、この本資料のちょっと 

1:49:51 手順を紹介してる文章の冒頭部分なんですけどもちょっと書き方がよろしくなく

てですねと。いきなり 2パラグラフ目、 

1:50:00 インフラのところで、表の説明をし出してるんですけれども、紹介があった上で

の表明及びコミュニティポチになりますので、ちょっとこちらのほうにつきまして

は、同意お母さんのほうで書いてるような内容を 2パラのところに落とし込ん

だ上で全体の修正をさせていただきたい。 

1:50:20 考えております。 



 

 

1:50:24 はい、即としては以上になります。よろしくお願いします。 

1:50:31 規制庁のパッカー車ですと両方ございます。 

1:50:36 では 4－11、私から 1．国庫見させても、 

1:50:43 維持が 100セットして 781ページをお願いいたします。 

1:50:59 ここで新しい提案はりモデルによる解析または標準支持間隔を用いるという記

載があるんですけれど。 

1:51:09 現在の申請書には記載ないと思うんですけれど、ただしてはりモデルを用いる

予定あるのでしょうか。 

1:51:25 どうぞ。 

1:51:32 ウチダ 

1:51:33 もしもしください。 

1:51:48 日本原燃の白尾でございます。 

1:51:52 設備に応じて設置しません。日本原燃さんはですね、これを種になってござい

ますけれどところでで先行炉さんと同じように考えてございまして、年度の 1 と

いうところにつきましては基本的に定ピッチっていうところで、 

1:52:07 評価をしてくっていうところになってましてで必要に応じて他地点梁ということで

今方針として記載しているというところで現状は定ピッチ中心で評価をやってく

ってことで考えてございます以上です。 

1:52:24 規制庁の武田です。わかりましても方針としましては基本定ピッチで必要に応

じてた失点系モデルを用いるということで理解しました。 

1:52:34 それでその点はこの電路類のところなんですけど。 

1:52:39 典類についても定ピッチを中心に用いるということなんですけれど、これまでの

補足説明で受けている説明というのは把握配管ですとかダクトについてのみ

なんですけれど、これもそれに含まれるということでよろしいのでしょうか。全く

同じような方針で使われるということですか。 

1:53:13 日本原燃さんはです。当評価の手法としてはピッチっていうところでそこは一

緒になりますというところです。そうなったときにすべてが一緒かっていうところ

は少し確認する必要がございますのでちょっと確認した上で、そこは回答させ

てください。 

1:53:31 はい。 

1:53:33 規制庁の武田です。残りの下では確認いただいた後、回答の方をお願いいた

します。 

1:53:41 規制庁タケダからは以上になります。その他規制庁側から確認ございますで

しょうか。 

1:53:51 規制庁の木ですと 1点確認したいんですが、776ページなんですけども。 



 

 

1:54:00 3ポツ 1版の 

1:54:03 上から 6行目ぐらいですかね。 

1:54:08 振動特性試験による方法等っていうという言葉がこうあっていって、これ発電

炉規則になると思うんですが、これ以降の説明がないんですけど、ここでもう

壊れた人間をしていただきます。 

1:54:26 きちっと 

1:54:29 経常お待ちください。 

1:54:40 はい。 

1:55:10 日本原燃の夏目です。 

1:55:15 等につきましては、 

1:55:24 ちょっとすいませんこちらのほう確認させていただいてたの回答させてくださ

い。すいません。よろしくお願いします。 

1:55:34 それぞれの陳述、 

1:55:37 この深部の特性試験による高校が決定される他の方法ということだろうなと思

ってるんですけど、当然サトウその背景があってそれはここに反映されてると

思いますので、今ちょっとこの場で即答できないっていうのはちょっとよくわか

らないと思う。 

1:55:54 大変申し訳ありません。ちょっとその辺りをちゃんと備考欄にもですね、書かれ

るということで今後反映されるとかですね、もうきちんと記載してきて説明でき

るよう、お願いいたします。はい、了解いたしました。 

1:56:10 はい、江藤です。 

1:56:17 はい。 

1:56:19 規制庁タケダです。その他この資料につきまして施設側から確認ございますで

しょうか。 

1:56:39 よろしいでしょうか。 

1:56:41 それレイワ熱心にね、 

1:56:46 あと、 

1:56:48 本資料につきましての修正方針につきまして、原燃のほうから説明お願いい

たしますが、 

1:56:55 はい、日本原燃相良です。 

1:56:58 二つコメントいただいてましてこれは別途回答かなということで考えてございま

す。ちょっと所掌のものになって、適切にすぐ回答できなくてそれは申しわけご

ざいませんでしたというところで電路に対する定ピッチっていうところについて

はと手法は一緒だというところでそこは完全に書かどうかっていうのはちょっと

確認した上で別途確認しました。 



 

 

1:57:17 説明しますというところです。2点目としまして等々っていうところについて解析

と振動特性試験や何かあるのかっていうところの確認に対しては、ここについ

て別途説明が必要かなというところで併せてこの日混乱にそれを記載するって

ことで修正いたします。以上です。 

1:57:44 規制庁の武田です。ありがとうございます。 

1:57:50 予定していた本日のラインナップとしましては、 

1:57:57 再処理については異常過渡は大きいけれども、 

1:58:02 それでよろしいでしょうか。はい。皆さんあれですね冒頭のところですね、床応

答曲線でしたよね。そこでＭＯＸ側っていうところの御指摘あったと思ってま

す。まずそこに回答させてください。再処理、ＰＡの内容としては以上だと考え

てございますが、ＭＯＸ側のところでお願いします。 

1:58:25 はい。日本原燃の谷口です。それを部屋の中で、ＭＯＸ側の接続のドーム質

問いただいてたというふうにお聞きしております。あれを今進めて位置付けと

か、実際どういうふうにしようとしてるかということをお答えしようかなと思うんで

すけど、お答えさせていただいてもよろしいでしょうか。 

1:58:49 はい、委員長の武田です。お願いいたします。 

1:58:52 三つ目の田口です。それから時堰などしてましてすみませんでした。実際の内

容なんですけれども、今回の設工認を最初にテノックスもですね竣工のときの

状態を想定した設工認の申請をしております。ＦＬＡＣＳ竣工がですね、最初に

も竣工と大分悪唸りますので、 

1:59:13 最初に施設の竣工するときにはまだどうどうがない状態になりますとですね今

回の申請も設工認の中には最初としては、労働含めない内容で申請をさせて

いただくということで考えております。 

1:59:25 Ｗａｔｔｓのほうは実際に自分たちの設備ですので、エイズ報道があるという状

態で審査をするということを考えております。最終的にはですね、ｍａｘで竣工

の時期が近づいてきましたら、最初の場合でも一つ勉強しますと、 

1:59:41 有効に出してでそれぞれ竣工迎えることで、両方を使えるようにするっていう

そういったアクセスをするということで考えておりました。今回の申請の中に

は、再処理側としてはどのようなないという状態で申請をさせていただくと、郵

送処理かなと思っております。以上でございます。 

2:00:06 規制庁タケダです。すいません少々お待ちください。 

2:00:21 規制庁の武田です。日ヤマダしました。 

2:00:27 労働に関してはそういった整理がされているということは理解できました。 

2:00:34 それは結構なんですけれど、他の 

2:00:40 共有設備全般の話になるんですけれど。 



 

 

2:00:43 そういった共有施設に対してはどういった説明の構成、込ま考え方になってい

るか、そちら側で、 

2:00:53 整理をするの整理して説明をするのか、そういった話っていうのはこれまで説

明は成長ぱっと線形てないかなと思っております。 

2:01:06 そういっただろうし、そういった共有部分の整理の仕方について説明っていう

のはどこかでされるタイミングはあるとあるのでしょうか。 

2:01:17 年目の谷口です。今ですね共通の資料の中で、橋梁についてということで少し

だけ触れさせていただいているんですが、磁性目が諮問を中心になるが、メー

カーの申請をすることを考えております。 

2:01:34 今回はの設備のうちの運行は最初に 3に持っていただいて、それをバックで

競合しますということになりますので、学部、原則としては、最初に逃れ書いて

いただいて最終的にＭＯＸが竣工するときに供用かけるっていうことになろうか

と思っています。 

2:01:51 道路については先ほど申し上げた通りで、最初が竣工するときにないというこ

とと、ＭＯＸの持ち主にしている最初の 3で共用するということにしようと思って

いましたので、そこはボックスが記載をするということになろうかと思います。 

2:02:05 実際にですねその今日もう設備としてどういうものがあって、それをどう扱いに

するっていうところまでその部分で記載できていませんので、そこをちょっとわ

かるようにこちらで整理をして記載を追加しようかなというふうに思いました。

以上でございます。 

2:02:22 所のタケダです。わかりました。そういった実態をどっかで明確に整理していた

だく必要があると思いますのでお願いいたします。それっていうのは、共通資

料のほうで記載をいただくという理解でよろしいですか。 

2:02:36 会議のメンバーの谷口です。今回の設工認に関わる全体的な方針になるかな

と思いますので、それらの共通の資料としてまとめさせていただきます。 

2:02:46 今日です。 

2:02:48 成長のタケダです。わかりました。ではご対応の方をお願いいたします。 

2:03:00 規制庁の竹野です。 

2:03:02 本日もこちらで、 

2:03:05 囲みしている内容っていうのは、最初 2－0001のほうになりますので、ちょっと

申し訳ないんですけど、ゼロにもコストのほうにつきましてはまだ確認はしたと

言っていないという状況でございます。 

2:03:21 ウチダまして、4日のヒアリングと投票でですね、今回 01で指摘を差し上げた

内容につきましては 02のほうへも反映する内容あると思いますので、抜擢共

有していただいて、班員をしていただくようにお願いいたします。 



 

 

2:03:41 日本原燃の谷口です。私の方からも、その中でコメントがあったということで周

知をさせていただいて、資料としても合わせさせていただくということで対応さ

せてください。以上です。 

2:03:55 規制庁の武田です。はい。お願いいたします。 

2:04:00 を作っていけば、本日予定した後どう投入のヒアリングのラインナップとしては

以上ということでよろしいでしょうか。 

2:04:09 はい、日本原燃サービス内容については以上になってございましてちょっと 1

点伝えさせてくださいというところで、ちょっとスケジュール出させていただきま

した。 

2:04:19 ボンベ配信なので、グループ 2ですね。はい。 

2:04:25 はい。冒頭ですね、今日のヒアリングのコメントを踏まえまして 10日にお出し

しますということで出してたっていうのが今の上段ぐらいのところが別紙シリー

ズ 4－1から 4－12 っていうところで今書かせていただいてございます。 

2:04:40 そこの少し左上のところに、本当経費については等価っていうところで考えて

るっていうところと注記振らしていただいて、そこで本当 4日と 6日のヒアリン

グ結果というところで修正がある場合は、ちょっと延ばします延ばします 10日

ますっていうことで考えておりますと、 

2:04:58 実際のヒアリングについては 17日と 18日で半分半分に分けてやろうというこ

とで計画してたというところで出してるというところになりますと、ここに立っにつ

きましては本日のコメント手前まして、二つあるかなって思ってございます。二

つあるかなっていうのが、例えば機器配管とかの話と、 

2:05:17 床応答の話でいうというものとかについては、その後の基本方針を見直しなが

らしっかり理由でも付けていく必要があるなっていうところと、竜巻防護っていう

ところについて書き足りてないっていうのがかなりわかりましたのでそこを落と

さなきゃないっていうところで、ここの提出につきまして、 

2:05:35 どう現状 4－1、基本方針全体のやつという買おうと 4－5、4－7 と 4－8 ってい

うところで機能維持とアクティビティの所在胎材料選択後は機器配管類の指示

更新 90 っていうところ。 

2:05:50 約半分ぐらいになるんですけども、これについては 10日ということで見直して

半分半分 10日に出すものと、12日に出すものっていうことで、今日のヒアリン

グの指摘踏まえまして計画してるというところまでを補足させてください。以上

です。 

2:06:12 規制庁の武田です。今挙げられたやつは当課ではなくて、12日の提出になる

ということですね。はい、今人物量と修正等バランスで考えると 10日で提出さ



 

 

せていただきたいなということで、この後、スケジュールに次のフィードバックか

けて、 

2:06:30 正式にお出ししたいってことで考えております。 

2:06:33 はい。 

2:06:36 規制庁の武田です。はい、わかりました。 

2:06:41 それではスケジュールの話は出たんで、起こんしたいと思うんですけれど。 

2:06:51 スケジュールの話は物件の方とかも含めてできればと思うんですけど、今日は

出席されてるんでしたっけ。 

2:06:59 荷揚値下がりストック系先ほどまでいたんですけど、Ｐａｒｔ終わって一度今引き

上げてます。 

2:07:08 規制庁の武田です。部門購入費と東京放送マーク審査会合に向けた話がで

きればとは思っていたんですけれど。 

2:07:19 いやそれは 10日をほかのヒアリングまでできているという認識です。日本原

燃の長沢でございます。そういった議論がございましたら、本日午後のヒアリン

グ予定されてると思いますので、その冒頭でお願いできればと思うんですが、

いかがでしょうか。 

2:07:40 規制庁の武田です。わかりました。規制庁側はそれでよろしいでしょうか。 

2:07:49 何かご意見あればお願いします。 

2:07:52 規制庁詰まるですと耐震の関係は午後各預金とか程度てないことになると思

うんで、できれば今やった結果ですけれども、そういう体制とれますか。 

2:08:06 日本原燃 7社でございます。拝聴いたしました出戸しばらくお待ちいただけれ

ば耐性等々上げたいと思います。 

2:08:15 規制庁通販です 

2:08:19 基本的にですね自分のパークが終わったら海盆おられないんですけど、誰が

対応される人 1人ぐらい残してもらわないとなんか自分たちがやりたいことだ

けあってこちらの客からのいろんな質問を止めて対応っぽいねっていう解析と

おかしいと思うので、ちょっとそれしっかりしてもらえばと思いますがいかがで

すか。 

2:08:40 読み 7社ございますおっしゃる通りかと導入ますので、今日つけたいと思いま

す失礼しました。 

2:09:10 日本原燃払ったってございます。ちょっとそんタマノイ摩耗、土木建築のものが

起きていますけれども、その管理よろしければですね、私の担当しております

耐震建物 73についてですね。 

2:09:25 ちょっと審査会合に向けて、どういうスケジュールで考えてるかっていうのをち

ょっとご紹介させていただきたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。 



 

 

2:09:39 町タケダです。やっぱりこれはネットの方のちょっとお話を聞ければと思いま

す。それっていうのは、あれは物も下の基礎の設計を両方とも話をいただける

ということでよろしいですか。 

2:09:53 それとですね。そうですねあのまとめて紹介したいと思います。 

2:09:58 わかりましたそれではお願いします。 

2:10:01 浦邉です。竜巻のほうですけれども、艦隊が大きく二つありまして、一つ設計

の考え方ですね。 

2:10:12 こちらの方にはまだ説明し切れていないと。 

2:10:15 それからもう一つが、実際の評価データのほうで直下地盤に切り換えたあの

評価を行うと、この大きく二つございます。 

2:10:31 一つ目の評価の考え方のほうがいわゆる福祉ダム妥当性だったり、液状化一

挙だったり、基礎の評価だって、この辺なってくるんですけれども、こちらの説

明については、昨日のパワーポイントになりますけれども、 

2:10:48 資料提出しまして、10日のヒアリングで確認いただくと。 

2:10:54 確認取り次第ですね、 

2:10:58 新建物 23のほうに盛り込んで貯蓄説明資料再お出しすると。 

2:11:06 いうふうなスケジュールで考えてございます。 

2:11:10 一つのほうも直下地盤に切り替えるですとか、或いは前記録で有効応力解析

の結果、何かこの具体的な数字で示していく必要があると考えていますが、 

2:11:27 ちょっとこっちのホームがですねかなり苦戦しておりましてですね、解析して数

字を出すっていうまだちょっと言っただけなんですが、ちょっと時間がかかって

おりましてですね。 

2:11:42 点け距離的には 8月のかなり注 3の週。 

2:11:50 この中のロックライニングだったりメーカーから数字になると思ってくるぐらいか

なと考えてございます。 

2:11:59 従ってですね審査会合のときには、 

2:12:04 ちょっとの構成示してですね、あるいはある意味検定比なんか満足しています

よといった大きな方向性については示せると考えているんですけれども、細か

いデータであったり、或いは 

2:12:22 厚生省につけるような予算書のレベルの安全弁ですね、ちょっと試作会も終わ

ってから確認いただくようなスケジュールにどうしてもなってしまうかなと考えて

ございます。 

2:12:37 23関係は以上でございます。 



 

 

2:12:46 規制庁の武田です。もう許可機能の計算の 1月 13週に減ってくるかもという

話なんですけれど、この計算結果っていうのは、どういう計算で職三次元フレ

ームの倒壊系はないんですか。 

2:13:05 日本でも肌で不安な面についてはですね特区したんで、鉄塔倒壊行って、 

2:13:14 そのあと三次元例、Ｔａｌｌ解析を行うと。 

2:13:18 いや、 

2:13:19 評価終了とったのですね、それが蓚酸の周申し上げました審査会合内部資料

ですね、なかなかものじゃないとちょっと間に合わないかなと。 

2:13:31 いうところでございます。 

2:13:34 以上です。 

2:13:38 規制庁の武田です。もし変形のどう回答三次元の一端では物性値を解体後は

これまでの法律を同じような手法の結果が 23週ということですね。 

2:13:52 認められるその通りでございます。 

2:13:56 行うと 3人撤退投資審査会合で指揮者内容っていうのは三次元フレームをど

う回答結果活動での妥当性を示すっていうことだと思うんですけれど三次元の

応答解析の結果っていうのはもうすでにあるんですか。 

2:14:13 日本原燃の浦邉です。ですね串団子も倒壊等の三次元の東海の部分。 

2:14:24 昨日私したパワーポイントの中で述べてございます。そこで比較してですね、

本舗等々だというような記載が書かれている部分になるかと思いますけれど

も、そこはもう終了していると考えていただいて結構です。以上です。 

2:14:46 規制庁タケダですとかにもちょっとまだそこまで行けなかったので確認させて

いただきます。そういった規制庁側からここにあればお願いします。 

2:14:59 一つの機能です。8月 23℃に結果が出てきているか出てくる空気って今ってこ

れちょっと、その結果の強化に結構てるって言われたのがうわもの質点系とか

30年、 

2:15:13 解析の件だと理解しましたが、 

2:15:16 基礎部分と液状化については有効応力解析とかも出てるかと思うんですが、

こちらの通してのは、今の設備困るって言ったんですか。 

2:15:27 日本原燃の永田です。えっとですね、有効応力解析の件は、私はちょっと初紹

介してませんでしたので、別途今からの回答いたしますと、なかなか停止いた

します。 

2:15:44 原電移動してございます。途中退席しておりまして申し訳ございませんでした。

先ほど今お話ありましたよこれ解析の部分でございますがこちらのほうにつき

ましても、前回返戻意義としてお話ししてあるものに対しましてテーマ現状の 



 

 

2:16:00 それ以降の検討といたしましてモデル校含めまして、どう位置付けのところで

はモデル化等がですね、最新の科学的な見地だったので抜かなのかっていっ

たところもですね今あわせて検証しているところでございまして、もちろんちょっ

とこちらの部分に関しましてスケジュールパンクして、 

2:16:16 今現在検討しているところでございますのでちょっとそちらのほうでもちょっと

来週以降ですねちょっと雨 10日の日がｋｅＶからございますので、その際にで

すねちょっと今後のフォームで示していたところにつきましてはご説明させてい

ただきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。 

2:16:35 規制庁の岸野です。はい、わかりました。有効応力解析に当社また来週説明

があるということで理解しました。 

2:16:43 もう一つなんですけど、4日になる予定だと、補足建物 23が先ほどご説明した

ような事情で伸びてるかなっていうことで理解したんですか。さっきも御説明だ

と、10日の週に機能的活動をここに基づく 

2:17:02 説明をして何かその結婚反映して方も 23を作るっていうような御説明だった

かと思うんですが、 

2:17:12 なんかちょっと順番が違うような気がしてるんですけど、こちらも 5％っていうの

はあくまでも代表なりあらましでの説明になっていて、具体的な中身は根拠っ

ていうのはおそらくそこにないと。 

2:17:24 アンドバリューのところもあるかと思うんですが、これを 

2:17:30 いつぐらいに出てくるんですか、来週の 10日も結果を持ってなかなか出荷資

料整理し出してってる異なったりパートになっちゃうけどもですね当初以降、 

2:17:42 ノムラです。今おっしゃる通りはあれですね、13があってその中から抽出しし

た大きな課題もパワポベッドというところなんですが、ちょっとすみません、逆

転しちゃっております逆転しちゃっておるんですが隻に大きな課題というのを

何とか 

2:18:02 御議論いただいてます。その後は何ですかね、文中 3の論ずる構成なんかで

きておりますんで、また中身の範囲だけでございますんで、来週金額 23の 

2:18:17 決してすると、具体的にちょっとお盆前今準備中サントリーになるかなと考えて

おりますけれども、そのタイミングで規定していしましてですねえと潰しヒアリン

グいただくというふうなここで考えてございます。以上です。 

2:18:38 その中でですか。もし、ちょっと気になったのは、先週の会合とか 6月の会合

とかでも検討して先ほど波及的影響の中に亜硝やりとりがありましたけれど

も、 



 

 

2:18:54 液状化に関連して波及的影響を与えるような事象の整理とか竣工無制限とか

っていうのはおそらく整理されていて、ここら辺の説明というのが建物 23年か

13だとかっていうところあるんですが、そこら辺を 

2:19:10 また、地下にちゃんと説明がされるんだろうかってことは決まってたんですが、

これは、 

2:19:16 よって見通しはいかがでしょうか。 

2:19:23 でも建物 23の中でやるか、別資料になるのかも含めてちょっといつごろ説明

いただけるのかという見通しを教えていただきますか。 

2:19:33 本件の幅で、そうですね、確かにおっしゃる通り、飛来物立方メートルの評価

のときに今二つに分かれたような形になっていって、その整理はどうなってる

のかと。 

2:19:49 御質問かと思いますが、今ちょっと整理進めておりましてですね、今どっちらで

表現するかっていうのを先に決めております。示しさせていただきたい。 

2:20:05 サンプ具体的なことを申し上げられないんですけれども、 

2:20:08 そうですね当 43の資料を 13日の日に提出する際には今整理をつけてです

ね、なんか示ししたいと考えております。以上です。 

2:20:24 それぞれの機器ですはい、わかりました。資料提出の際にケーブルがちょっと

よくわからないんですけどそれも事務局を通じて説明という意味をそれまでは

それでもいいかもしれないんですよね、新東からのヒアリングのときにですね、

もし見通しを説明できる説明をしていただければと思うんですね。 

2:20:42 そういった僕対応も検討していただきます。 

2:20:47 はい、別途数です。承知いたしましたのヒアリングのときが事務局を通じた 

2:20:53 整理表をお送りするとかなんかあの多様考えて示していきたいと考えておりま

す。 

2:21:01 施設の機能です。はい、わかりました。 

2:21:09 規制庁櫻田です。その他飛来物防護ネット関連ございますでしょうか。 

2:21:19 惜しいでしょうか。 

2:21:21 ちょっと広まってあれなんですけれど最高に審査会合に向けたスケジュール

感を御説明いただければと思うんですが、よろしいでしょうか。 

2:21:42 同署ございます。あります最終管理でございますけれども、まずは綿密な今回

の審査会合の内容といたしましてはみ地盤モデル関係と、今ほどありました。

スズキ関連の御説明するといったとこで考えてるとこでございます。 

2:21:58 こちらに関しましても、まず 1番目でに関しましては昨日次回の会合のところ

でのイメージといったところの資料のほうを出ししてございますのでこちらのホ

ームヘルパーとしましては、飛び込みに実施させていただきまして、全体的な 



 

 

2:22:15 すいませんのほうもさせていただきたいというふうに考えてございます。また疑

問関係に関しましても、昨日全体的な金賞ところ渡ししてございますのでそち

らのほうの同じくとかの日に水用の施工させていただきまして、こちらのほうの

コメントを踏まえた事項のところですね、19日の日にですね。 

2:22:35 より等マキノ品のコメントを踏まえたところで対応関係も入れていきたいという

ふうに思っております。また違う部分に関しましては当課の古泉委員などして

戻しました数値関係の方がまだ入ってないような状況になってございますの

で、19日の段階からいろいろ 

2:22:51 入れるものに関しましては、補足と合わせた形のほうで一番関係ないの直下

に見直したいといったところ、附属説明資料でできるところに関しましては 19

日の日に提出させていただきたいというふうに考えてございます。あと 19日の

資料の提出していただきまして、 

2:23:07 24波し 20万ぐらいですね、ちょっとヒアリングをさせていただきまして最終の

ほうの資料をつけたところ議事録に 17時さしていただくというところで、現状考

えてございます。以上でございます。 

2:23:21 共通化ＡＮＡの長さがございますねと共通するシリーズに基づきます上端 00

を手動停止につきましてはダイク会社の先日お知らせした通り、答えか小さい

分別 7日から 5それから別紙 6は代表という形で 20日までに提出する方に

耐震設備につきましては、 

2:23:39 別紙 1－2 ということで、これも 20日までに提示して審査会合引き下げ備える

と、そういった方も確認いただいて、審査会合所内というスケジュールで進ん

で参ります。以上でございます。 

2:23:52 規制庁タケダです。ありがとうございます。それでは基盤スケジュール感を説

明いただきましたが、規制庁側からございますでしょうか。意見のある 

2:24:04 きちっと使える決算確認なんですけれども、審査会合については地盤モデル

についてはすべて必死でてくると。で、竜巻防護ネットについては、方針という

のは示しているけれども、価値結果をまだ間に合わない、そういう理解でよろ

しいですか。 

2:24:22 日本でのハラダですとですね、解析結果のとこまで示すかの日本数なんです

けれども、いわゆるすれば、我々が名から 7 メーターする部分が前の週でし

て、それを確認して 

2:24:41 問題ないことを確認できる審査会前に確認できると考えてございます。アウト

プットとしては結局、応力比があるわけですので、それをとれば審査会合のと

きに、こういう評価やって応力比もまずできますよと。 

2:25:01 今は示せると考えてます。しかしですねいわゆる申請に使う計算書のようなか

なり細かいデータですね、その内容についての突貫段階で 



 

 

2:25:16 それは確認いただけたらなきゃなんないと考えていまして、その計算書を指名

するものが審査会合まとまってからと。 

2:25:25 こういった御説明をいたしました。以上です。 

2:25:31 規制庁津金です会議については論点について議論するので、その細かな数

字までは当然なくても、しっかり推進室のほうに反した化してたんですが警察

出してもらえばいいと思ってるんですけども。 

2:25:45 会合でその何をどこまで示すかっていうのは今ひとつ可能。 

2:25:50 管理しなくてですね、要するに津波防護ネット設計についてこういうことでこう

いうふうにやるんだっていう伸ばすと、もうきっちりと説明しているっていうつも

りで会合にかけるということで理解しているのか、いやそれはそれとしてまた議

論があれば、引き続き当然先ほどの結果なければいけないんですけども。 

2:26:09 もう 8月の会合で竜巻防護ネットの設計方針はしっかり固めてやるんだってい

うのを示すと、そういうことで説明されるという理解でよろしいですか。 

2:26:23 はい。その通り確保でもともと考えておりまして、いろいろ前回同様海外でのコ

メントも当然ながら、座屈拘束ベースには最良の経営に 

2:26:39 何で採用したかというか、あと本数とか配置とかその辺の設計の考え方はどう

なっているかとかですね。 

2:26:47 それから、そういった交通の特徴を踏まえて我々串団子モデルを採用して評

価を行っているんですけれども、その妥当性秒あるとか、そういったものも含

めてですね審査会合までに跨ぎインカムをその辺は 

2:27:05 その計があると考えてまして、あとはもう説明、経営をする。 

2:27:12 説明をしましてですね、2回燃えるというところまでマツモトと考えてますので、

それはあの審査会合の場で 2件で、 

2:27:24 メリットということでございます。前まで行ってるものでずっとですね。そういった

考え方を用いた時一般の物件の評価の物件ですかね。あと 

2:27:40 バッチっていう意味ですかね、それが内の主要な項目を今聞いてしまうので、

その具体的なアウトプットの全体像をちょっと提示するのは見合わないなとい

うところでございますので、 

2:27:57 どんなぜ考え方の全体であったり、方向性であったりっていうのは十分審査会

合までに 

2:28:05 間に合うと考えてございます。以上です。 

2:28:09 規制庁使うですこれはうわもの下の基礎も含めて全体が示されるということで

よろしいですか。 

2:28:17 2番目ですね、もちろんでございます。以上です。 



 

 

2:28:21 規制庁、津金です。そういう意味では、先ほど富樫さんがちょっと有効応力解

析の見通しについては来週説明するって話だったんですけど、本当に間に合

うのかなっていうのはちょっと代金でそれも間に合う、間に合わ幾何ちゃんと審

査会合説明できるようなスケジュールでやってるんであれば、本当に今この場

で説明していただきたかったんですけども、それできてない。 

2:28:41 これが圧倒的に不安だっていう効果。 

2:28:44 建物耐震、私にとっても 23の資料もさっき説明あったと御説明であった通り、

どうも説明のプロジェクトで来てるんであれば、家られるところは追記するとい

う形で資料として出してもらわないと我々もその確認取れない現実なので、 

2:29:02 できたところからっていうかもう今出せるものはとにかく出してもらわないと介

護までマニュアルじゃないかという記号不必要に持っているので、スプレイちょ

っと早急に対応していただきたいんですが、いかが所管 

2:29:14 そうですね、おっしゃる通り下めえとも時差のちょっと 

2:29:19 かなり記名の大会で一旦、 

2:29:22 二つとも思ったんですけれども、続いて補給になってしまっていた部分、ちょっ

と聞かれました。ちょっとここまでですね延びるべきアームは多分見えてやっ

ぱり情報を出してですね内容確認いただかないと。 

2:29:38 そうさせていただきたいと思いますんで精神ですね、さっき言ったように努めた

いと思います。以上です。 

2:29:47 季節がですね、状況を理解しました 

2:29:51 8月の会議のしっかりした議論ができるように準備を進めてきていていただき

たいと思います。私から以上です。 

2:29:59 承知いたしました。 

2:30:04 ゼンショータケダです。その他何かございますでしょうか。 

2:30:09 はい。 

2:30:12 日本原燃全体を通して何かございますでしょうか。 

2:30:18 日本原燃長さでございます。特にございません。 

2:30:21 はい、わかりました。規制庁側もよろしいでしょうか。 

2:30:28 それでは本日 5年のヒアリングは以上とさせていただきます。お疲れ様でし

た。 

2:30:34 ありがとうございました。ありがとうございました。 

0:00:06 それではヒアリングを始めます。本件はレイワ 2年 12月 24日に申請を受け

ました再処理施設ＭＯＸ施設の会うて工認申請に係るヒアリングです。 



 

 

0:00:18 本日は当会議室 3課で東京駅ますが小作調査官と浜崎審査官として仲川審

査官田尻審査官、大橋補佐。そしてもりのとなっております。Ｗｅｂ参加ですけ

れども、津金審査官岸野審査官、髙梨専門職、 

0:00:39 となっていますけどさ、あとタケダ専門職ですね。 

0:00:46 それでは日本原燃のほうから、 

0:00:49 出席者の紹介及び資料の紹介等それぞれの資料の説明範囲と、それと達成

目標の説明をお願いします。さっきすいません出席者に藤原審査かも。 

0:01:04 それでは県民からよろしくお願いします。 

0:01:07 本日の売り上げ原燃側の出席者で先ほど事業部の方から無論の長さを、そ

れからフジの高橋重くその他から谷口咲洲ちょっとべきからですね例えば 5関

係で、 

0:01:23 稲場、岩手、さんも、 

0:01:27 ウチダ山本幾らも。 

0:01:30 選定関係でそうか。田中田村サトウ海山清水もさ。 

0:01:38 このポンプ機墜落火災関係で海老名アンモニアおり末サイトからだときに、田

中。 

0:01:47 そのコラボが出席する予定です。 

0:01:54 すみません 

0:01:55 出席者訂正させてください。コックスの稲場とＩｗａｔａってのをちょっと今日は直

流で欠席ですので参加してないということになってますので、笠毛ウチダ山本

井黒のほうで対応いたします。 

0:02:08 本日の資料ですが、今画面共有させていただいております。幹細胞の 0002 と

01それからなどの共通 09ですね、これ再処理を中心に火災防護の話と選定

のお話させてもらった後にですね、その他の補足説明資料、火報 01から 11

番までの下方充実、 

0:02:28 火災感知器の種類の話も出させていただいて、その地域ですね広告規制が

火災による火災の防護設計についてという順番で話を進めたいというふうに

考えております。 

0:02:40 よろしければですね火報で－001の説明から開始させていただきたいと思い

ます。 

0:02:46 会計帳簿ＮＳへとこちらも出席者 1人訂正がありましてか、専門職もヒアリング

させています。それでは 00から説明をよろしくお願いします。 

0:03:00 はい。 

0:03:01 はい、原案の打上げございます。過払い 00については前回 7月 20日までで

すねえとＭＯＸのほうの資料方針等を御確認いただいたんですが先ほど申し



 

 

上げた通り本日も複数の担当者の方の体調不良で塗布剤となりますので、今

回再処理で、 

0:03:21 別途御説明させていただきますことをご了承ください。それと今回の説明はで

すね、前回 4月 1日のヒアリングでいただいた御出席を受けて、7月 28日。

提出者、今回の資料の④ですね、10日午後 0001基づいて、 

0:03:41 説明をさせていただきます。 

0:03:45 それとその間を左にご出席いただいたところなどがバッテン落としてないところ

もございますが、そこについては次回以降に中性設定させていただきます。 

0:03:55 それでは具体の中身に入らせていただきます。それと嘉門 00の別紙 1になり

ます。うち循環のヒアリングでいただいた御出席拠点と中性ご承認えと対処は

歩きで示しております。 

0:04:11 具体的なですねえと修正箇所が別紙 1に行きますと、2ページ目になります

が、 

0:04:19 火災防護設備の定義のところですねとこちらもですね、記載箇所、あとはです

ね直下という許可で書いた内容でですね、ヨシムラと予備を切り分けて書いて

あるんですがそこまでですね十分切り分けられていないというところを含めて

踏まえまして、 

0:04:36 どっちに合った記載を 2ページのほうにどうもスズキ等許可等のですが整合を

図る記載よ記載となっております。 

0:04:45 次系統を進めている次第でですね、通しページで 12ページになります。 

0:04:55 12ページ中ほど％増欄にですね、 

0:05:00 放射性物質の規模の地震に関するですね中止も記載がございますが、こちら

がですね、前回Ｔａｂｌｅや内容書いておりましたので記載を適正化しておりま

す。捜査なお書きで書いているところ、下の紫のまた以降で書いてること。 

0:05:18 ところでございますが、°こちらですね、 

0:05:23 火災区域を設定せずにですね消防法等で対応を行うようなところが記載という

のを記載の見直しを行っておるというのは別紙Ⅱ－①の修正でございます。ま

た 

0:05:39 今回通すページで見ますと、 

0:05:45 94ページからですね、 

0:05:49 許可からの取捨選択の基準がわかるようにいわゆる別紙様式 6の内容を別

紙の 1の⑤として追加させていただいておりますし、修正は以下の通り、以上

の通りとなります。 

0:06:04 出続けまして一通り 01について御説明をさせていただきますが、別紙んつい

ております余震について、前回出ねええと別紙 1の代理店話聞いてもいいで



 

 

すかね特に後ろのほうのやつはもうちょっと参加者増えてからやったほうがよ

さそうな気もする。 

0:06:24 とりあえず別紙 1でいく話切らせていただけると。 

0:06:29 はい、原燃つけてございます。かしこまりました。よろしくお願いします。 

0:06:34 はい。規制庁田尻です。ちょっと細かな話も含めてしまうかもしれないんですけ

ど、少し追加確認させていただければと思います。まず右下 6ページのところ

でなんですけど、6ページというか、先ほどの話であった 7ページの火災防護

設備の話も少し関連するんですが、 

0:06:53 今共通項目として火災等による損傷の防止のところで比較ような形になってる

かと思うんですけど。 

0:06:59 今回の場合漏斗借りると第 2章で個別設備の話として火災防護設備について

述べるところとかがあったりすると思うんですけどそことの関係っていうのはど

のように整理されているものですか。7ページの火災防護できるような説明と

かはまずその火災防護設備の話なのでそっちに持っていくとかも行ったりする

と思うんですけど。 

0:07:19 若干この火災防護設備の話が動いている間はやっぱり回せられて見やすくし

たということだとは思っているんですけど、それはやっぱり多少置いてるかなと

いう思いはあるんですが、どのように考えておられますか。 

0:07:32 はい、日本原燃の津田でございます。ご出席の点でございますが現在今回の

初回申請においては、通常の文章の個別項目としてですね火災防護設備の

ものというのはつけておりませんので今回事象ところ共通項目で下階防護設

備 

0:07:52 についても検印として汎用記載すべきと考えて記載しているところでございま

す。ただいまの御出席踏まえましては発電方法の機会もですね確認小段です

けれども、これは発電部のほうに足を運んでいただいてるというのもあるんで

すが許可都合等の関係も確認します様。 

0:08:12 許可で設備のほうに書いているというのがあって、それで見て、これはですね

と高く、開催防護設備の、それぞれ感知消火等のところで読めるというところを

整理しておりますので、ちょっとそこもですねえと整理の仕方も調査内で確認し

てこれをあえて書くかどうかというところ。 

0:08:31 検討させて都議会出戸駐車させていただきたいと思います。 

0:08:36 規制庁田尻です。当検討いただければと思うんですが、特に気にしてるのが 7

ページのところで、安全機能を有する施設を火災から防護するための火災防

護設備は、火災発生防止設備管理設備消火設備影響軽減という形になるん

ですけど。 



 

 

0:08:51 許可のタイミングであれば、添付書類で火災発生防止設備とこの人たちです

よっていうね多分水素漏えい検知とかそういう競売たとは思うんですけど、今

施行 2の基本設計方針において火災発生防止設備データここにしか出てこな

くなってしまっていて先ほど言った。 

0:09:07 許可の添付で書いてある余熱具体的にこっちに今持ってきてない形になるの

では基本設計方針でこういう分類ですよとうたっておきながら後に出てこない

人っていう形に、このままだと一緒になってしまいそうな気がするので、その点

も考慮した上で大整理いただければと思います。 

0:09:25 はい、現地でございます。送気いたしましょう。 

0:09:29 経常たちです。次に右下 10ページのところで、 

0:09:34 若干的にはチックなところではあるんですけど、許可区分のところで、 

0:09:41 一番最初の文章のところ安全上重要な施設Ｐ及び補助で物産ちょうど閉じ込

め以外の安全機能を有する施設を含め再処理施設はといった文書があって、

去年が施行の基本方針だと 12ページとかんとこういったもの落とし込まれて

いる整理なんだと思うんですけど。 

0:09:58 12ページのなお書きで書いてあるものに関しては課題候補重要な機器重大

事故等対処施設に含まれないという形で除かれたものについてだけ述べてい

るのに対して許可大船渡含め再処理施設はという形で全体に関わるようにな

っていて、微妙に対象が限定限られたような形なんですけど、ここって何か意

図的にやってるもんですか。 

0:10:22 原燃北から日本原燃の岸田でございます。当庫ですねしかも段落のまた以降

のところにつなげるためにですね僥曲か等々少し書き方を伝えておりますが、 

0:10:37 どうぞご指摘の点は、その範囲内でとか言ってるように見えるというところがあ

ると思いますので、ソース復興について少し時採用ですね、 

0:10:49 再度検討させていただきます。 

0:10:54 規制庁田尻ですと、おそらく 12ページのまた書きのところは例外的に追加的

に重大事故等対処やりくりだけでは消防法とかの取りますよというのを言うた

めだと思うんですけど、別に所の 10ページに書いてあるところの文章を使い

ながらでも同じようにかけるような気がするので、 

0:11:11 なんか当たり前ではあるんですけど安重とかのやつも情報にのっとってのは

当たり前ではあるんですけど 1宣言を短くする必要もないんじゃないかなって

いう気もするのでその辺りは御検討いただければと思います。 

0:11:24 はい、日本原燃津田でございます。かしこまりました再度検討いたします。 



 

 

0:11:29 検討立入です化石等右下 10ページのところで、これ細かな話なんで、そこま

でのこだわりないんですけどてっ氷の基本設計方針の一番下の黄色のところ

で／年の係留防止の話と、 

0:11:45 上どこにある 3時間耐火の話を一つの文章で書かれてるんですけど。 

0:11:50 一応話としては大きく分けると思っとっても大きく言えば同じかもしれないんで

すけど実強度みたいな話は別物として書いたほうが多分綺麗な気はするの

で、何か特段のこだわりというのはあるもんですか。 

0:12:06 日本原燃木田でございます特段のこだわりはございません火災区域のバウン

ダリの話なので、これは一つにしてもよいかなというところで、当社方がですね

整理がよいかなというところで回答たんですけども、ご指摘の通りでは発電本

部ではそれと分けた形で書いておるというところを踏まえてですね。 

0:12:26 ちょっと記載はトミナガおっしゃりと思います。規制庁取り入れ数おっしゃられ

たように火災区域の第 2の話でやられてるのは何となく認識はできたんです

けどやっぱ決め流入防止の話と 3時間耐火の話ところがごちゃまぜになるよ

うな気がするので、わかりやすさの観点で整理いただければと思います。 

0:12:47 原燃ツールでございますかしこまりました。はい、検討いたします。 

0:12:52 規制庁田尻で続いて右下 12ページのところでなんですけど。 

0:12:58 これも大きな話じゃないんですけど、放射性物質の貯蔵閉じ込めの話が基本

的方針の一番上に書かれていて、 

0:13:06 で、7ページのタイミングで 

0:13:10 略語を行っていったような気がするんですけれども、 

0:13:16 ありがとうございます。 

0:13:21 放射性物質の貯蔵閉じ込めてここが発電でしたっけ。ちゃわ血糖それ 7ペー

ジの一番上の文章の一番最後で貯蔵等の機器等というっていうふうにやっ

て、 

0:13:31 で、ここでまた改めて同じような文言を書く形になってるんですけど、ここってい

うのは何か 2回改めて言ったほうがいい文章なんでしたっけ。 

0:13:44 はい、原燃伝えるございます申し訳ございませんご出席の定義でこちらは 7

ページで中程度等た額をそうですね制にしておりますので、こちらは逆の方に

修正いたします。 

0:14:01 規制庁田尻です。あとは原燃の生理学だと思うんですけど実容量がこの構成

で書いてるからここに改めて書いているという形だと思うんですけど、7ページ

にまとめて書いてしまってもそこまで違和感もない気がするので、あとは適正

化として減の中にご検討いただければと思います。少なくとも 

0:14:17 逆合意た概略を使うことだけは心がけていただければと思います。 



 

 

0:14:23 はい、減ずるございますかしこまりました。 

0:14:27 規制庁田尻です。続いてなんですが、右下 12ページのところで、 

0:14:34 ちょっと起債ルールとしてちょっと確認しておきたいんですけど、真ん中ぐらい

に紫森で重大事故等対処設備のうちの話が書かれていると思うんですけど、

こういったＳＡの話のところっていうのは、許可本文とか許可添付 

0:14:49 で見たようなところが多分あるとは思ってるんですけどそういうところがしづら

かったということですかね、火災の条文ではないと思ってるんですけど。 

0:15:05 うちとしてやっぱり酸性土壌列島日本原燃の岸田でございます。ご指摘のとこ

ろがあるんですけれどもこれ実際はですね火災の当局の 29兆円でも書いて

ございまして、今やですねと別にすでにとかさいわゆるＤＢとＳＡを 

0:15:24 やっぱり 1週間程度でその衛生法の許可の記載が見えてこないところでござ

いますので、ちょっとこれ次回の市内とっと再度提出する際に十分Ｓｓの記載

についても引用するところがですね許可本文の添付のところに記載する形で

お示しさせていただきたいと思います。 

0:15:44 規制庁田尻ですその他類と思うのでよろしくお願いします。 

0:15:49 はい、原価でございます。ちょっとその辺の対応としていただきます。 

0:15:56 規制庁田尻です。続いて同じページなんですが、当日要覧同じ整理をしている

というのが見て認識はしてるんですけど、火災防護計画に係る文章のところの

許可本文とかで抱えている部分なんですけど、あの設工認の基本設計方針に

持ってきたときに、火災防護計画。 

0:16:15 に直接結びつく言葉というのは消えているんですけど、ここっていうのは何か

記載しないルールとかを何か考えられたということですから 

0:16:23 何か火災防護計画許可本文でうたっているぐらいなので、火災防護に係る計

画であることぐらいを言ってもいいような気はするんですけどそのあたりってど

のような検討されたものでしょうか。 

0:16:34 やっぱり日本原燃の内田でございますと、これは様式Ｂ67のところでのルー

ルではその基本設計方針に関わる内容や手順については、これは基本設計

方針に反映するものとして追加するんですけれどもその際の書き方としては、 

0:16:53 火災防護計画も保安規定の下部として定めるものですので、最中の本規定と

いうことで本規程を持ってきて書いているというところでございます。また発電

もここでも同じような記載をされているというところから、そういうルールとして

行っております。 

0:17:13 ちょっとご出席としては許可のところで火災防護計画という所を達成を置いて

るのかというところはご指摘の趣旨だと思いますので、所例がですね、当加工



 

 

の電力さんですね記載を確認したんですけども、これは保安規定だけではな

く、 

0:17:33 その前段のところに火災の防護に関わる計画について保安規定に書くとかそ

ういった記載もございますので、それらを参考に許可するものの観点から追加

検討させていただきます。 

0:17:46 規制庁田尻です。よろしくお願いします設工認の添付においても火災防護計

画というふうに普通に出てきてしまうところなので、要は本部にぶら下がるとこ

ろがないとなんか急にしたような形にどうしてもなってしまうので期待できるの

であれば記載をするように検討いただければと思います。 

0:18:03 日本原燃クサマのちょっとべしと協議を含めて検討して対応します。 

0:18:11 規制庁田尻ですよろしくお願いします。続きまして 15ページに行っていただい

てなんですけど。 

0:18:19 ちょっと考え方で一応確認しておきたいんですけど、 

0:18:25 中段ぐらいと設工認基本的方針の中断ぐらいで商談ヒドラジンの話とかが書

かれていると思うんですけど、ここで招待事業とかを特出しする理由が多分許

可のタイミングだとある程度幾つみで書いてたと思うんですけど、ここっていう

のは理由はなくして、 

0:18:42 ものだけを書くことにしたっていうことですかね多分右下 19ページとかで各鉄

塔設工認、その許可の添付のところで（6）で商材拉致選ぶ理由みたいに分か

れたりはするんですけど、それに理由なしでいきなりきてるのも許可で説明を

したからそこは省いてるとかそういうことでしょうか。 

0:19:04 日本弁明の岸田でございます。ええとですね、それとここがですね等ふくそう

参集要員が分析試薬は再処理特有で取り扱う物質でも、また一方で 

0:19:19 一般火災としても考えるべき消防法に基づき取り扱う物質でございますので、

こちらの考え方としては 15ページとそこは考えを記載切部ですね、民集スペ

ースのほうですね。 

0:19:36 2011ページの 5号に昨日ね。 

0:19:40 今後の 

0:19:43 第 2パラグラフへとあと第 1パラグラフの当行ダムを認定とちょっと記載をさ

せていただいてるというような考え方でございます。 

0:19:53 規制庁田尻です。何か分析試薬をある程度読めたんですけど、ヒドラジンのほ

うも読めましたっけ。 

0:20:02 やっぱり、 

0:20:03 日本原燃の津田でございますっていうそういう産業ラジオずっとがですね地裁

がですね許可で感じた挿入というところの記載されておりませんのでちょっと



 

 

午後 1－1学科に立っ／少し検討させていただくんですがいずれにしたらここ

理由については、 

0:20:23 追加させていただきます。 

0:20:26 規制庁田尻です。どこまで書くかという話ではあるんですけどただ個別具体の

話っていうのは本文に書かれて強制的法人本文に書き過ぎないようにしてあ

る程度全部落とすような整理をしているのかなというところがあるので入れっ

ていうときに関しては、理由とＺのほうがなんで入ったのかというのがわかりか

なと思うんでそのあたりは御検討いただければと思います。 

0:20:47 はい、日本原燃の津田でございます。承知いたしました。検討いたします。 

0:20:53 規制庁田尻です。ここちょっと記載がルールに関わる話なんですけども、右下

22ページ目のところで、 

0:21:02 中段ぐらいのところに基本設計方針が書かれていて油内包設備の火災爆発

によりという形で書いていて、今日は何かっていうと油の話等ガスの話を分け

て書かないかっていうところなんですけど、許可のときにある程度わけあわせ

て書いているところもあって、 

0:21:21 例えば今、22ページ後油の話が書いてあって、当 26ページとか以降のところ

でまたガスの話が書いてっていうところ認識してるんですけど。 

0:21:31 例えば右下 26ページの許可添付 6だと貯蔵に該当するようなところなんです

けど。 

0:21:39 透析薬局設氷の表設計方針で火災区域に設置する発火性物質または引火性

物質を貯蔵する機器は、言ったとき、これは、 

0:21:48 ガスも含んでいる言葉ですかねそれとも含んでない言葉でしたっけ。 

0:22:04 日本原燃の木田でございます。ここは別の課室も含んでおります。安全防護

以外の拠点が進んで含めての記載となっております。 

0:22:15 規制庁田尻ですということで要は分けて書くなら炉みたいに分けて書けばいい

かなと思うんですけど、Ｌｏｗｅｒ右下 26ページで油の話を変えて右下 27ペー

ジで水素ボンベ話を書いているんだと思うんですよ。 

0:22:31 いう形では許可のタイミングに合わせて回転数を二つに分ける工程のところ

で、片方しかかからなくなると、それはそれで何かなぜ片方しか書いてないん

だっけという話になりかねないような気がしていって、ここで分けたほうがわか

りいいという整理で分けたんでしたっけ。なんか合わせて歌ってでもそこまで違

和感が許可のときはなかったんですけど。 

0:22:53 病院のウチダでございます大きくある通りでここら辺と分けたほうが有利かな

というふうに考えられてどうやってましたがご指摘の通りで、別にこれはどう一

緒くたに言っても問題がない話だと思いますので、はい。 



 

 

0:23:10 規制庁とりわけ規制庁ＰＯＳ分ける分けられるそこまでのこだわりがあるわけ

ではないんですけど、今お伝えしたように分けで書くんだったら先ほど言ったＨ

ｅａｄ必要量の話とかのところも含めてすべてを分けて書かないと、片方にしか

ない記載になると、どっちに対して述べてるものかっていうのがわかりづらくな

ってしまうかなという気がする。 

0:23:30 なので、ルールなルールでしっかり定めていただいてそれに則ってきたいただ

ければと思います。 

0:23:39 はい、連続性でございますので、再度検討せえ等する等センターします。 

0:23:46 規制庁田尻です。右下 27ページで、まず考え方としてなんですけど、鉄板な

ツアー片っぽなさって言うよりは蓄電池の厚さの話が設工認基本設計方針の

一番下のただし書きで書かれてたりしてそこが消されてるんだと思うんですけ

ど。 

0:24:05 どういうときに数値書いてどういうときに数字を書かないかという話になるかと

思うんですけど。 

0:24:11 ただ許可のタイミングである程度うたっていて、それに理由があるときとあまり

意味が書いているときはあるのかもしれないんですけど、ここっていうのは何

か精査をされた上で必要なものだけを削っていると思えばいいですかね、°に

合わせてという理由になっていて、 

0:24:27 例えばこの鉄板厚さによって 

0:24:31 対角的な時間の隔離をするためのものっていうのをそこで読んでるんだとした

ら、数値を消す代わりにそういった設計方針を書かなきゃいけなくなったりする

可能性とかもあるかと思ってるんですけどそのあたりの検討されてるもんでし

ょうか。 

0:24:45 やっぱり日本原燃の土田でございますけどスズキについては強いん書かれる

ものは決して基本設計方針からは欠席しております。また添付で説明されるよ

うなものというのもよく議論 

0:25:01 円筒記載はしておりません。一方で設計条件になると例えば太細で言ったら

外気温とかですねそういったところを記載するというルールでＭと記載しておっ

て、ここについては、いわゆる等、 

0:25:17 まずそれについて運行みんな備考のところに書いてございますが、形で書い

てますが、もうこれは説明して都議会する内容を考えて作業決算ものでござい

ます。 

0:25:32 規制庁対比です。ここが説明書レベルでいいっていう整理っていうのはこの数

値自体って何の意味があるんでしたっけ。 

0:25:43 或いは本文として担保する事項かどうかという整理なんですけど。 



 

 

0:25:49 うん。 

0:25:52 日本原燃の木田でございます。ちょっとこの数字等※厚さがあって、この基準

に適合するといった購買タイトルツリーへのですね基準に適合するというところ

でございますので、それと逆に言えばこの基準に適合させるという方針。 

0:26:12 期待がこの数値もある示すものなので、県等、ポンプが動いていかなというふ

うに考えておりました。規制庁田尻です。今の説明で理解はできましては今お

っしゃられたように要は設計方針で具体の数字を書かなくても読めるようにな

っているものは、 

0:26:32 わからないようにして、これは添付に落としてるとか、それぞれちゃんと理屈は

ありますよっていうことと理解したので、今後ソブリン事業者側が見つかった場

合はまだちょっと確認させていただくのでよろしくお願いいたします。はい、減

免つめでございます。はい。ｔｏコメント趣旨理解いたしました。よろしくお願いい

たします。 

0:27:04 はい。 

0:27:09 規制庁田尻です。／こだわりもないところにまだなってしまうんですけど、右下

28ページのところで、 

0:27:16 剰余系の蓄電池と非常用の蓄電池はＩＴ－という形で時てけばわかりますよっ

ていう話が書かれてるんですけど。 

0:27:25 ここってなんか本文で個々個別に書かなきゃいけないようなレベルの話でした

っけ店舗中に書かれてたんだったと思うんですけど。 

0:27:33 何か急に何か細か雨だところがきたなと思っていて、影響軽減とか或いは波

及影響とか、影響を及ぼさないとかって何か大きな設計方針でどこで読めてし

まう記載のような気もするんですけど。 

0:27:44 こういうのっていうのはどのレベルまで要は今回書くことにしたかっていうとこ

ろに繋がるんですけど。 

0:27:53 これウチダでございますこっちらですねみんなＭホールに任用先が書いてござ

いますが、当局案を時の添付でですね通しページと 73ページのところになる

んですけどもそちらで許可時点で書いていたというところでもってきたところで

はございます。 

0:28:13 やつが、これべき家会合も審査基準に定められた記載というわけではなくて、

許可時に当方の障害とプラスアルファで書いてるところでもございますので、

引き続き分担というか系統分離の話であればこちらで読める話なので、 

0:28:33 ちょっとこれ再掲するかどうか、基本設計方針を持ってくるかというのは、再度

検討させてください。 



 

 

0:28:42 規制庁田尻ですカッコとなんか止めるという話ではないんですけど、どこまで

を変えてどこまでわからないというルールがちょっとすいません、掴みきれなか

ったところがあってお聞きしているところがあって、 

0:28:54 許可の添付であるならば中第 10 と課題の 11 と書いて閉じ込めに飛ばしてま

すよとかほかのところに保管廃棄んとこに書いてあるんですよとかっていっ

て、 

0:29:05 今回は廃炉にしましたやつがいたりするんですけど、要は何か。 

0:29:11 どういうときには、火災以外のところで読むことにして、どういうときには火災で

書こうとしてるのかっていうところなんですけど、許可本文のレベルであれば、

基本的にも入れるというのに基づいてしまって構わないレベルだと思ってるん

ですけど、添付に関しては割合個別の話をどこまで書くかって言うところの考

え方が、 

0:29:30 当然個別に応じて書かれてるような気もするんで掴みづらいっていうところを

なければかもしれないんですけどそのあたりの考え方が少しわかると。 

0:29:39 特に火災に関しては許可のときからの本文と添付の記載がやたらと長いとこ

ろがあるので、その辺りはルールだけ把握できるというやすいかなと思うんで

よろしくお願いします。 

0:29:51 はい。現時点でございますが、基本的にはそうですね許可本文から基本設計

方針からいってそれぞれの補足するものに必要なものというところで入ってる

んですけど、ちょっとこのような個別にですね、と書いてるようなものというとこ

ろは、 

0:30:09 もうちょっとどういう考えで平滑化というところですね、整備してお伝えしたいと

思います。 

0:30:16 規制庁田尻ですよろしくお願いしますで火災細々とあるってあるんですけど先

ほどなんかドレン説明的に言っていただいてるように何ページにありますよと

かっていうのが書いていただいてるんで定値緑茶掴みやすくなったかなという

ふうに認識していて、 

0:30:32 とかさ以外のこういった形で今後資料は整理されていると思っているか要はこ

の備考欄で飛ばすところがわかったりするとさすがにわかりやすいなとか、先

ほど言われたようにＳＡのところ、熱も今後変えてくれるっていう話なので、な

お書きありかなとは思ってるんですけど、ここは統一的にやられてると思って

いるんでしたっけ。 

0:30:51 日本原燃笠毛ですけど今資料チェックしてますが、そういう観点でチェックして

ます滑りの分布とかに入れるっていうのをちょっと火災が入ってなくて他の条

文のちょっと入ってないのがあるので、その展開したいと考えてます。 



 

 

0:31:06 規制庁田尻です特に火災に関しては、タイトルにあるように 11条 35条といっ

てＰＤＳへＳＡ火災でないとこのＳＦの持ってきちゃってるときもあるかもしれな

いんですけど、結局これで許可の整合性とかもある程度見えるような形にしと

いてもらったほうが何か。 

0:31:22 独自に今回作ってしまった文章なのか、許可のところに合わせて作った文書な

のかというのはわかる気がするので、 

0:31:29 要は許可てくるところで、そのあと火災の流れの中にほかのところから持って

きましたっていうのはこれからなんかどこに何条から抜粋とかっていう書いても

らえる自分わかるので、何何章何乗とかっていうには少量の名前書いてもらう

形になるかもしれないんですけど、そういった形でやっていただければどこか

ら持ってきたかもわかりいいかなと思うんでよろしくお願いします。 

0:31:50 了解しました。 

0:31:52 周辺地盤火災は血税とＤがあったりして作ってまして、そのなるし外部からの

衝撃の防止とか、もともと規制条文がないんで、その三条からいろんなことが

起こってきてるそういうふうなちょっと貼りつけてないんですけど、ほぼわかり

やすく、 

0:32:08 検討して対応したいと思います。規制庁田尻です。今現状で入らされてなくて、

それ作るの時間がかかるっていうのはとりあえず設定で補ってもらうの構わな

いと思ってるんですけど、結果的にですね外部事象のところも含めてＲＩの特に

再処理の場合はＴＢＳである程度まとめるかわからないといけないところも出

てきているかなと。 

0:32:28 いうふうに思っているので、ｄＢとしてはこういったところは変えていって正とし

てはこれで僕は言ってるんですよって説明を、やはり強ぐらいに各社の資料出

てくるんでしょうかねなんか来週の 12だから多分ヒアリングしたりすることにな

ってると思うので、 

0:32:43 火災に関しては正直追っかけるとのである程度動きやすいところはあるんです

けど、外部事象とかのところでは多分そのＳＡ話とかもあたし踏み込んで議論

しなきゃいけなくなる可能性があるので、最低限説明できるように準備してい

ただければと思います。 

0:32:58 了解しました資料提出したいと、追加しますがあるかもしれませんけど、一方

で資料提出遅れないように対応したいと思います。それですよね。その認識が

ないんであれば、実施者。 

0:33:11 規制庁田尻です。今言ってるとりあえず公取なんていうの急場しのぎの場合で

基本的には入れる方向で作業いただいたほうが結びついてわかりやすいので

その点よろしくお願いします。 

0:33:24 原価下がる了解しました。 



 

 

0:33:27 規制庁田尻です。 

0:33:34 ちょっと 1点すみませんっていう話が飛んでしまうんですけど、細かな話をやり

すぎると時間食ってしまいそうなので少し飛ばさせていただいて、先ほど言っ

た、火災発生防止設備の話でちょっと確認しておきたいんですけど、右下 86

ページとかで、許可添付で使用設備置いてたりすると思うんですけど。 

0:33:52 使用表対処設備等、この主要設備の関係なんですけど。 

0:33:59 ただ感知設備、監視設備という消火設備とか、影響軽減のやつっていうのはコ

ンクリの壁とかで結構出てきてるイメージなんですけど、この火災発生防止設

備っていうのは設工認長をどっかで何かしら出てくるものでしたっけ。 

0:34:20 トミナガ様ですねとかさ直す防止設備は火災として主要病院出てくるものはな

くて、ちょっと主要設備リストで表現しようと考えており、例えばほかの一つで

宗教対象になるものが伝送物質の使用とかでは、 

0:34:36 症状に入ってくるものがありますが、破砕として雇う商業対象としてるものはあ

りません。 

0:34:42 規制庁田尻です。なぜ重立ったものとして示すときに使用表は出てくるけど、

こちらに関して言うと、憲法とかそういう感知器話なんでそこまでは個別に周辺

建てることじゃないですよという整理しているっていうことでいいですから、設備

リストの一覧としては出てくるけどっていうことでいいんですよね今の話だと。 

0:35:01 ハイネケンの笠毛争点です。 

0:35:04 規制庁田尻ですというのはあるのでさっきで火災発生防止設備ってやつを業

績方針の共通のところに書くか、それとも設備リストがあったりだとくっつくだろ

個別の話んとこで書くかとかまたちょっといろいろ御検討いただければと思い

ます。 

0:35:20 仮想ＯＳへ今こちらでも実現をしてます発達前例可能とかの周設備のところっ

て、安全設計で課企画書き込めているので修復してるということで、 

0:35:33 これの拠出業者に持ってきてないっていうのがあるので、ちょっとその部分の

観点も踏まえて調整したいと思います。 

0:35:40 規制庁田尻です。実用炉のほうで共通のところになんかほとんどかからずに

火災防護に飛ばしているのは、高安飯田カガがあるので、共通のところでしっ

かり火災を歌う自体は別に構わないと思ってるんですけど、明らかに設備と書

いてもいいかなっていうやつまで全部持っていくとそれはそれで何か記載とか

の説明がしづらくなるような 

0:36:00 出せるので何でもかんでも実用に合わせてくれという指摘ではないのでこれを

何か根拠を見たらなんかちょっと第二種の全部こっちに持ってて、第 1章のと

ころ飛ばす形にしましたってやるとまた何か話がややこしくなるので台車に今



 

 

中身書いていただけることを否定しているというよりは、さっきで火災防護設備

とかの話の具体でここに書きますかっていうところの確認だけなので、その点

に 

0:36:23 認識た上で対応いただければと思います。 

0:36:28 はい、山口でございます。趣旨理解いたしました。機械にフローを含めて、どう

検討いたします。 

0:36:37 規制庁田尻です。あとはその辺、さっきからの質問に若干絡んでなんですけ

ど、右下に 65ページのところで、 

0:36:46 勉強ＫＫの話があって、デパートと話が書いてあるかと思うんですけど、国庫っ

ていうのは、 

0:36:54 決する理由っていうのはどれで読めるからでしたっけ、実証試験結果に基づき

とか業務ということですか。 

0:37:02 日本原燃ツールがございます極東ご出席の統合でございます。 

0:37:11 こっちはもうネットですねと線量版の部分については実証試験結果に基づいて

処理等は決まっておりますので、ちょっとそこでどう読めるという考えで記載を

除いております。 

0:37:25 緊張度ですのでここら方針うたった上で東電から何かどこでその実証試験の

結果の話とかが述べられていて、そこに結びつけは 1.5 ミリとか 3.2 メートルか

ら話に結びつくから兵庫県の本文の基本的理念はないっちゅうイメージですね

という状況はわかりました。 

0:37:49 あと規制庁田尻です。ちょっとこれも大枠の質問になってしまうんですけど、右

下好調 4ページとかのところで、 

0:37:58 当設工認の基本設計方針の（6）というところで、消火設備に対する自然現象

の考慮というところでハローワークの設計方針をうたわれていたところを発電

の構成記載を参考に適正化っていう形にしているんですけど。 

0:38:13 ここっていうのはこういうパターンだけ見たらとも許可かないうふうに合わせる

っていうことで委託やろが書いてないのがよく見てなかなかわかりつつなんで

すけど。 

0:38:22 何か書いてあってそこまで違和感があるものでもなかったんですけど、この辺

りっていうのは或いは頭書きとしてどこまでどういうときにどこまで書くかって話

かもしれないんですけど、この辺りって何かルールがあるんですか。 

0:38:43 現地でございます。すみません、ちょっと確認をいたしますので少々お待ちくだ

さい。 

0:39:07 はい。 

0:39:14 要はエサ見ますしちゃうんです。 



 

 

0:39:26 進和株全部 

0:39:28 別紙図 2 とかそっちの 

0:39:30 あと、09ですよね。そこも、 

0:39:38 日本原燃の津田でございます。 

0:39:43 づらい別のちょっとそうですねここについては 0 というのは、ネットワークって

等の共有化頭書きの部分をですね、各課からというとこれは発電の記載を参

考にさせていただいたというところでございます。 

0:40:01 いうのはこの後、備考とかですね行ってるというところで具体の中身が説明さ

れているので、どこがそこで中身は説明できるかなというところで当期作業で

すね、それだけしておりました。 

0:40:16 規制庁立ち入れ数／実用炉等っていうよりは、なお全体の（5）と（4）のところで

も関係ないから参ったの実用炉に従いましてだけ書かれるとなんか大丈夫か

なって思うところなんですけど全体として文章の整備、自分たちの文章の中で

の整理にあわせましたというところもあって整理されたというところで認識しま

した。 

0:40:39 はい、米津でございます。すいません。それとこちらもＳｓによるついてはちょっ

と書き直す必要がございますので、当期させたりします。 

0:40:52 生協立てです。別紙 1に関しては細々とした後でまたお聞きすることがあるか

もしれないけどワークは何となくハーグできましたので、キカン別紙 2ですが、

別紙にもないから修正されたんでしたっけ、今回、 

0:41:09 はい、年限の機器だけご鞭撻別紙 2ですねちょっと最終のコマタっていうのは

かなりですね、と修正点が統合パッカーにくいんですけれども、上階の左の上

において、特にＭＯＸのほうで説明をさせていただいてたので、電位 

0:41:28 これも蓄電池判決する基本設計方針っていうのが等高線別に 8日っていうよ

うなところに御出席いただいております下で別の御指摘を受けて今回走時一

遍に沈着する初回申請で示すものとしてはため復旧すべきですね冒頭線、 

0:41:48 今日のだったらネットはその各ポイントで言うところの一番最初の基本設計方

針、基本方針が一つ共通止めるような基本方針についてはこれは初回で示す

ものだという整理をいたしまして、この中ほどの第 1グループの疾病等説明対

象という 

0:42:08 丸つける変えてるというのは別紙 2の°中性でございます別紙のｄと再処理

でいいますと、100ページですね右下 100ページのところで、№11 というところ

があったように、極力閉じ込めの抽出の話なんですけども。 

0:42:28 それからｋＧｙ閉じ込めノムラないっていう申請対象じゃないっていう整理でここ

までつけてなかったんですけども、これは万点の全体的な基本基本方針に関



 

 

わるところでございますので、ちょっと今回対象にしたというところでございま

す。 

0:42:48 30両方エコーの別紙でもともと申請対象設備があった部分追加したところは

少ないんですけども、ちょっとボックス持ちはちょっと別途工学いただければと

思うんですが、建物だけというところで大分除いたところ、やっぱり途中で発生

するというと、 

0:43:05 ところでございます。別紙 2の修正は以上になります。 

0:43:10 規制庁田尻です。ちょうど期間的田畑ありなしの絡みに一体で確認なんです

けど、今回別紙シリーズを整理していく中で、第 1回申請の基本設計方針を

確認しようとする場合例えば第 1の最初のほうでいいんですけど第 1回目の

申請の基本設計方針に書かれないやつ。 

0:43:29 例えばどのあたりですかね。 

0:43:34 はい。 

0:43:35 はい、表現のウチダでございます。第 1回の更新かかれないものというのは

消火設備のポンプでいただくとなるかってと目立ってとわかりやすいところがあ

るんですけども、ホテル式消火設備とかですね今回使う場合、 

0:43:55 今回の申請対象設備に設置されないようなものに関する検討。 

0:44:02 これが対象になります通しページいきますと、正月ください。 

0:44:27 本ページ言わすとあれですので、90失礼しましたと 118ページとかわになっま

すが、ちょっと退去手続き消火設備の話をしながら別の話をするんですけど、

これを 

0:44:43 金利とＮｏ.97のところに当消火設備の破損等による溢水等一因影響とかです

ね、例えば今回屋外ですので関係ないところになりますので、そういったとこ

ろ、あと個別のですね。 

0:45:01 あれですね 120ページ数を受けますと、100ｍＮｏ101から 103号のようなとこ

ろで系統分離を向上さ独立性というようなですね。 

0:45:17 固定式消火設備等に係るですねそういった基準がございますのでそういった

ところが今回の伸長対象設備に作ったものではないので、寵愛としておりま

す。 

0:45:31 規制庁田尻です。なんか、第 1グループ、第 1グループっていう形グループの

ところで丸がついてないものっていうのは理解はしているんですけど、例えば

書かないものに関しては、第 1回申請の基本設計方針としては、項目も全部

抜けたような形にしてくるんですかね。例えばここだと。 



 

 

0:45:49 平和あって、ＢＣスピーカーなくてシームまたいろいろとかになると思うんです

けど、こういうときって、どのように書いてこられるんですかね、業界ってＢは次

回以降とかそんな感じになるんですかね。 

0:46:05 日本原燃の谷口です。今回整理させていただいた中では困るが使えないとこ

ろについては、記載しないということで考えていましたとしながら先に紹介あっ

たような、その途中で出てくるようなものについても文書のダンパの 

0:46:20 だからまるで場みたいなんで丸が真ん中にあってもその文章を書くんですが、

前後の部分は変わらないっていうそんなことで考えておりました。 

0:46:29 規制庁たりですねそれと今理解がし切れなかったんですけど、今日設計方針

として、第 1回申請としては、今 100 ミリ 120ページの 100番があって、消火

設備の系統構成合併普通で多様鉄塔多重性または多様性の話があって、 

0:46:46 ｂポツが多分書かれない整理だと思うんで次ｃポツになると思うんですけど、番

号としてはＰＯＤ次にシフトがかかるような共生広報方針が出てくるんですか

ね。 

0:47:02 日本原燃の谷口です。冒頭しね。今社内で調整をしていたのが、例えばｂポ

ツ、 

0:47:10 無形ポツ目と 2ｃポツが出るのかということでしたねですね、Ｒｅｐｏｒｔ別途今書

いてある新ぽつぽつ出てくるんだと思っています。 

0:47:20 実際にシートがＢと津波だけ来るときに特に下がってレポートｂぽつぽつって

順番で書かれるというそんなことを考えていました。 

0:47:29 規制庁田尻です。 

0:47:31 ちょっと御相談が必要かなというふうな気が少ししまして、 

0:47:35 今日はこれ局あるときからなんですけど、一つの設計方針と支障が出てるに

求められるものとして各機能が書かれていてそれが食べＢＣＰとかナガイ別で

抱えているような形になっていると思っているので、 

0:47:48 番号飛ばす形が適当になるのか、それとも、 

0:47:53 暗号とか、 

0:47:55 だから、全くそこにいることすらわからないような形で出てきて後で横、途中に

追加されるようなイメージってことですよね今説明されたので、 

0:48:03 はい。 

0:48:05 はい。取り上げるの谷口です。もう少し補足をしますとですね、添付書類の一

番頭にもその添付書類の目次が全体としてつくと思っていますので、僕事務屋

ですね、全部の項目を記載することを考えていました。 

0:48:20 で、ちょっとその目次の中で、その申請開示の中で記載をしない項目について

は、次回でこの記載内容はできますということで独自としての項目が存在する



 

 

ことは宣言するんですが、記載が出てこないっていうそういうことをしようと思っ

ていました。 

0:48:37 実際のそして個別の項目については、今回申請の対象に、例えばそれと飛ば

したものがあったとしても、その次の項目としては相談をしますので、その中身

については、きちんと書くということを考えていました。 

0:48:53 別々のここで説明している、その番号が飛んでいっても、それを詰めて書くの

かなというふうに思っていました他社ただこれは実際ちょっと記載としてはどう

するか、相談させてもらったほうがいいかなって思いました。 

0:49:07 船長谷です。 

0:49:09 ただ、実にウツミながら一同しっかり話をしたほうがいいような気も何となくせ

いぜい今のお話だと、目次Ｔ7添付で本文の目次本文の目次というか、目次

等の中身っていうのは整合した番号になるんでしたって今のお話だと。 

0:49:26 日本原燃の方ほうですけど、すみません、今回の別紙 1から別紙漏らしして、

ちょっとこれ説明した後に別紙でくくっているところでは一つ譴責方針のらしい

中止のみを確定した、それを作って、これ相談させていただこうと思ってまし

た。 

0:49:45 ではこちらの考えてる内容でそのまま載せるかどうかっていうのがこの相談で

きてない状況です。規制庁なり実績としましては、今おっしゃられたように別紙

6れそうだからっていうのは思っていたんです正直なんで今別紙 2例だけ利

付系用途されそうな気がしたので、別紙 6ですよねってどこに持ってきたかっ

たんでちょっとよかったんです 

0:50:04 だから別紙 6のタイミングでどのような記載になるかっていうのが見えるともっ

といいんですよね。今のお話だととりあえず鉄塔番号は取れる飛ぶような形で

そこは目次か何かあれだけはわかるので、そこの間に物がいるっていうのは

理解できるような形で出そうとして準備を今の現状はっていうイメージですか

ね。 

0:50:25 日本原燃の退学周波数そんなふうに考えていますと、これあれですね、一つ

どっかのやつで、パッケージとしてこれますみたいなものをサンプルを尽くし

て、今後はこう添付赤穂補足はこうみたいなそんな御説明一同最初の業務を

ちょっと考えたいと思います。 

0:50:42 経常谷ですけど、今おっしゃられたようにこの別紙 1の議論が終わっても結局

じゃあ 1回申請の文書同様っていう話が残ってしまうと、結局申請としてなか

なか固まらなくなってしまうので、あとコアタイムでそこの点も含めて形が見え

てもいいかなというものでよろしくお願いします。 

0:51:00 はい。 



 

 

0:51:01 はい、承知しましたありがとうございます。 

0:51:06 はい。 

0:51:08 いや、 

0:51:10 Ｃ、 

0:51:12 もっと言うと思います。規制庁田尻です。ちょっと別室に戻っていってそびれた

ものがあって、養老Ｃですから、別紙 1の右下と 17ページなんですけど。 

0:51:38 規制庁田尻ですけどよは何かっていうと、 

0:51:42 資格指定片方だけマスキングですけど、こここういう形で行きますっていうだけ

なんですけど、マスキングルールっていうものがちょっといまいち理解はさえし

ていないせいかもしれないんですけど。 

0:51:56 要はこれ、 

0:51:59 表形式にしてて、 

0:52:01 本文とか電気とか発電炉の記載を踏まえながら書きますよっていったときに、

本文も発電炉の記載もなくて全部だけ書いてあって片方だけマスキングするよ

うな記載なんですけどこれは第何か。 

0:52:14 マスキングの意味があるかもよくわかってないんですけど、このあたりで何か

ルールがあるんでしたっけ。 

0:52:22 原燃の津田でございますこっちらですね器具の内容はどうなってるというの

は、なかなか 

0:52:31 伝えられずにも御説明になるんですけども、添付 6－5の記載っていうのはあ

くまでも基本設計の計画段階の記載として数値を出ししたもので、基本設計方

針については、詳細設計を 

0:52:50 のところというところでのスズキというところで、今後同じような記載になってい

たとしても意味合いが違うというルールをもっとよくとこういったマスコミになっ

ております。 

0:53:05 規制庁の田尻です。マスキングルールは示されていて、海外との関係も踏ま

えながらやられているという認識はしているんですけど。 

0:53:15 何か全部マスキングですかこの記載とかっていうところも多々あるような気が

するので、精査されていることを否定もしないんですけども、特にこの比較表

形式でやられると、高さ、今おっしゃったように具体の数字の話とかで、そこは

マスキングで数件だったら設工認としてよくある話だと思うんですけど。 

0:53:34 そこまでの強制権法人ずーっと帰ってきておいて、この部分だけマスキングで

すって言ったときに、 

0:53:40 だから、内容として、被告は情報があるんだとは思うんですけど。 

0:53:45 ちょっと精査されてますよねっていうところでコメントとしてさせていただきます。 



 

 

0:53:50 。 

0:53:51 公園等の趣旨理解いたしましたところももう少しでしょうね。ルールを統合一同

等、ちょっと検討は出すバツがホッ米等、 

0:54:04 全部ましてスズキかとかそういったところも含めてもうちょっと細かくできるかと

か含めてですねと再度検討させていただきます。 

0:54:13 規制庁田尻です。節高齢なんで設計の部隊の強度の数値であるとかそういっ

たものがマスキングっていうのは致し方ないと思っています使用者の場合だと

考えとの関係があるのも認識はした上で、 

0:54:27 なんか中身を見れている立場からすると中においてどこがマスキングなんだろ

うと思って聞いたちょっとありそうな気がするので、その点はすいません認識し

た上で作業をいただければと思います。 

0:54:40 拝見してございますと進めましょう。どう再度ちょっと検討させていただきます。 

0:54:48 はい。規制庁田尻です。次が別紙 3をお願いします。 

0:54:54 別紙 3 とかで何か追加説明ありますかね別紙三、四日 4は、また見るだけだ

と思うんで要は見るんですけど、3 と加工で何か追加説明ありますか。 

0:55:04 前年記者でございます。今回別紙 3についてはとくだと 34については特段修

正はございませんで、別紙 5－②についてはですね、前回のヒアリングの際

に、別紙 3、 

0:55:21 同じ別紙 5－1 とですね繋がりがわかるようにというところで通しページで言う

と 313ページでございますが、当期大恐慌にですね一律青で書いてるやつを

追加させていただいておりまして、登記を添付説明書と変わるかというところで

すね明示 

0:55:41 出していただいたという修正とフォーマット数千見ます。 

0:55:46 それと変更となります。 

0:55:49 はい。規制庁田尻です。結審航路絡みで 1点だけ確認してみたんですけど、

ウツミ今回あの火災に関しては、テラヤマにも議論がないものは別として、今

回、このあとヒアリングする形で意識れてるような形だと思うんですけど。 

0:56:05 314ページの 314ページで 14ページと今出てきてるものとの関係でいうと、1

グループに、 

0:56:15 名前が書いてあるものがとりあえず出て来てますよと思えばいいでしょう。 

0:56:22 はい、原燃部署でございます。ご認識の通りで 314ページから 396ページま

での 5－③ですね、こちらの第 1グループのところナガイが書いてるものが今

回お出しするものというところで今日まで運営検討すべて出させていただいて

おります。 

0:56:44 規制庁田尻ですので、そのときになんですけど、 



 

 

0:56:51 フランジパッキンとかの話って結局どうなったんでしたっけ。 

0:56:57 原燃書でございますフランジパッキンの話についてはその他の正確な日付で

すね、どうして今思い出せないんですけれども、こちらの方が司書ご説明をさ

せていただいているというものでございますけど、ＣＤＳ志賀ナカヤマ大飯 

0:57:17 そういったやつがさらに廃炉グリーンになってるけど、要はフレッツなんかとり

あえず 1回見てもらいましたので、そこまでコメント入りませんで焼結を配慮塗

りにしてるっていうことですね、状況はわかりました。 

0:57:29 そうですね。 

0:57:41 はい。 

0:57:45 規制庁田尻です。なので、ここが屋外の場合等、 

0:57:50 冷却塔の話出るだけ出てくるので感知で 4だったら配置とかの話で放熱一つ

1種類出てくる形になってただ今回電源とかそういう話。例えば簡素化であっ

たりするんですけどそこらの話は電源とか合わせた 2回目か 3回目かわかん

ないんですけどそこらのタイミングに合わせて全体清水から今回はあくまでど

ういうものを設置する予定。 

0:58:10 これまでだけ示すということでいいですかね。 

0:58:14 はい。現時点でございます。ご存知の通りで結構でございます。 

0:58:19 規制庁田尻です。その場合に、さっきの基本設計方針で言うと、今回の今日

設計方針にこの電源の話で入るんでしたっけ、火災感知設備の電源確保とか

の設計方針。 

0:58:36 家入っててもいいと思ってるんですけどどういう関係になるんだっけなんていう

のをちょっと認識確認しときたいだけなんですけど。 

0:58:43 原燃の津田でございます。ちょっと具体的な場所すぐぱっと出てこないんです

けれども、東電の話はやると記載をさしていただいております。とこういったも

のについてはですねと相殺がーっと設備を選定する際にスペックとあわせて

御説明 

0:59:02 補足のほうにお出しさせていただきたいというふうに導線でございます。 

0:59:07 周長縦ずれ数なんで、今回申請する屋外の冷却塔の管理設備として関連する

ものに関して設計方針だけ歌う形になるけど、具体の説明するタイミングって

いうのは 2回目なり 3回目なりにするからそのタイミングで補足をつけますよ

という整理をしていると思えばいいですかね。 

0:59:26 はい、電通でございます。ご認識の通りでございます。 

0:59:30 規制庁田尻ですその前別紙 5 っていうのは、 

0:59:36 第二段階目でどの補足をつけるかっていうの考え方ってどこから読み取れば

いいじゃんけ。 



 

 

0:59:47 別添 2本連盟の記載でございます経営ご質問はどこから読み取り数字の湖

面部③部という頻度超過それともピース等共通が 06などでメンタル宣言しま

すかというとちょっとときだめにかつませんと理解できずにおりますので、どう

ぞ。 

1:00:07 ご協議いただけますでしょうか。規制庁田尻です。例えば後どうしようでもわか

ればいいと思ってるんですけど、この③とかで対象となる設備なしとかだとわ

かりやすいじゃないですかで対象となる設備はないけど、基本設計方針は、 

1:00:22 一応対象となる設備なしっていうのがどれを指すかにもよると思ってるんです

けど、基本設計方針としては一応設計方針が書かれる形になるじゃないです

か、個別設備に関わるものだと第 1回の基本設計方針に書かないという整理

で先ほど説明されたような気がして別紙 6でそこがわかるんだと思ってるんで

すけど。 

1:00:40 なぜ対象となる設備なしっていうのは、具体にそれを述べているものがないか

らっていうことになるんですけど、火災感知器の電源確保からでも他も中に沢

山いたりはするんですけど。 

1:00:55 をもって議論弁明の機会でございますご指摘の管理といたしまして狐等対象と

なる設備は承認の申請対象の設備がない場合とそれ買う系する責務がない

場合っていうのがちょっと混在してかかるっていう 

1:01:15 というのがちょっと今の御出席で、早く理解いたしましたので、 

1:01:22 ちょっと別の示し方含めてちょっと検討させてください。 

1:01:27 これらの種類と書かれてますのでちょっと混乱を生じてしまうのかと思います

ので、 

1:01:33 そうすると検討させてください。規制庁田尻です。この別紙 6のパッケージで

示してもらえるということなんでそこんところを見ながらの議論でもいいかなと

いうふうには認識はしているんですけど、要は最後 1回目の基本設計方針に

なりますかっていう議論の中で、これは示しますよっていうふうになったときじ

ゃそいつを 

1:01:52 添付とか補足んとこでどこまで示せますよっていうのがこの別紙 5 とかで費用

シリーズ特定資産 4か作業をあたりどこへ確認できるような形に多分なってる

んだと思うので、最後データ意味まわしたときに資料館で防ごうだけ生じない

ようにだけ心がけていただければと思うんでよろしくお願いします。また別紙よ

くできたタイミングで確認できればと思うので、 

1:02:13 はい、日本原燃の布施でございます。商企いたしまして基本設計方針との関

係でどこまで何を示したところがですね、ＯＳＣＡＡＲ等ですね。あとは資料館

の不整合を含めて、再度検討いたします。 



 

 

1:02:31 規制庁田尻列で火報 00やりつつ、多分ベースＣＰＵとの関係次亜ルールでよ

かったでしたっけ。 

1:02:42 はい。 

1:02:43 ナガイ部長ですはい。 

1:02:45 中小だけではない。 

1:02:50 はい。 

1:03:01 集中して、 

1:03:08 うん。 

1:03:12 みなすんですけど。 

1:03:15 よろしいですか。メールで話をしていく中でマニュアルとかっていう話じゃ 1日

前倒だったら、 

1:03:24 やられている人間だけではできるんじゃない。 

1:03:31 私がしますし、逆に休み。 

1:03:39 スケジュール全部やる。 

1:03:47 会議の中で、 

1:03:50 はい。 

1:03:56 ウチダの我々ができるわけないじゃないか。むしろ安心にしようというふうにい

える雰囲気でございます。 

1:04:03 はい。 

1:04:06 プレッシャーの通り、 

1:04:09 なぜ、 

1:04:19 やりました。 

1:04:22 今持ってる状態となっているんですけど高温ができちゃってるんですね。 

1:04:30 はい。 

1:04:32 規制庁かじりですと、それではベース別紙 9か別紙 9－話さすいません、規制

庁古作ですけど、 

1:04:40 先ほど少し話題に合った基本設計方針で第 2回に 1、 

1:04:47 先延ばしにする場所の記載のありかたなんですけど、 

1:04:54 ほかの添付書類とかと同じで、工数構成としては全体像がわかるような構成を

しておいて、この部分は第 1回ですよ。第 1第 2回以降ですよとわかるように

していただいて、 

1:05:09 考え当然体操み失うことになるので、 

1:05:13 ａｂｃｄのうちのＢが増えるということであればＢで項目名なり何なりだけ書いて

あって、第 1、 



 

 

1:05:23 この部分は第 2回以降ですとかっていうのでは括弧書きとかをしていただく

と。 

1:05:29 いうような対応を 

1:05:31 認知していただきたいと思ってます。 

1:05:35 一同あんコマタ別紙別紙 6でしたかねというところで整理されてどの場所をど

ういうふうにっていうことは話ができるかと思いますので、その際に、具体的に

は話をしたいと思います。 

1:05:50 よろしいでしょうか。そのようにつくろう本当傾斜は最大んですけども、たくさん

疾患は個別つくってるんだと責任者が全部かけるんで、そのうちの下線部とか

（ウ）の今回申請対象外っていうような表現で、 

1:06:06 全体がわかるようにっていうような感じですかね。 

1:06:11 規制庁古作です。 

1:06:13 取とりあえず別紙 1ではあまりそこを峻別していると議論が大変になると思う

ので、あんまり 

1:06:21 そういう生活ときにはへ 

1:06:26 別紙 6で、じゃあ、どの部分が第 1回か第 2回行こうかと。 

1:06:33 いうのは、明確にしていただくということなんですけど、その際にす次回送りに

するような時の第 1回のときの書き方っていうのもあわせて議論できればと思

いますので、イメージも少し備考なりに書いといてもらったらと思います。 

1:06:54 積み重なる増加しました。 

1:06:58 すいません日本懸命の竹口です。全体の整理としてちょっとどう記載するかち

ょっと作らせてください。ハマグチ発電目のちょっとイメージでいきますとです

ね、この分割したやつも大項目 2次書きますね、ＩＮ新鮮するっていうのとちょ

っと違和感があってですね。 

1:07:18 ただし、御社歩けるようにして、全部覚えがあるんですって言うことはミスする

必要があるかなっていうふうに思いましたので、ちょっとこれ、こちらで考えさせ

ていただいてもいいですか。 

1:07:32 規制庁不足です。まずは案を提示いただいて、こちらとして確認に必要なこと

っていうのはコメントしていきたいと思います。 

1:07:42 はい、わかりました。ありがとうございます。 

1:07:48 規制庁度です。それでは京都 09の話をお願いします。 

1:07:55 はい、日本原燃の田中と申します。それでは共通 09ですね今回の御説明は

ディビジョンの 5番になっておりましてレイワさんの 8月 4日に提出させていた

だいたものになっております。 



 

 

1:08:08 ビジョンの改正内容としましては、申請対象設備を対象設備の抽出結果別紙

1－1 これ最初 2番の火砕物関わる設備なんですけども、こちらのほうに追加

しておりますでページ番号で言いますと投資の一番来ページ。 

1:08:24 の方に別紙 1－1 というのを追加しておりまして、もう 1枚めくっていただきま

すと、 

1:08:32 こういう提示でっかいの後ろのほうが構成されているかを示しておりまして、1

ポツのほうに今回の火災に関わる設備リストの結果を示しておりまして、群発

からちゅうことまでが 

1:08:45 基本設計方針の養鶏と機能要求②テックグループされたものもグループ一つ

の機能固まりとしまして 2ポツで言えば、核的制限値のものを 3ぽつやっぱり

無機よう橋のような形で一つの塊にして作業を行いましたのでそれぞれの結

果を示して、最後、 

1:09:05 まとめということで打ち勝つの申請対象設備リストのほうに 

1:09:10 整備したというようなものが今回の 

1:09:13 別紙共通 09ので新規のうちのパッケージになっております。はい。例えばめく

っていただきますと、20ページ目ですね、当初 20でいうと、こちらの方が核的

制限のままになっておりまして、 

1:09:31 委員長めくっていただきますと、それに関わる設備の方がくらっと示されており

ます。これが 2枚ほど整理結果になっておりまして、それ以降、23ページのほ

うから 

1:09:46 50ページまで、こちらの方がそれぞれに対応するエビデンスのほうを追加して

いくような構成になっております。 

1:09:54 ずっとやる等、次の行です有機溶媒のほうになりまして、63ページのほうに飛

びますと、 

1:10:08 熱的制限ということでＴＢＰのほうの話になりまして、 

1:10:14 項目ごとに一つの機能毎にグルーピングした結果を示しておりまして 89ペー

ジ、こちらの方が水層の還元ガスになっております。 

1:10:28 98ページのほうなんですけども。 

1:10:33 こちらの方が各プロセスと添え摩耗水素掃気のほうの系統になっておりまし

て、こちらのほうの整理をし方としましては、1枚めくっていただきますと、それ

ぞれの水素掃気に関わる安全空気の圧縮装置から空気をためるレシーバー

のタンク、そこから各ユーザーへの系統。 

1:10:53 構成する配管を示しておりまして、エビデンスホームドアつきましては、 

1:11:02 1枚めくっていただくと、こちらのほうに梱包最もコンプレッサーバーッてレシー

バータンク、あと各ユーザーの方に繋がってく系統図になってるんですけど今



 

 

回Ａとしまして、前処理建屋の中間ポットに供給する量 1例として、お示しして

おりまして、他の系統構成 

1:11:21 としましては、投票になっておりますのでそのような示し方になっております。 

1:11:27 このような形でとけ系統もの等を家フリーに使って 1000Ｋを示しておりまして

106ページの合併消火用水、 

1:11:40 設備は、系統、 

1:11:43 リスト 

1:11:45 118ページのほうになりますと、 

1:11:49 ある原価消火設備のほうにはといいます、こちらのほうにつきましては設計を

今現在、上に進めているというところで、詳細設計中ということで、ＦＤＳ後はお

示しできていない状況なのですが、人のほうを整理しております。 

1:12:06 121ページ、こちらのほうが、火災影響軽減設備ということで、 

1:12:14 建物構築物、火災区域、クラウド構成してます。建物構築物の 500示しており

まして、後ろのほうにエビデンスというようなものが構成されております。一番

最後なんですけども。 

1:12:30 127ページ。 

1:12:33 こちらの方が疼痛ゼロですいませんカガ 00の指針の方の整備結果をもとに

機能要求②以降整理して、それぞれの項目番号が 127ページ、128はい。 

1:12:49 そちらの 128からが項目番号整理した結果になりまして、それぞれの項目番

号と冒頭でましました注 1ページのほうになるんですけども。 

1:13:02 また戻っ前後してしまいますが 11ページのほうが、 

1:13:07 これ回収系の設備リストのほうになっておりまして、さっき、先ほどの 

1:13:12 別紙 2の基本設計、 

1:13:15 もしの項目番号てこちらの設備リストの真ん中ぐらいにあるんですけども、例

えば 11ページ目で見ますと定期乗務中計というような書いてあるところがひも

づけられておりましてそれと対象設備で先ほどのアイ・ピー・エスの 

1:13:30 一掃に示しテレビ電波もこのようなものがひもづけられておりまして、基本設計

方針エビデンス設備というものが紐づけられるような結果になっております。 

1:13:44 全体的なの。 

1:13:46 資料の構成としての説明としては以上になります。 

1:14:01 。 

1:14:06 規制庁田尻ですすいませんすぐたんだところから確認なんですけどこれ自然

対処できる先生対象設備リストが 1ポツであって、そっから掲出結果という形

になるんですけど、申請対象設備リストっていうのはどこから出てきたかってい

うと、2ポツ関係ぽつの集合体が 1ポツなんですが、ちょっと 1ぽつは先にし、 



 

 

1:14:25 これは選定が終わってできるもので設計、 

1:14:28 日本原燃田中でございます。 

1:14:32 1 ヶ月から 10ポツまでのプロセスの結果全部束ねた形なのが 11ページ以降

に示します。設備リストというのがまとめの結果になっております。 

1:14:57 規制庁田尻です。何か今の御説明だと例えばや円筒化学的制限値の話に関

して言うと、 

1:15:05 結果 2121ページは 22ページに書かれてるんですけどそのエビデンスとなる

資料みたいな形のものが 23ページこれザーッと書いてあって、ここのところか

らいろいろ石田は対象設備を抽出していってそれを秤量としたら、21 とか 20

になったりですかね。 

1:15:21 はい、網野田中でございます。その通りでした。 

1:15:25 店 

1:15:40 規制庁古作です。火災防護の関係で説明される系統の意識がここまでの量だ

と思っていなかったんですけど、大分いろいろと入れてこられて、 

1:15:56 なんでだろうっていうのがちょっと想像今覚えてなくてですね。 

1:16:01 設備や申請対象設備リストで基本設計方針の 11条の何番と。 

1:16:07 いうことでひもづけが書かれてはいるんですけど。 

1:16:11 ちょっとぱっと見て何でかっていうのがわからないことと多かったんでちょっと 

1:16:16 解説してもらえませんか。 

1:16:18 どっかオレンジでＢ、 

1:16:20 はい、ＮＴＮ田中でございます。 

1:16:25 という 

1:16:26 ｄｕあの今回ピックアップしたかというところですね、128ページの別紙のほう

で、 

1:16:34 御説明したほうがよろしいかなと思いますので、 

1:16:38 うん。 

1:16:41 ちょっとこちらのほうの、例えば 

1:16:44 項目番号 6番でいきますとこの活性 3時間耐火とかそういう 

1:16:50 区画の壁のものになります。これずばり火災ではないかなということで、企画し

ておりまして、続きまして 19番のほうに関しましては、これは 

1:17:01 直接火災の設備ではないものがピックアップされた火災防護設備ではないも

のがピックアップされてるんですけども、科学的安全ということで、ノルマル別

館のこの 



 

 

1:17:11 引火点を下回る担保するにはどういう設備が必要かというそういう観点で機能

要求バルブ該当する設備を引っ張り出してきておりまして、こちら南 12スズキ

232526の項目の同じになりまして、 

1:17:27 河川繋がらないようにするために必要な設備というものが 

1:17:32 ピックアップしているというようなものになっております。33番に関しましても水

素爆発防ぐための設備ということで水素掃気の一連の設備につきまして、機

能要求②としてピックアップしたというような状況になっておりまして、以下につ

きましても同じような考えで企画しているような状況でございます。 

1:17:55 規制庁、古作です。 

1:17:58 まさにこの受、 

1:18:00 急に 19なり 30なりと、 

1:18:05 いうところで、 

1:18:08 232526 も、珪藻は別として、それ以外に書いてある溶媒処理系とかっていうよ

うなところが、 

1:18:18 同じかと思うんですけど。 

1:18:20 方針として書かれてるのは検知してインターロックをかけるというようなことの

対応なんですけど、それのもとになる系統まで今回関連づけていると。 

1:18:32 いうことなのが、 

1:18:35 よくわからないところ、 

1:18:39 です。 

1:18:42 で、 

1:18:47 すっ高圧壊れないようにするっていうことなんだろうな火災になるような危険物

について、 

1:18:59 漏えいしないようにするという意味合いがわからなくはないんですけど。 

1:19:05 それがこれの設計方針の大変なのかっていうのがちょっとよくわかんないんで

すけどそのあたりどう考えんなってますか。 

1:19:15 日本原燃田中でございます。ご指摘の内容を理解いたしました。こちらとしまし

て火災をいかに防ぐかというところで、広く津浪監視について関わる設備という

ものがピックアップするというふうなため、 

1:19:31 おりまして、今のような単点ですかね。 

1:19:35 プロセス的に火災に発展するような尾根ちゃんと歯止めかけなきゃいけないも

のというものも広くとるような考えでこの機能要求までにというものを設定して

おりました。 

1:19:47 ただ、 



 

 

1:19:50 ちょっとこれが広すぎるマニュアルふうなお話であれば、ちょっと使って検討さ

せていただくというふうに考えております。 

1:20:07 積めかもですけども、指定の発生文書の方向によってやり方は、 

1:20:13 その系統の機能とか配管とか拾ってきてるんで、ちょっとＢっていう超過発生

部署のところの議論かといって、 

1:20:22 火災の発生防止特殊な 

1:20:24 手話定めてるところなのでちょっと斎藤調整がうまくできてなかったところもあ

るので、詳細調整させてください。 

1:20:36 はい。規制庁古作です。 

1:20:41 なんですかね。例えば、 

1:20:44 化学薬品の関係であれば 12条ですとかね、そちらのほうで、漏えい防止って

いうことはあろうかと思います。 

1:20:53 それと危険物というところでまた微妙に 

1:20:56 一体化するのかしないのかもよくわかんないんですけど。 

1:21:01 どちらの対応でどうしてるのを前提にここをやるかというようなこととかを整理

いただいたのかなあと思うんですけど、今のインターロックの方針にぶら下げ

るっていうのはやっぱりちょっと 

1:21:16 意味合いが違うんじゃないのかなと。 

1:21:18 思うので、 

1:21:20 その点はよくぶら下げ方っていうのは整理をしていただく必要があるかと思い

ます。 

1:21:27 一方で、 

1:21:33 関連するかもしれないから、この場でこの系統もと言われればまあそれはそれ

でやっといても損はないかなとは思うんですけど。 

1:21:44 と言いつつ、 

1:21:48 今の話をしていくとですね、11条とかだけじゃなくて、他の条文も関係してくる

んじゃないのかというようなことが出てくるんですけど。 

1:22:00 そういったところはどうなってるんでしたっけ。 

1:22:12 Ｖｍ／カガでございます。我々もこの考え方としましては、やはり申請漏れとい

うものをなくすというふうにまず考えておりましたので、なるべく広め広めという

ふうに考えて企画するという 

1:22:28 考えに基づいて作業を行っておりましたけども、本日の御指摘を踏まえまして

ですね、何が必要なのかというものを、今一度ちょっと考えさせていただけれ

ばなというふうに思います。以上でございます。 

1:22:43 規制庁、古作ですけど今聞いたのはその趣旨じゃなくてですね。 



 

 

1:22:49 広め広めて言うとすると、第 11条だけじゃなくて他の条文を対象になりで、 

1:22:57 どこにこの一部では 

1:23:01 閉じ込めの機能にも関係するようなことはあるのかないとかっていうこともある

んですけど。 

1:23:08 複数条文の関係があったときにどう説明していくのかっていうのは宿題として

検討をお願いしていたと思うんですけど。 

1:23:18 その点は今回どう考えられているんでしょうか。 

1:23:22 元はですね、火災に火災防護設備をそんなに重複はなさそうだから議論しなく

ていいかなと思ったんですけど、こんだけ広げられると。 

1:23:32 そういうあたりも考えておられるのではと思って聞いてます。 

1:23:42 日本原燃田中でございます。今の考えに基づきまして他の条文に関しまして

も、一つの機器につきまして複数の表われるということは想定しておりまして、

というふうにし、 

1:23:55 関連していくかって今示し方と全くウェイ側と調整しながら決めていかなきゃい

けないと思っておりますけども、確かに 

1:24:05 一つの機器につきまして複数絡んだ場合も扱いというところは認識しておりま

す。 

1:24:14 規制庁不足です。 

1:24:17 それで言うと、今日は提示いただけてないんですけど、 

1:24:25 当共通 09－別紙の最初のほうに、その全体の 

1:24:32 設備リストマークそのに対する対応条文意識と 

1:24:38 いうことを示す表をつくられるということなので、 

1:24:42 それをまずは見せてもらわないといけなくて、そこで今回提示されているような

系統がほかに関連条文が何だろうか。 

1:24:55 それと重複するようなところはどこかというようなことを 

1:25:01 話をしていくことになると思ってますんで、ヒアリングなり資料提示の予定として

は、各条文で重複して出していくということではなくて、先行してヒアリングする

もので一括して、 

1:25:19 提示しますというふうに言われてたと思うんですよ。 

1:25:23 なのに、今回はＦｕｊｉｉ 

1:25:27 火災の関係だけですか、整理がされてないっていう感じになってて、 

1:25:33 そこは一体、 

1:25:35 どう整理してますかということなんですけど、現状としてはすいませんまだ整理

できてませんということなんですか。 

1:25:46 日本原燃田中でございます。はい、おっしゃる通りですね、 



 

 

1:25:51 11ページの設備リストのこちらのほうに各設備、 

1:25:55 お示ししておりましてそれに基本設計方針の項目番号 19条の 19 とかってい

うとか記載しておりまして、本来であればこれに他条文の基本設計方針の要

求、すいません、この部分のすべて網羅的に社員できれば、 

1:26:12 のかなというふうに思ってですね、痛むですけども、なかなかその他の条文を

ですね項目の整理ポンプをいちいちない状況になっておりまして、そこまでちょ

っと拾い切れていないっていうのが現状でございました。 

1:26:27 はい、規制庁の古作です誤解ました。 

1:26:32 総合部位。 

1:26:33 だところで作業がやり直しなりにどうでも 3度手間っていうことになったりする

のが、 

1:26:41 わかったので、先ほど申し上げたように一覧表の中で、関係条文っていうのを

意識しながら見ましょうねと。 

1:26:51 いうことを申し上げているので、 

1:26:55 そのリストがちょっと提示額からというふうに聞いてましたけど、 

1:27:00 来週早々に提示いただきたいなと思ってるんですがその辺り作業としてはどう

なってるか社債中ではありますけど。 

1:27:10 お答えできるかという、いらっしゃいますか。 

1:27:23 それから、 

1:27:25 何か中でオザワ小児科させません。 

1:27:39 次、 

1:27:42 すれば減免遊べるですね。 

1:27:47 すみませんちょっと 

1:27:49 何かわかってなくて私も申し訳ないです。 

1:27:52 それではここでみんな話してるんですけど、わかってる人なんか、 

1:27:59 商品化フロアの上、通常の 3 と最初にちょっと話して相当ぐらいの作業なので

しょうかっての業種出せるって約束できないんですけど、やっぱり対応したいと

思います。 

1:28:12 あ、すみません日本原燃松岡です。ちょっと医者ないんですが、だけどさ、お

客さんとおっしゃってることを理解するために少しだけちょっとお送りいただけ

ればと思います。今設備選定のほうも説明した通りですね今日火災の例で、 

1:28:30 ちょっと資料主要弁まで、ちょっと゜Ｃ環境そうですね発生防止の支える杭の発

生防止までうまくマキノてちょっとこれはインターロックでどうかというご指摘も

甘く、ちょっと前なんですけど、他の情報もですね、随時、この別紙 1、別紙 2

を書く上で整えて、 



 

 

1:28:49 今去年仕上げたようなエビデンスをもとにリストを整えるというところを今回以

降の設備の抽出になりますと、こういうプロセスを絵と踏んでいるということで

ございますと、お客さんから指摘ありました通り、多分特に前処理分離精製と

いった主要プロセスはですね閉じ込めにもともと前回通り 

1:29:09 該当こういう火災爆発の再処理特有の発生防止にも該当というような形で覆

土情報ヒート指摘ますので、こういったものが今リストに続々とリストアップされ

てまして、ちょっと関係する上限がＵＴＰ並べマトリックスの形で一つの機器に

対して複数の条文が、 

1:29:28 これが絡むと前の条文というよりも、今基本設計方針の段落ごとにやってます

ので、条文多数基本設計方針の 4段落になるかといったことが、別紙 1でき

るたびにどんどんどんどん設立の縦軸がですね、広がってきているそういう作

業を 

1:29:44 で行ってございます。その中で、すみませんちょっとこれ私の勘違いかもしれ

ないんですが、それでちょっとそれより先にだのかというふうにちょっととらえた

ああいう気がしてしまって私自身ちょっとこうなってるんですが、すみません、

ちょっと抜くと 

1:30:01 あと、どうあるべき姿だけれども助かるんですが、 

1:30:05 あと、規制庁古作ですけど、 

1:30:08 私は原燃の作業状況知らないんでアドバイスなどができないんですけど、私

からお願いをしているのは、そちらの作業なりヒアリングなりが 2.3でも同じよ

うなことをやるということはよくないので、 

1:30:24 効率的に進められるように検討してくださいということに尽きます。 

1:30:29 それに対する回答が 

1:30:33 一つの系統でいくつかの条文が関係するというものについて、各条文で毎回

毎回出すというのは合理的ではないので、一括で対応しますと、それは最初

に出る条文のところでやりますと言われたので、 

1:30:49 本当にそんなことできるんですかエラーやれるんだったら提示してくださいねと

いうことをお話ししたんですけど、今松岡さんが言われたところで言うと売差も

条文のときに、後続の条文のものは当然整理できていませんと。 

1:31:04 なのでどう出していくのかわかりませんと言われたような気がしてて、 

1:31:08 プロ最もだなと思うんですけど。 

1:31:11 であればリードさんと同じ系統図を出すのかと。 

1:31:15 いうことに戻ってですね、それであれば、 

1:31:21 系統図の後ろのほうで出す方がまとめて、系統図見れるんじゃないかと。 

1:31:27 いうことになりますけど、そうすると、最初の条文のときに、 



 

 

1:31:32 それに対する 

1:31:34 設備が網羅して抽出されてるのかっていうのがチェックができないと。 

1:31:38 いうことで、結構困ん 

1:31:40 ですね。そうすると、関連する条文は一気に見たほうがいいと。 

1:31:46 いうことになるので、関連条文としてはどういう体系になってるのかというの

は、 

1:31:52 概略でも、先ほど言った一覧表マトリックスの中で見えるようにして、 

1:31:58 それによって、資料ページ計画ヒアリング計画っていうのを立てないと。 

1:32:04 合理的に進められないんじゃないのか作業としても何を優先しなきゃいけない

とか、いつぐらいにはなきゃいけないのかというのがまとめられないんじゃない

のかと思って前から指摘をしているという状況です。 

1:32:18 日本原燃松岡です。はい。よくわかりました。まずですね、効率的に鳥栖ヒアリ

ング困るというのはもう我々としても全くうそ出ますので。 

1:32:33 一方で最初に水をウチダせるのかということに関しては、として現状考える省

庁、 

1:32:39 それがさっき出見通してというところもですね、相対のませし、再処理施設思わ

べきにちょっとある程度分解した施設の一覧と、それに該当する関連条文を一

覧でこれは、 

1:32:56 まさに今、各別紙 1に基づいてですね、変更箇所としている作業がだめだよ塗

りが発生するのかそういう面で燃えて押さえる必要押さえてますし、どうもちょ

っとヒアリングのスケジュールとかってしたいところがちょっと今わかりましたの

で。 

1:33:12 縦に真横にえと施設建てに条文でそこにどこで別紙 1が出るからまとめてあ

る程度ここ求めてやればいいというようなそういう当たりがつくようなマトリック

スがマトリックスにですね、今の予定でいるためにちょっと御提示して、 

1:33:30 徳間ここ火事であればいいという、ちょっとに従うさしていただきたいと思うんで

すが、 

1:33:36 いかがでしょうか。 

1:33:38 今やってますでしょうか。はい。規制庁不足です。なのでそれを本当は今日ほ

んとに企業とかなんですけど、3日に提示をするというふうに私はもともと聞い

てたんですけど、それが出てこなくて何やってるんだと問い合わせたところ、 

1:33:54 これはまだ認識のずれがあって、 

1:33:57 今日の認識合わせをさせてくれと聞いてたんですけどそれも何か今の話から

すると。 

1:34:02 ちゃんと共有されたのかどうかやすい感じではあるんですが、 



 

 

1:34:09 それをた早く対応していただきたいというところですね。それでちょっと申し訳な

いんですけど、 

1:34:16 共通 09で、 

1:34:18 今日の資料ではなくて前で出した資料で、そのマトリックスの案がついていた

ということなので、それを開いていただいてですね、同作業しようとしてるのか

っていうのを、 

1:34:34 お聞かせいただきつつ、それを提示できるのがいつかっていうのも聞いときた

いんですけど。 

1:34:40 すみませんの拡散人間の藤野ですけど昨日ちょっと 

1:34:45 まさに船型チーム等調整していけ。 

1:34:48 多分中庄聞いてると思っているだろうマトリックスの懸案があるので、ちょっと

画面例一度共有させてもらってもいいですか、楽器直接ですけどそれをやって

て今私が申し上げたんですけど。 

1:35:02 実はそのつもりで準備とか、 

1:35:04 ちょっと、 

1:35:06 はい。 

1:35:07 規制庁補足ですよろしくお願いします。 

1:35:31 ちなみに、ちょっと膨大すぎてるんだけど。 

1:35:35 各系統のところでの色塗りの状況としてはそんなに違和感ないんですか。 

1:35:43 すみません。 

1:35:46 中央だっていうところでの選定はそれなりにてるんだと思います。 

1:35:51 中ではっていうページ以降の火災防護設備だけ。 

1:35:55 ③開発について、 

1:36:02 むしろところに関しての補助線をテジマエクセルのデータになりますけれども、

画面共有しますのでそん中でさせていただきますシナリオとなってきているの

かなとしていただいて、 

1:36:23 規制庁、古作です。もう少し拡大して移していただかないとちょっと文字がつぶ

れて見えない感じです。 

1:36:33 はい、規制庁の古作です。大体見えるぐらいにはなりました。 

1:36:41 田中でございます。こちらのほう縦軸のファイルですね、各条文が並んでおり

まして、横軸の設備並んでおりますって、こういう炉心レベルマトリックスと弁で

すね、現在予定してます。各人の 00年 1 トン。 

1:36:58 出すタイミングで共通 0勤務追求していらっしゃるような感じで、日付を入れさ

せていただいたような画面共有しているこのスケジュール表とかマトリックス表

になっております。 



 

 

1:37:11 日本原電の松岡です。1点補足しますと、ここ数値が入った日付の入っている

ところですね、ここからちょっと今、通帳色に加工したのですが、分解を揺らし

したこのＡという式であれば、代替する条文、 

1:37:27 が、まず、変更さ設備設計結論で該当する設備に 

1:37:33 やってございまして、その中にですね、日の日てるかというところがありますの

で、この日付が入っているところで見ていただくと該当機器に解決する条文と

いったものが確認できるというちょっとそういうようなところであります。以上で

す。 

1:37:50 規制庁不足です。前提示いただいたものを見てこうするんだろうなっていうイメ

ージは合っていたのですけど、この位置付けは何の日付ですか。 

1:38:03 田中でございますが、こちら右側のシンチ運転士にそちらのほうが出るタイミ

ングですと資料向け共通 0系設備選定エーッ安全って資料提出したいという

ふうに考えておりますので、その日付になっております。 

1:38:21 規制庁クサマです。資料提示の時期ということで理解をしました。そのときに、 

1:38:27 もうちょっとしたずらしていただくと。 

1:38:31 次委員会等別の条文、 

1:38:35 がダブるものがあると思うんですね。 

1:38:40 耐震だと思う。 

1:38:42 あれかなり微妙ですけど、 

1:38:45 当アマゾンでさ、複数出てきているときに、 

1:38:51 位置付けから違ってるものがあるような気がするんですよ。 

1:39:00 それについてそれぞれどういうふうにやるつもりなのかって言うのが、これまで

聞いた方針と違うような書き方になってると思うんですけど。 

1:39:10 どう考えて、 

1:39:12 対応してますか、近年の中でございます。こちらのタイム日付のデータしかの

拠点ルート例えばせん断のほうが 

1:39:23 条文解釈で違う日付が入っているかと思いますのでこちらのほうは、当社のほ

う特注品単位で資料をお出ししていくということで、 

1:39:36 一つの設備について特別の日付が入ってると思うので、これまでの考え方型

にウチダのこそお客様の福祉的踏まえると、最初のところで全部来も付けてし

続けてくれるチェック所閉めるというお話であれば、こちらもそういう風に先ほ

どの 

1:39:56 汚染パトカー予定者もせるような形で対応していくと規制庁、古作ですけど、こ

のパターンもできないことを別に言いなりになっていただく必要はなくて、 



 

 

1:40:11 そちらの作業としてどうしていて、どうヒアリングをしたいかということを言って

いただければいい。 

1:40:19 ですけど、今言われているのだといろんな李作業は、系統単位でやりますと言

われたけど、そうじゃなくて条文単位で系統はまばらになっても、 

1:40:31 何部もいっぱい作るんだっていうことで作業されてるっていうことなんですか。 

1:40:38 今の田中でございます。 

1:40:41 続きそうです。通す通り、苦情分単位で皆さん最終的な状況でございます。 

1:40:51 規制庁田尻ですと各条文でやったやつっていうのは何かどっか或いは漏れな

くやったことを確認するかかっちゃうかなんかするんですかね、何かそれぞれ

各条文で出てきた色塗り系統図があって、それっていうのは要は同じ図面で

各条文ごとになったやつが表れた場合それって、最後一定的と 

1:41:11 ちょっと一つにならないのかどう植生の間ですけど抜け漏れがないことって結

局出てみてるんでしたっけ。 

1:41:19 すぐ規制庁古作ですけど、逆にですね、がっちゃんとしたら抜けはないのかも

しれないんですけど、重複が生まれるんですよ。 

1:41:27 機器名称とか、配管の内訳とかというところになってくると、それぞれの作業者

が違うやり方をしてしまうとですね、差しあげですよ。 

1:41:45 貸すと同じものが違う名前で、 

1:41:49 載っちゃって、 

1:41:52 技術とすると増えちゃうということにもなり得るんですけど。 

1:41:58 そうならないようにはどうなるんですかね。 

1:42:03 日本原燃の松岡です。今の御指摘の件、ちょっと社内体制の関わってくるので

すが、もともと我々設備選定の町もですね。倍増作って、一括して各施設課の

方と色塗りがこれまでも何度かいろんなやってきたんですけど。 

1:42:22 今回きちんと書く上モデル化ですね、床種別からきちんと対処して絞り出すと

いうこのやり方で、各条文責任者という体制を立てて、そこを中心に、今回の

色塗りをしたとかっていうのは検討の上でやってるんですけど。 

1:42:39 やはり 4によってですね、抽出するという作業はやはり各施設課の方になって

ございまして、今回でいうと例えばせん断処理設備であれば処理かといったと

ころが、各条文からですね、全部落ちてきまして、それぞれでペネこの毎回ち

ょっと先ほど幾つもつくるんですねというのに関しては、 

1:42:59 ちょっと日帰りなことを今やっておるんですが、そういった形で、施設ごとにま

だ自分の設備をリストに載せるで今回条文ごとにそれぞれ条文と名付けてき

っちりと連成しますので、日ＡＢＳだであったりですね表が幾つもできるんで

す。 



 

 

1:43:19 最終的により設工認被害者に添付する設備リストというところにも設備リストを

つくるにあたっては、それをなおですね、すべて集約した形で、かつ、横軸楽器

の技術基準の条文の予算額になりますので、 

1:43:35 そこへその熟する状況が当然出てくるんですが、それらば新しく条文該当する

条文に入ってるっていうのは、施設管理で、まず自分の確認をしますし、去年

の業務課もそうですし、各業務を縦軸に言うと、ある意味ですみません。ＪＯＢ

求めた。 

1:43:53 目線でもちゃんと入ってねという確認がとられますので、きちっと決めがです

ね、ちょっといろんな人がやっぱり違う決めたんでないかということに関して

は、さっき言った施設課がもうデパートなんてしっかり自分の設備見ますので。

大丈夫だと思ってございます。 

1:44:16 規制庁方ベースで、今の話でいうと、 

1:44:21 施設担当が系統図を一次元的に作業をするので、条文それぞれの条文から

発注依頼が来たときに、 

1:44:33 順々に拡充していくという形でそごがないように対応される。 

1:44:40 いうことですけど。 

1:44:43 書類はそれぞれでつくるということで、各施設担当は自分のものについて条文

ごとの色塗りを作っていくということになってると、まずは理解 

1:44:56 すればいいですかね。 

1:44:59 日本原燃松岡です。その通りです。 

1:45:09 うん。 

1:45:17 実情はそうだとして今後どうしてきますから、 

1:45:23 。 

1:45:27 日本原燃松岡です。 

1:45:29 はい。まずちょっと今、ここに書いてあるスケジュールでちょっと今、 

1:45:38 実態ちょっとプラスアルファちょっと閉じたいところもあるんですが、まずＦ系統

ごとにどれぐらいの差を持ってその分類があるのかをまず我々チェックいたし

ますので、効率的な説明があるところの形態の保全ですので、 

1:45:54 全部ところ、先ほど田中のほうから着手してもちょっとお話ありましたが、実態

ちょっと見た目なきゃいけませんので、場合によっては、もっと後ろにＨｚ合わ

せるとか、多分早くできるものが参っ倒れるかもしれませんが、 

1:46:10 ちょっと今の別紙各自の別紙 1に見直しスケジュール感の方確認した上で、

部のヒアリングのスケジュールですね、こちらのほうでこのマトリックスを組み

ながらちょっと検討させていただいて提案をすると。 

1:46:25 させてください。多分大変低いと本町規格ですとか、 



 

 

1:46:31 では、まずこのマトリックス今もう数字が大分入っているようなもので今日なん

か週明け 7日早々に提示してください。 

1:46:41 その上で、いつまですいませんでこの位置付けは別紙、共通 09、別紙のこの

系統についてということではなくて、各条文の 00での 

1:46:57 別紙 1の提示時期と、 

1:47:00 いうことをまとめたと。 

1:47:03 いう理解で対応していただいて、その上で、その提出時期を見みは済まわした

上で、 

1:47:14 共通 09別紙の当該設備についていつ出すかっていうのを、 

1:47:19 検討するということで、 

1:47:25 前の面に合わせるんだったら、 

1:47:30 最初に出すところの 

1:47:32 条文のところにハッチングをするなり、色をつけるなりと、 

1:47:37 いうことにしていただいて後ろに合わせるんだったらこの最後の 

1:47:44 日付のところにマーカーをしていただいて、 

1:47:48 その時期に他の条文とあわせて説明しますということでセット 

1:47:53 いうことで、 

1:47:57 方針を整理していただいたらいいかなと思いました。逆に段階的にやらせてく

れというものであればそれぞれにマーカーをして 

1:48:07 対応されるということだと思いますので、特にですね、 

1:48:12 一番最初だったこともあって臨界とっていうことで話をしましたけど、臨界で関

係する設備。 

1:48:20 その設備の中の機器と、 

1:48:24 閉じ込めで必要になる機器って違う部分があるはずなんですよ。 

1:48:31 なので、単独で話をしてもいい場所、 

1:48:37 合わせてみたほうがいい場所ってあるような気がしていって、 

1:48:41 先行してやらせてくれっていうことがあったというのもおかしくはないかなってい

う気が 

1:48:48 しているので、どうやりたいかによって、変わってくると思いますから、まあそう

いったこともこの表を整理する中で考えていってもらえればなと思いますんで、

取り急ぎは今の色つけとかですね、更新っていうのは、検討中でも構わないの

で、 

1:49:08 まずは 

1:49:10 どういう関係にあるのかっていうのを認識共有をしてその上でどうしていきたい

かっていうのもあわせて示していただければいいですけどもしできないようだっ



 

 

たらいつまでにその点を整理をして提示しますということをあわせてお伝えい

ただければと思います。 

1:49:33 日本原燃の松岡です。まずこの場に接している子ながらも、まさしく今みたい

なことをですね、規制庁値と 

1:49:46 輻射一体目的作りましたので、中身の精緻スケジュール的なところの制度はと

もかく、まず一番今日このマトリックスを送付させてください。まず、これが全体

で出ますので、まず一つ上、 

1:50:02 これを先ほど、まさにおっしゃい通り条文によっては対象の少ないし、かなりマ

ニアックなところがそれ単独でやってもそれほど手間にならないとかですね閉

じ込めなんかかなり対象広くなるんで、閉じ込めをやると。 

1:50:17 とじ込みやるときちっと保管でちょっと関連ログから多いと思うんですけど。 

1:50:23 とにかくによって切り替わるとしましても効率的にということですので、ちょっと

そこを組み立てた絵はちょっとお時間いただいて、連休明け 

1:50:34 あたり、ちょっと火曜日に何とかへと我々の中で高齢これでいけないかという

か、ちょっと社内で確認を今一度をしたものでですね。 

1:50:47 頑張って火曜日にお出しする頑張っちょ。 

1:50:54 はい。今日これをいたしますのでそれの組み立てたものを再組み立てしたもの

を火曜日という形で対応させてください。以上です。 

1:51:05 はい、規制庁報告です。わかりました。よろしく。 

1:51:13 規制庁古作ですけど、そういう状況でですね、今日提示共通化教務ヒアリング

として提示いただいたものが思ったよりも大部で火災防護として直接等思えな

かったところ、 

1:51:29 ていうのは、 

1:51:31 何のためにこれをどう見なきゃいけないのかわからなかったので、適切かどう

かっていうような関係からコミットができる環境に今我々がないようなもの。 

1:51:44 です。 

1:51:45 なので、 

1:51:49 また、先ほどお話ししたように、どこまでを関連と思って整理をするのかという

のを前ｋｍ間っていうのはどこの辺に押さえるのかっていうのもちょっと整理を

した上でということになると。 

1:52:02 思いますので。その際に、改めて問うヒアリングを進めればいいかっていうの

で相談させていただければと思います。 

1:52:14 今年度エスパー残さについては風向としての人陸と関連点ところで関連まで

広く今回拾ったものを出してますんで、あと、最初の日付で全部っていうのも否

定 6番まで説明しないとわからないとか、観点もあると思いますんで。 



 

 

1:52:31 こちらはそれはちょっと調整させていただいて提示させていただきたいと思い

ます。 

1:52:38 はい、規制庁特別まさにそうなんですね。なので、 

1:52:43 来週、この表を見直して見直せとか検討して提示いただくときに、今日提示い

ただいてるものも含めてどこで 

1:52:54 議論していくかということがわかるようにしていただければと思います。よろしく

お願いします。 

1:53:09 規制庁田尻ですと、一応これで 00の話であった個別の火災の話と外部火災

の話あるんですけどちょうど多分ヒアリング介してに時間が経過しそうなぐらい

だと思うのでここで 10分ほど休憩を挟まればと思います。例えば 40 

1:53:25 だと思うんで 16時 50分開始したいと思いますが、原燃は問題ありますか。 

1:53:31 日本原燃の藤野です。はい、ありません。はい、それでは次 60年まで休憩し

たいと思います。1努力を停止します。 

0:00:01 原子力規制庁の田尻です。それがヒアリング再開したいと思います。それでは

火報シリーズの個別の資料の方いきたいと思いますが、原燃工からどっか加

工 01090608101だと思うんですけど、これはこの辺りについて現場からまず説

明事項ありますか。 

0:00:23 日本原燃の津田でございます。サーバーの全面 760809はマックスの資料に

なりますと、101一番最初の資料になりますので、それぞれちょっと分けて説

明をさせていただきます。 

0:00:42 スマホボックスの溶接メーターと多分薄くなりますけどもご了承くださいえとま

ずとかも 01についてはですねと前回のヒアリングをちょっと表現上の繋がりで

すね火災区域設定の具体的な展開が見えるように表現を修正しているという

ようなところでございます。 

0:01:04 幅 06 と 08についてはですね。登用 06については内装材について設計上考

慮する内装材を網羅的に示せるようにですねと記載を見直しているというとこ

ろで、 

0:01:17 系統下については、特に等々閉める 4ページ目のところですね、こちらを直せ

るというところでございます。打とうかボイド 08については、こちらについて

は、前回はＴＨＡＩ掛かると耐火扉ですね、兆候と試験について、 

0:01:37 両方から試験やってるんだったらそれがわかるようにというところで、ルートマ

スキングにはなりますけども、8ページ目の表 3のところにシステム等の資料

を追加しております。 



 

 

0:01:51 最後によるとか棒 09でございますが前回のヒアリングでも御出席を加えて、

それと火災系基盤を覆っですね付番するとともにねとか細胞情景当分対象と

なる設備について、江藤知 

0:02:10 物量しおりますで具体的には像ですね、 

0:02:16 ホースページ 7ページ以降からつけておりますので、そちらについて追加をし

ておるというようなところでございますので、修正点譲渡があるんですけれども

そのうちで常加工 06 と 08については、 

0:02:31 前回ちょっと御出席があったんですけれども 

0:02:35 再処理とＭＯＸで特有に使われるような資料になります。公開はこのような記

載となっておるんですけども、ちょっとですね当事会等ハマグチ調達させてい

ただきたいんですけども、共通的な方針の本文に書いて、 

0:02:52 それぞれ設備等、ＭＯＸ再処理の施設ごとに異なるところを別紙でそれぞれ書

くというふうにちょっと書き分けて 06 と 08年直させていただきたいと考えてお

りますので、今日のつくお願いいたします。 

0:03:08 説明は以上ます規制庁の田尻です。一番最後のやつで一応隔離なんですけ

ど、要は内部事情とかもそうなんですけど。あと再処理とＭＯＸで共通的なもの

に関しては、補足説明資料も共通的に作ろうとしてその中で個別の話を再処

理ＭＯＸだけでアポっていうのは基本方針にしてたんだけど。 

0:03:28 多分今回出てきたやつだと目的な部分からも含めて前回ＭＯＸだけの資料に

なったりするところに関しては記載ルールっていうのは、資料作成ルールと外

れちゃったのでもう 1回合わせに行きますよとかそういうことでいいですか。 

0:03:41 はい、日本原燃津田でございました御指摘の通りでございます。 

0:03:45 はい、規制庁、古作です。 

0:03:49 こちらの図で話の認識の通りかどうかちょっと不安なのでお伝えしておきます

けども、 

0:03:59 最初になり、ＭＯＸなり特有のものっていうのを四つついて補足で書くというの

は、耐震で補足食う 

0:04:11 補足 7別紙なのかちょっと忘れましたけど、入れてるのっていうのは、個別設

備の具体についてということで書いているのであって、最初に科目すかという

趣旨ではないっていうところなんですね。 

0:04:29 基本的に説明しなきゃいけない骨格みたいなのは、再処理だけであろうがＭＯ

Ｘだけであろうが、 

0:04:38 整理資料の本体で書いてあるべきだと思います。 

0:04:42 その中で対象が目標だけ最初だけっていうのはその旨書いていただければい

いと。 



 

 

0:04:49 いうことだと思っていて、 

0:04:53 ちょっと、 

0:04:54 先ほどのヒアリングの前半部分参加してなかったのであれなんですけど、影響

別紙すいません。00シリーズの別紙Ｃ－ 

0:05:07 こうでしたっけ 65か、ここで補足説明資料の構成っていうのを整理をされると

いうことの中で、現状だとまだその整理に合致した補足説明資料になってない

と思うんですけど。 

0:05:24 再処理ＭＯＸそれぞれで整理をした上で、提出していくのかっていうのも、その

別紙 5の中でまとめられ、 

0:05:35 ているんじゃないかなと思うんですけど、今の対応方針と別紙 5なりとは整合

してるんでしょうか、ちゃんと説明すべきものが整理資料のアイテムとして入っ

てるのかっていうのが、それが補足でいいのかみたいなところも含めて、 

0:05:51 遅くっていうか何ですかね。 

0:05:55 この本体ではなくてぶら下げてみたいなことあってるのかっていうのことの説

明していただきたいんですけど。 

0:06:03 はい、日本原燃の岸田でございます。ただいまの御指摘についてですけれど

も、現状の別紙 5ではですね最初にでもボックスでもええとまあ共通する方法

については項目の名前としてはＡと同じものによることで共通だというふうに 

0:06:23 今日は持ってございますので、それの中身についてどこまでは共通でどこまで

がどこからが個別スペック表すものにこれは個別ですというようなところについ

ては、書き分けができていないというようなところが現状でございます。 

0:06:40 それを見ますとご出身は理解いたしまして、そちらについてはですね別紙以降

記載の今夏だから、共通と思ってますというようなところとどまっておりますの

で、そこがわかるようにですね、等価切り分けた上で、 

0:07:00 図を個別の補足のほうにでも東村使えば整合するようにと書きたいと思いま

す。来ね滑らか冷めですとかよろしいです。すいません。 

0:07:15 どうぞっていう別紙 5の整理の前に本日お出ししてるか棒 0001のＲｍで 7、 

0:07:24 4、 

0:07:26 それと、0001の公衆衛生の 300ページなるんですけど。 

0:07:37 それは別にでした。別紙 5－015 とこれと重ね部に旧設計方針添付書類、その

内容から補足すべき事項で、 

0:07:51 補足説明資料でトミナガで示すかっていうのを整理していきますと、この添付

から補足に持っていく中でどっかちょっと補足で動かえと店頭に記載しておか

ないといけないのかっていう観点で抽出しておりますので、 



 

 

0:08:06 現状、補足で抽出した結果っていうのは、（2）の添付書類ではなく、補足説明

資料として提示するものでよいという判断で今整理してます規制庁の古作です

かさんすいません。 

0:08:21 話題にセルポイントが、私と違います。私は私の用語の使い方がまずかった

んですけど、補足説明し、ここで補足説明資料と言っている項目を 

0:08:35 どうも補足説明資料のナンバーにするのか。№のうちのどういうふうに説明し

ていくのかということの構成の認識が合ってないんじゃないのかっていうことで

す。 

0:08:47 でなので別紙 5のですね、今映していただいてるものじゃなくて、これを丸に中

③高リストにしていって、 

0:08:58 最終的にどうしていくかといったところの上での扱いです。 

0:09:03 314、規制庁第 314ページから③だと思います。 

0:09:13 それに対しまして、すみません地点この梱構成米。 

0:09:18 きちんと必要な説明ができているかっていう確認ができているかっていうことで

すか。 

0:09:25 はい、規制庁不足です。そう、そうでこれどう 01。 

0:09:31 の再処理と 02のでしたっけ。 

0:09:37 00でしたっけ。 

0:09:38 再処理とＭＯＸで並べてみて、 

0:09:44 合致するものは一体で微妙に違うけど一体としつつ、再処理はこうＭＯＸはこ

うというところで最初にしかないものＭＯＸでしかないものと、 

0:09:56 いうところとかを見ていって、最終的にどうまとめていくんだっていうのを整理を

していただきたいということなんですけど、その話は前もしてたと思うんですけ

ど、今この別紙以降ではそのあたりどうされてるんですかね。 

0:10:15 レベルが送別すいません鉄塔読める中性子ながらはちょっと作ったんですけ

ど、そのｋｅＶって全国さんの言ったように必要なものに求めて、 

0:10:26 作るっていう観点でも、 

0:10:28 つくり込みを意識して作ってないのだと。 

0:10:32 今度ネットマークス再チェックして、そのため合併するっていう式で、 

0:10:38 この別紙分の 3整理しますし細分仕上がりの補足説明資料を整理したいと思

います。 

0:10:46 はい。規制庁、古作ですよろしくお願いします。そのときに、ここで補足すべき

事項と書いてあるものが補足資料の中でエラーバーのようになると、ちゃんと

した補足すべきっていう対応になってるのかっていうのが疑念が生じる。 

0:11:03 ので。そうならないようにちゃんとまとめてくださいねっていうことです。 



 

 

0:11:09 。 

0:11:10 はい、日本原燃の岸田でございます特に共通となるところですね骨格とあると

ころというの個別法に落ちないようにはい、当選した上でとこづくりを作成した

と思います。 

0:11:33 規制庁縦入れつつ、ちょっとお話出ませんされると思うんですけども点はまた

聞きたいと思うんですが、ちなみにいつまで 

0:11:41 モデル地下に入る前さっき 1点聞き忘れてしまったんですけど、共通 0－別紙

6 ってどんなスケジュール感で提出されるかってありますかスケジュールた別

紙 6だけスケジュールに書いてなかったような家イメージがあってペーシデロ

イトがある程度固まってからっていうのは認識しているんですけど、市長ヒアリ

ングナガイはある程度 1例示してもらわないと、結局、 

0:12:01 今回の申請として何示されるかっていうのに合わせてもしなきゃいけないかな

っていうところもあって、ある程度 1例をどっかで示してもらえればと思うんで

すけどそれってどれぐらいのタイミングで示さっていうですか。 

0:12:13 日本原燃の渕野です。今医者が少し復活してきた話してレジを幾つかつくれる

ん作らないといけないという話は認識してますと－16 ターンは共有できないん

ですけどあのスケジュールでは 20日、8月 20日までにというお話をしてるん

ですが、具体的に次なるのかというのはちょっと 

0:12:32 この 3年間の状況を踏まえて連休明けにでもお話しさせていただきたいと思

います。 

0:12:38 縦貫を 

0:12:40 経常たりですね、逆にわかったスケジュールが示されるということ認識しまし

た。それでは赤穂か防止か簿 

0:12:48 01以降のシリーズについて幾つか確認ですと、 

0:12:54 分かるやつよりもちょっと求め低下の認識確認したやつを先に聞ければと思う

んですけど、今回Ｓｓ等、青の 11で火災感知器の種類が拝聴し明示した図面

というのが－8資料が出されていた方が今までの下方の 

0:13:11 11 と 12かなほう合わせたものになるのかなというふうな気はしているんです

けど。 

0:13:17 この資料でちょっと一応確認させていただきたいんですけど。 

0:13:21 10日付の種類とかの話出て欲しいの話っていうのは前から書いてあったもの

がそこまで切られてないかなと思うんですか。 

0:13:29 1点確認で右下 10ページのところで名ＰＣされているところで一応確認なんで

すけど。 



 

 

0:13:37 この感知器のところの話で、また 2個の影響を受けない位置に設置する他社

交番等を設けるといった記載とか持てされてるんですけど、10ページの右の

一番下のほうで住宅の話は今回の申請じゃないからとりあえず消したのかな

と思いますけれども、移行の影響受けないとかの話っていうのは今回の試験、 

0:13:56 に影響しないっていうことでしたっけ。 

0:14:00 ていう表現のウチダでございます。すいませんこちら政治が別ねっと少しやや

こしくなっていて、混乱を生じさせてしまったと思うんですが、ここの（1）というの

はよと、通常火災感知器屋内につけるものが探知機のところを見ます。 

0:14:19 （2）目ぐらいにつけるようなものということで防水防爆型のようなものを言って

おりまして、ちょっと括弧未定機器がですね、 

0:14:31 一期 4行目から日光話というのは再掲しておりますので今回ジャメくなったわ

けではございませんで、逆にそうすると（1）と記載が駄目んじゃないかというと

こ席があるかと思いますが、所括弧 2の 1ページでですね（1）長期債と一般と

なるようなとこいっぱい面とか、 

0:14:51 すみません、消防法施行令で要求するような床面高さ 1.2ｍを監視しなさいと

いうところで括弧に読み込んでおりますので（1）の骨子という考えでございま

す。 

0:15:02 規制庁田尻です。要は（1）のところで炎感知器の消防法に基づく一般的な話

はとりあえず方案として書いた上で、（2）で屋外使用の炎の付加しようってほと

んど加えないと思うんですけど、この感知器の話のところで、今のお話にこの

話も書いていてっていうので、 

0:15:19 要は個人とこうでニコル影響受けないとかのところまで、（1）で共通のとして書

く必要はないかそちらから削って括弧 2 として今回の説明としてた必要なもの

のちゃんと絞った上で書いていて住宅の話は前から入れなかったので今回消

したような感じですか。 

0:15:37 はい。電池でございます。ご認識の通りでございます。規制庁田尻です意味は

あまり私はちょっと見え消しの意図がわからなかったので伊藤が今理解できた

ので伺いしました。で、当 11ページ以降から離れてちょっと具体の話になるん

ですけど、 

0:15:55 ちょっと待っ図面ところはマスキングなんだと思うんで 1、 

0:16:00 ちなみにすいませんあの流れない限りを聞きたいんですけど、割とポンチ絵地

区で書かれてるところも結局全部マスキングしなきゃいけないと思えばいいで

すかね。 



 

 

0:16:11 日本橋梁の近田でございます。大変申し訳ございませんなるべくですね等を

出ししたいというところでございますが、ルート 1 としては冷却水があと安全冷

却水にお客統合ですというスペックというか構造が渡ってしまうというところで、 

0:16:31 マスキング対象になってございますので、差別しですねそれだというと感知器

の図面の示せないでしょうというところがございますし、当時放出ページ 19ペ

ージのところにですね、 

0:16:45 はい。 

0:16:46 プラッツ冷却塔のですね構図は半ば前ような形でただ感知器の配置が当たる

ような方広島数させていただいたというところでございます。 

0:16:57 規制庁田尻ですが、19ページは全然意味がわかりましたやはり 20ページの

図があっていっていう 9ページに何が言いたいのかっていうのは意味はわか

ります決めな分野なんですね、 

0:17:07 和歌山って通りダクトの構造もあるのでどこまで示せるかというところがあるの

で 

0:17:13 できるだけマスキングしないようにっていうとこだけは心がけていただければと

いうところで、それでちょっと聞きたかったのか 

0:17:21 今回多分された地盤の影響を踏まえて右下 10ページのところでも書いてある

と思ってしゃべっても配置を踏まえてというところで今回感とか見直されたとい

うのは認識してるんですけど、これ斜熱盤の設計その他の外部火災のときに

もお聞きすると思うんですけど、今回のデモ固まっていると思っているだけそ

れでもまだ流動的な部分もあるんでしたっけ。 

0:17:41 もしくは流動的な部分もあったとしても今回の火災感知器の設置であれば、も

はやそこに影響を受けずに設置のことが説明できるからっていうことで、今回

の説明と思えばいいですか。 

0:17:53 人間の田中でございます。当社別盤の構造につきましては、現在の進行状況

といたしまして凸形自体については現在概要のほうは設けてしてございます。

それに対して各種の構造の成立性というところを今確認してございまして、 

0:18:11 例えば統括部風のほうは成立のほうはすでに確認は終わっております。いっ

ぱいいまちょっと単発で竜巻の地震についての方なんですけれども、ちょっと

直下地盤のちょっと話がございまして、今そちらについての確認を継続して実

施しているところでありまして、 

0:18:28 それの確認方法がですね 8月の第 4種へと 23の週ごろにそれが完了する予

定となってございます。以上です。 



 

 

0:18:38 規制庁田尻です。お洒落通番てしゃべるばったりで絶対的に耐震とか風とか

の評価しているＤＢ設計冷却塔の一体構造物とかじゃなくてそういう単体で評

価をとりあえずしているんでしたっけ。 

0:18:52 日本原燃田中でございます。今のところ予定を積載物とトミナガするような形と

して単体で評価を実施しております。以上です。 

0:19:03 規制庁たちにですね今て記載をして重量か流用だけ加算するんじゃなくて、単

体での課税の評価であるとか、私の評価をしているということですかね、今の

お話だと。 

0:19:17 日本原燃データーベースその通りです。 

0:19:20 結論でいいのは議論することがわかるように今、事実関係だけ把握しました。

規制庁、古作ですけど、田尻が聞きたかったのは、斜熱盤の設計が変わると

また感知器Ｂ 

0:19:35 なお、設計が変わり得ると。 

0:19:37 いうことの影響度合いってどんどこまでですかということだと思うんですけど、

耐震のほうで言うと、体制をさ熱盤の設計を変えるというよりは、3列盤の取付

ボルト、どうするかっていう話であって、 

0:19:55 斜熱盤自体の設計が変わるというふうには変更にならないんじゃないかなと

思うんですけどそのあたりいかがですか。 

0:20:07 文献のウチダでございますご指摘の趣旨理解しました差別盤の構造が変わっ

たら感知器の配置図をやり直しで今みてもしょうがないでしょうというようなとこ

ろだと理解しました。差別盤の構造についてはですねＴａｌｌ詳細別途というとこ

ろが、 

0:20:27 うんですけども構造が大きく変わるわけではなくてそれに対して換気はどうか

といいますとちょっとマスキングのところではございますので、ちょっとあまりで

すね 

0:20:40 そう説明できないんですが 20ページをご覧いただきますと、それぞれ感知器

がですね、役割を持っております。いろいろな形で当月を見るものと 

0:20:56 ケーブルトレイ高め飲み物オレンジ等、沿道興味のものを津波今回あの下げ

つばみたいな範囲でも早くというところでございまして、起こん会社別盤の設計

が変わったとしてもですねこのカードはそれぞれ個別につくってるものでござい

ます。 

0:21:15 商社の一番の中に出ているものでございますので、当庫いずれがですねカガ

っていうんでしょうねと変わっても基本的に配置はですねと変わらないような設

計にしております。 



 

 

0:21:29 本当にアメリカ側に注いだら国際ちょっと定例に耐震の評価だけだったら、取

付ボルトの径の変更とか残高の構造ほとんど変わらないと考えております。 

0:21:41 はい。規制庁不足です。大体のお 2人の説明でよくわかりました、ちなみに竜

巻の風荷重なり何なりっていうのも同じと思っていいですかね。 

0:21:54 日本原燃田中です。ええと風荷重についても同様でございます。 

0:21:58 はい、規制庁の古作です。わかりました。 

0:22:01 景気辺りですねいろいろ説明理解できた上で、ちょっと細かい話で 1点確認し

ておきたいんですけど、12ページの上の図でありますけれども、何で部隊の

説明は要らないんですけど、何か点線で書かれてるやつ、点線で書かれてい

る感知器等実施に書かれている感知器で何か意図がありますか 

0:22:21 ここにしたいのが右ＳＴＡＲ－済ところと、例えば左下の隅と言葉で多分試薬一

緒のはずなんですけど設置の考え方が多分微妙に設置台数の考え方が違う

というふうにかもしれないんですけど、どっか違う気がするんですけど、この辺

りって何が違うんでしたっけ。 

0:22:39 日本原燃の木田でございます。まずとご出席の二つ目、当社もですねカメラと

同じ過程についてでけど何か片方は大中てるよっていうお話でございますがこ

れが 

0:22:55 自然科学とは違うんですけども、監視する距離がですね、モットー斜めにつけ

た場合ですね、どうしても資格ができてしまうので片方は属性を見ることで、取

り組みのことで感謝日程等資格がないようにしているので、どこ。 

0:23:15 配置になっておりますので、最初にいただいたその点線と実線の違いなんで

すが、レイワすみません 3例的にですね、それは書いてないので、当委員会

にいただけなかったと理解したんですけども、 

0:23:32 これですね今回ちゃんと見えてるのかっていうのをお示しするために、左上の

絵と感知器とあとはＦとその近くで勝てる梁楕円ですね設置してる感知器実線

で書かれてるのは、四つあるんですけども。 

0:23:51 四つで当庫の一つの残余見れてますよとそれが直立耐震出るもので全部見

れてますよというのを示すための基本単位と実線で表しております。 

0:24:07 以上でございます。規制庁田尻です。 

0:24:13 単位っていう 

0:24:16 濃い色塗りされてるようなところとかそういうことでさちょっと基本単位でＮＲＣ

で。 

0:24:24 多分いくつか実施性のやつが一定そこから伸びているところだけはありと拡幅

塗られてたりますルートとは思ってたんだけど受けたら、ＰＣのいわゆるカガ個



 

 

別個別のやつで、どこの範囲を黄色のカバーしてるんですよとかそういう正し

いの絡みですか。 

0:24:42 それもウチダでございますここの理解の通りです来実線でやってるの実時間

程度のタイマーこの緑の線のものが出ておりまして、それを示すために示すた

めに使って、この円筒進んで表現しております。 

0:25:04 規制庁田尻です。伊藤はわかったんでちょっと見ていこうとは思うんですけど、

ちなみになんですけど距離の話をされたんでただ右下 13ページとかのところ

で工場の監視距離の最大とか実証試験で示したいとの距離とかを踏まえなが

らだと思うんですけど。 

0:25:20 この平面図って何かスポーツってどっかに書けますか、横寸法重課長距離の

寸法欄ですけど。 

0:25:27 だから細かく見ようと思ってないんですけど、多くどの範囲までいっていうのが

多分、距離が少し縮尺海底でもらえれば距離の考え方になっちゃって見える

かなと思うんですけど。 

0:25:38 日本原燃津田でございます承知しましたこの区域のところですね区域内心配

とあとは 1個で見てる代表のカメラについてどう監視距離はここまでお示しし

ますというのを書かせていただきます。 

0:25:54 規制庁田尻ですお願いしますそれからいただければある程度わかるかなと思

うので原子量としては認識しました。 

0:26:03 生協法のＸＩは今みたいなことは気でちょっとその次の資料を生かしていただく

んですけど。 

0:26:27 再処理のほうからということでカーボン－10のほうに行かせていただいてなん

ですけど。 

0:26:38 つまりこれ資料の見え方だけなんで 

0:26:43 では、右下の 58ページのところで採用だ重要設備の選定結果というのが貼ら

れていると思うんですけど。 

0:26:52 例えば別添 1のリンクを張る形になってるんですね、別添に取り組む発展でき

るような図面との臨空もどっかに見えるんでしたっけ。 

0:27:01 はい。 

0:27:03 日本原燃津田でございます。スポ申し訳ございませんこちらですねと別添向け

のリング金について現状見えない形になっておりますし、これはすいませんと

一緒にとそれぞれとリンクがとれるようにですねとてっぺんの対象とか、図番

のほうも埋め込みたいと思います。 

0:27:22 規制庁たら提出お願いしますでもう 1個が 



 

 

0:27:27 許可な混乱を来しているような気がするんで確認なんですけど、右下 10ペー

ジから安全上重要な施設の評価替えていて、これ自体はもとから許可からい

る既許可の整理しようと試みたもんだと思うんですけど多分今回タイトルに主

な設備とか出されたり、工認のやつを一部だけ追加されたりしているような気

がしていて、 

0:27:47 許可の整理を改めて貼ってるんだったらその整理で構わないんですけど、工

認になって、その細かなレベルまで書くんであれば、意識ある程度はっきりい

って欲しいと思うところなんですけど、今回この安全上重要な施設の表に関し

て、この火災の資料において改めて全部をつけようとされてるんでしたっけ。 

0:28:08 日本原燃津田でございます申し訳ございませんこちら結論から申し上げますと

いうことをもって戻させてください。戻させていただきますのですねこれ全体の

ご出席で当期最後のこちら 8ページという御リンクというところでですね、どう

も等名称合わせ 

0:28:28 それ以降と考えたんですけども、御指摘の通りだと思うが設備とかいって、一

部追加で一部追加しないというようなちょっと中途半端な形になっております

ので、国家については今の表で今回追加者ですが、安全機能臨港入ること

等、 

0:28:49 月立つことでリンクがとれると考えますので申し訳ございませんがこれは元の

形に戻させてください。 

0:28:56 規制庁田尻です。ここのころから示していた案自由党そこに関して最優先でど

うやってたっていう形のものでどっかのタイミングでこの安重の評価後任として

この赤い等も示されたんだけどそこは示してもらえばいいと思うんですけど、

今おっしゃられたように右下 58ページのところで安全機能のところで、この表

とのリンク 

0:29:16 形にしていると思いますし、設工認の説明者とのリンクを貼りたいんであれば 

0:29:23 多分今右下 22ページのところとか冷却設備とかのところの話を持ってこられ

るとしてるんだと思うので、そこと公開の設工認設備とのリンクっていう述べて

58ページのどこで張るんだったらはっていただければいいと思うので、 

0:29:37 何かこの設備この資料で議論をしたいんであれば意識付けてもらう日別に議

論しなくてもいいし、資料だっていうんだったらあんまりなんか見て無駄にいじ

らないでいただいたほうがいいかなと思うので、資料として何か。 

0:29:51 説明もしてないものが、説明もしてないので数個の資料で説明しようとしないも

のを勝手に期待として追加されると、何かいら議論有無だけだと思うのでその

点は考慮した上で資料整理いただければと思います。 

0:30:05 はい、厳密でございますご指摘の通り、これで十分表示可能整理するものじゃ

ございませんのではい。前回のものとさせていただきます。 



 

 

0:30:18 規制庁田尻です。ほぼ 10に関しては整理学の話だと思うんで綺麗に整理し

てくださいねというところが主なところで、引き続きまして等ハーブオオノ 

0:30:39 08のところなんですけど 0があっちへばＭＯＸの方がメインな気がするので 

0:30:46 競争の中で現在の体制をまた極洋等もあって積もってないところもあると思う

ので答えられない場合は時間のタイミングでも構わないので、その対応に説

明いただければと思うんですけど。 

0:30:57 右下の 8ページのところでなんですけど。 

0:31:02 前回ドアクローザー部のところの影響の説明を求めた結果これが出てきたん

だと思うんですけど、※書きのところわからなくてですね、ドアクローザー部を

除くとしてドアクローザー部じゃない部位を有することから内包する医療発火し

ない構造を有するものに変更して使用するで。 

0:31:18 変更すること自体は構わないんですけど、変更後のものっていうのがこの試

験との関係でどのような意図になるのかがわからなくて、変更後のものであれ

ば資金を満たしているのかそれとも改めて試験したものが例えばこの後の右

下 9ページ 10ページとかやると、最初試験でダメで、そこに関して行動改定と

いうのは、試験結果もらったり、 

0:31:38 得ましたという形になっていてこちらがわかりですけど、8ページのものば変え

ましたといって書いたものの結果がどうなるかっていうところに特に言及がな

い形になっているので、経常 10が発火しないというような話だけ出てこられて

も意図がわからないので、このあたりの配当。 

0:31:57 いやあの追加的な資料がまた別途入れるのかどのように説明されようとしてる

のかっていうのは今説明できますか。 

0:32:04 はい、日本原燃の津田でございます。ちょっとボックスの資料でございますが、

私のほうから説明させていただきますが、糖尿こちらについてですねご出席の

趣旨はがんばろう等を移動をですねと発火しないようにするっていうのはその

方針だけで、その結果とかもわからない。 

0:32:24 医療というところがどうだと理解しましたので、これはですね、結論から申し上

げると、9ページと同じような形になって来訪すごいでアリタしないものに変更

するというような形でそれの設問を追加させていただきたいと思います。 

0:32:44 規制庁たりですね心もに関しても示されるということで理解したので資料として

つけていただければそれで確認ができるという都市公園管理します。 

0:32:53 あと露点右下 11年でこれまでの資料の表示の仕方としてお願いがあるんで

すけど、あとはマスキングじゃないと思うんですが真に超えていると思うんです

けど、文字が多分なんかシャッターとか、右へレイワで書かれてるんですけ

ど。 



 

 

0:33:09 右下の 11ページに書かれてたりするんですけど、ほぼほぼ文字が見えなくて

ですね。 

0:33:16 高くなら読める文字で書いていただきたいなとちっちゃくシャッターとかなんか

が書かれてるのはわかるんですけど、何か写真文の中に白色のネームが内

浦浮かんでいるような形になっているので、何かいろいろ帰れなり、左側僕シ

ャッター読めるんですけど、右側のシャッター本体とかがほぼほぼ読めないの

で、 

0:33:36 わかるようにだけしていただければ良いとわかりますがこれ書いてあるんです

よね多分。 

0:33:42 原燃面でございますこれはやっぱのおそらく当庫部位を示したいノムラと思い

ますので、ちょっとこれはもちろん明確にさせていただきます。 

0:33:53 規制庁たりですねほか今後他もなんですけど、正確な名前書かれるんであれ

ば見えるようにだけしていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

0:34:06 はい、現存するございます。送気いたしましょう。 

0:34:09 規制庁田尻です。加工 06に生かしていただいてなんですけど、 

0:34:16 4ページで結構個別資料が変わっているとは思う五つなんですけど、2ポツの

ところで前まで中が切れるとかホテルで帰って椿邦子さんの文書にしっかり書

いてあるからそこでっていうことだと思うんですけど、とりあえず整理としてなん

ですけど、前までは秤量第 1表に書かれてるやつで、難燃性材。 

0:34:36 とかそういうのも書かれてなかったとこに関しては、基本的に触れ合い材料を

用いて医薬衛生材料や公園にて品を使いつつ、そうできないものに関しては

難燃性材料ですと難燃性材料にしたときの説明として、2ポツ単独で①から③

で文書の追加的な対策として①から③が書いてあると思えばいいですよね。 

0:34:59 はい、日本原燃の内田でございますご認識の通りで結構ご認識の通りでござ

います不燃材の資料に対して等コーティングですね具体的にはこちらについ

ては、市の使えないので、当金庫原則難燃確認者が燃え等でいくというような

ところを今回補足さ。 

0:35:19 でいただいて、修正させていただいております県庁田尻です。その場合、右下

4ページのところで、上から 5行目 4行目からむしろただし書きが書かれてる

と思うんですけど、代替材料の使用が技術上困難な概要については表面にコ

ーティング剤等が塗布されるものが存在するかっていうところは、 

0:35:38 ここは軟難燃性のコーティング材等々認識すればいいですか 

0:35:44 いきなりコーティング剤等と書かれると粘性とっものもすべてこれで読めてしま

うので、後ろブース要は 



 

 

0:35:51 普通は羽を用いるようにしますとか多分最初の 3行で書かれた上でただし書

き。なので、誰かに限定して帰っていただいたほうがいいと思うんですけど、先

ほどの説明だと難燃性材料の原則という言葉も含めた気がするんですけどそ

のあたりというのはこの文章をどうなるのですか。 

0:36:07 日本原燃の津田でございますこちらの難燃性を確認してという文章が追加さ

れることになります。規制庁田尻ですね、それが担保この辺基準として担保し

て話になる気がするんで行きたいとしてしっかり書いていただければと思い。

よろしくお願いします。 

0:36:24 はい、現地でございます承知いたしました。 

0:36:29 規制庁田尻です。あっと起こっているのが、そうか。 

0:36:38 それでちょっと 1個飛ばしてしまったんですけど、下部の 09時間してこれずれ

が貼られてるだけなんで、どこまで言うつもりもないんですけど。 

0:36:47 これもマスキングされて右下 12ページのところで確認なんですが、 

0:36:57 図面書いて 

0:36:59 マスキング箇所のところで 

0:37:03 Ａ系とＢ系のところが書かれていて、ここに関しては、系統分離とかの話とし

て、区画とかの説明としてはどのようになるかはちょっと理解できないところが

あって、 

0:37:17 要は大きな火災区域が一つ書かれていてそこにＡ系とＢ系があるものがそれ

ぞれ今回するような形で書かれてると思うんですけど、この協会みたいなとこ

で火災区画でやるわけではなくて系統分離対策だけが取られるんですかね、

ちょっと離隔距離でやってるから関係ないとかですか。 

0:37:34 日本原燃の土田でございます当然これを閉めちゃったら別途担当者から訂正

をしますが、これはですねと、実は私も確認したところでは系統分離対策はと

られるので、これは特段区画を書いてないというところでございます。 

0:37:55 規制庁上出です。当系統分離対策のときなんですけど、その火災区画自体が

系統分離とかを考慮してＨたりする隠したりするようなイメージもあるんですけ

どそことの関係でちょっとどういった位置付けでこれが書かれているのかの 

0:38:11 帳対策のために離隔距離をとった場合に価格っていうふうに言ってなかったり

することもあったりはすると思うので、継続に対策の 1階、123があると思うん

ですけどそことの関係で、ここのズレがどういったりとかだけのどこかのタイミ

ングでのページに今回担当の方はおられないかもしれないです。 

0:38:27 ほかのところはある程度なんか区域とか区画で組み立てるような気がして説

明わかりやすいんですけど、ここのちょっと意図がわかりづらかったので、どっ

かのタイミングで補足して説明いただければと思います。 



 

 

0:38:39 日本原燃重なりますはい、安藤さんに伝えて切土から説明させていただきま

す。 

0:38:44 規制庁田尻ですとか棒としては最後なんですけど、過去の 01に関してなんで

すけど。 

0:38:50 当社ちょっと前回ヒアリングでどこまで指摘したか覚えてないんでちょっと確認

も込めてなんですけど、許可のときからビーマ表現とかを変えたりしているとこ

ろの意図を聞いた気がするんですけど、その結果がどうだったかちょっと覚え

てないところがあって、ちょっとそれも担当られない可能性があるので、何か逆

引きづらいとこもあるんですけど。 

0:39:09 こっ今回無理であれば、また改めてトミナガ別に移行時間がかかる話じゃない

んでどうやって作ったんでしたっけっていうだけなんですけど。 

0:39:21 現金でございます申し訳ございませんが、こちらについては別途担当の方から

説明させてください。規制庁田尻です。の許可ほとんど整理がついて話なので

改めてどこではないので次回で大丈夫です。 

0:39:37 火災の資料に関して規制庁側からほかに何かございますか。 

0:39:43 原電側から確認した事項等ありますかそこまで大きなという話でもなかったか

なと思ってはいるんですけど。 

0:39:53 日本原燃津田でございます原燃から入ったのが御確認いただいたところにつ

いてどこそれから戻す等はございません。 

0:40:04 規制庁田尻です。かこうとかで今日ちょっと例えば倒れられなかったやつに関

しては 

0:40:11 ほかの資料とかの病院機能しなきゃいけないものがあったかと思うんで何か

の次のタイミングでいいのでヒアリングまたセッティングしていただければと思

うのでよろしくお願いします。 

0:40:20 日本原燃稼げますありがとうございます。本日はどうもすいませんでした。よろ

しくお願いします。 

0:40:25 規制庁谷です。それは外部火災の方に移っていただければと思うんですが、

原価を割っ体制と、もう人おられるっていう形だっけ。 

0:40:35 はい。本年度の呼び名です、外部火災の方、人そろっておりますのでこのまま

進めさしていただきます。参加者の方につきましては／以降でお話させていた

だきましたので省略させていただきます。本日の資料なんですけれども、 

0:40:52 おっきな今までのコメントをですね、修正したものになりますんでそん中でも大

きなところとしまして、別添 12 という形でですね、使用料への展開という形で、

その考え方を新たに入れてございます。 



 

 

0:41:10 で、その上でですね三つほど過去お断りしなければいけないことがあるんです

が、今先ほど言いました別添 12なんですけども、その中でですね仕様表も分

子量としましてとり方取り方つけのこととしております。 

0:41:27 で、例えばその 157ページなんですけども。 

0:41:34 取りかえ取り方ということで今ここに記載させていただいているんですが、ちょ

っとまだ記載が不十分かなというふうに思ってございます。今そのものです

ね、今までこれあの離隔距離表として出させていただいたものをそのまま続け

てるんですけども。 

0:41:51 これまでの経営示したものというのはあくまでその設計の考え方を示すものと

いうことで記載させていただいてたんですが、ここに示すものというのはその設

計を受けてですね、とそん範囲がこれでいいかというふうな根拠として押さえる

べきもの、 

0:42:11 ということなので、例えばこの今 157ページに、すいません 157ページにちょっ

と表示してもらえますか。 

0:42:23 はい、えっと 157ページでですね見ると、その必要離隔距離というのが、その

板厚を中心に書いているので、かなりですね長ほかの重複してる記載がいっ

ぱいあるのでですねそこは封水ポンプに統一するというふうな 

0:42:40 形で今変更することを考えてございます。 

0:42:44 これが一つ目であと二つ目なんですけども、ｉｎｃｈですね経営じていいますと

15ページになります 15ページ開いていただきたいんですが、 

0:42:59 その下のほうでですね、下ですね。 

0:43:05 はい、今、下線部でこの使用表に書いたことを補足するというか補足するとい

うかそこの説明として追記をしてもらいます。で、こちらですね最終的に別添先

ほど順の中でこの下線部ついた部分を入れたんですがそれがちょっとこちら

の 

0:43:25 それから結論はそのまま残ったものを提出してしまいましたのでこちら正しくは

削除になります別添 12のほうで記載させていただいております。あと三つ目と

しましては、先ほどお話がございましたように、耐震評価の結果がまだ、はい。 

0:43:45 ておりませんで耐震も高い結果が出ましたら、この資料の別紙 2の中で追記

するというふうに考えてございます。補足させていただきたく内容は以上となり

ます。 

0:44:04 規制庁の田尻です。規制庁側から確認等ありますか起こさ実際お願いしまし

て超過ですはい今の別紙 2位の耐震の話っていうのは、今、別途実施してい

る耐震評価の結果が出てきたらここにどのように書かれる予定でしょうか。 

0:44:24 今、 



 

 

0:44:30 ディー・エヌ・エーの笹森でございます。 

0:44:35 加熱盤に家財ますのでちょっと今考えてる最中ではございますが、例えば 180

ページにですね、社名通番に関する項目がございますので、この中に簡単に

耐震だとか竜巻の計算結果をお示しして、 

0:44:52 問題ないことをシミズも一つの案かなというふうに今現在考えているところでご

ざいます。以上です。 

0:45:00 規制庁かれるする処置しました。ちょっとそれはまた出てからということで、ちょ

っと今話にもありました通り、この別添 12の項が今 

0:45:11 まとめたいというところでまずはこちらから 

0:45:15 確認させていただこうと思うんですが、 

0:45:19 まずですね 152ページ目母子約 52ページ目のところで、 

0:45:25 （1）とか、あと 4（2）疾病も大臣認定の 

0:45:31 使用表に注記で記載するというふうにまとめていただいているんですがその

下、そこの説明がですね。 

0:45:39 大臣日程番号がどこかで担保してるのかっていうことをしっかりここで説明し

て、 

0:45:46 もらって、かつ使用表にどのように、表現していくのかっていうところをちょっと

議論したいなと。 

0:45:52 思っていますので、今、例えば使用表の中に下の利益まで大臣認定の範囲内

になってしまってるんですが、下の立体大臣認定の範囲はなかったですね。 

0:46:07 日本原燃の坂森でございます。大臣認定の取得表なんですけど、別添の中に

ですね、下の 2材も記載されてございますのでそういった意味でダイヘンで孫

の中には明日の委員会も記載されてございます。以上です。 

0:46:26 通帳からです。別添というのはあんでしょ。 

0:46:31 表現のさ鴨居でございます。すいませんちょっと説明が不足しちゃいましたここ

で交通の印鑑が押された本市とですねそれにひもづく詳細を引き被災した別

添という資料が二つ。一つ、 

0:46:46 バツでセットになっておりまして、そちらの別添のほうにですね。駐在また以下

と相当ですねあと下塗り剤Ｐｕものの記載がございます。以上でございます。 

0:46:58 規制庁のほうからです。もしかしたら委員もこの認定を受けたっていう範囲の

中に入ってるということなんですね、うちの中身をリファー無理っていうのは、 

0:47:07 どうどういう扱いになってますでしょうか。 

0:47:10 日本原燃の笹森でございます。下塗りのほうは記載がございまして、中身は

ねのほうは記載がございません。以上です。 

0:47:20 うん。 



 

 

0:47:22 規制庁かで下塗りのパワポの仕様書の下の注記に書いてあるような感じでも

まあ動いてるところには入ってくるということで、 

0:47:32 ただですねなく他に 

0:47:36 説明読んでパートです。 

0:47:40 地元どこまでの範囲を超え、ここの 

0:47:44 中期で担保するかっていうところがもっと広く、 

0:47:49 はい。よろしくてまず事実関係として、この人ペーパーもっていうのは何を認定

されたものなのか、どこまでにされたものなのかっていうことで、この資料 1の

中でそれをどのように使っていくのかということを 

0:48:06 をもう少し丁寧にバリアをいただきたいなと思ってるんですがいかがでしょう

か。 

0:48:20 日本原燃の笹森でございます。ご趣旨理解いたしましたので大事に点どこま

で担保はとれているのかを踏まえてちょっとして記載するようにもうちょっと丁

寧に書きたいと思います。以上でございます。 

0:48:35 規制庁化ですよろしくお願いしますプレートと今のとも関係するんですけど。 

0:48:41 153ページ目通し約 53ページ目 4（1）の下のりなかったり上塗り出ていました

塗りのことは、人てれば物の方で担保されるということで、中のリファレンスの

ほうは、資料表上では書かないというような整理になった。 

0:48:59 Ｌなってるということでこれ結局、本文では触れないと担保事項に移らないって

いうような整理に今なってるということですがそういろいろ記載ですぱ 

0:49:11 日本原燃の笹森でございます。耕種ご認識の通りでございます。代理認定番

号 2で物をですね中の 1たん合わないっていうのが書かれていないように、

内には表してると思うんですけれども、こちらのほうは取材耐火被覆のですね

ほぼ目途としての役割を担っている。 

0:49:29 でございますので断熱性能というのは期待していないという面がございますの

で、こちらのほうは、我々のほうでですね施工管理の方できちんと募集要領を

定めて管理していきたいと考えてございます。以上です。 

0:49:45 規制庁かですね定数そのものを担保しないと、設工認上担保しないというよう

な扱いになるんですから、 

0:49:55 本当に言っていなくても大丈夫かっていう観点で、そう。 

0:50:02 書いたほうがいいとツーツーに考えてしまうんですが、なぜ担保しなくていいと

いうふうに思われてるんでしょうか。 

0:50:14 日本原燃の坂森でございますこちらはですねちょっと携帯メールとして正しい

のかどうかわかんないんですけど屋外設備のですね、棒錆対策に搭載ってい



 

 

う広く施すと思うんですけれどもそれも防災するっていう役割だと思っておりま

す。 

0:50:33 中の理由は何もですね取材を保護するっていう役割でくくってみたら一緒のイ

メージかなと思っておりまして、そういう意味でそれらの防災対策の塗装等が

使いをしてもいいんじゃないかというふうに考えている次第でございます。以上

です。 

0:50:50 規制庁からです。名前等主旨理解したんですが、 

0:50:57 例えば、 

0:50:59 使用前検査なんかで耐火被覆主催だけがむき出しに売られているような状況

でも、 

0:51:10 別途設工認上工事社長がＯＫになってしまうっていう状況なんですね、それは

やはり外部火災の観点から、それで本当にいいのかという。 

0:51:25 条文適合という観点ではちょっといいのかなという感覚がありまして、 

0:51:31 かぶってされればいいといえるところではあると思うので、例えば工事の方法

とかなんか、 

0:51:39 と記載したほうがいいと考えているんですが、いかがでして規制庁の古作です

けど、外部火災というよりは、耐環境性という広い目で見たときに、先ほど言わ

れた屋外設備の母材影響とかも含めて、 

0:51:55 方針としては宣言してないと、外部事象 

0:52:01 対環境性ということでの設計方針としては不足してるような気がするんですよ

ね。そういった点で不足防止として塗装しますみたいなところは一部設計方針

で書いてあると思うんですよ。 

0:52:17 なので、仕様書ではなくてもいいと私も思うんですけど、設計方針としては読め

るようにしておくおかないと、全体としておかしいんじゃないのかなと思ってまし

て、その間その意識が今カガいたように、本当に関わっていいのかなみてのこ

とになってると思うんです。 

0:52:35 別なので今例示された母材の保護でといったやつも含めて、耐環境性を宣言

するというところについて改めて原燃で整理をしていただきたいと思うんですけ

ど、いかがですか。 

0:52:57 日本原燃の森本です。すいませんあの耐火被覆としては膜厚を管理していく

っていうことを我々として考えております。それが減らないようにですね上塗り

等の中のＲＩという形をしていくので、こちらは財産保護の観点で、これも昨年

財産保護ではありません。 

0:53:17 耐環境性は技術基準適合として必要です。 

0:53:22 わかりました。時さんのほう検討させていただきます。 



 

 

0:53:28 規制庁課です。ありがとうございますよろしくお願いします。 

0:53:32 続いて、ページ数が 

0:53:36 平成塗色 53ページ 3－（3） 

0:53:41 広範囲の部分もやっぱりちょっと不足していまして、 

0:53:49 もちろんそれと紐づくというのはあるんですが構造の例えばどこどこの面まで

抜け今全面出るというふうにしていたり、 

0:53:59 もう火災のあさぎりから影響を直接受ける部材はすべて解消するとか、そうい

ったところにやっぱり今表現できてないっていうところが 

0:54:10 ありまして、これが 

0:54:15 町長の説明文でもちょっとわかるようにしていただくとともにやと、やっぱり基

本設計方針でしっかり、そういう工賃を散布していっておいていただけると塗

装範囲っていうのがしっかり示されてるなと。担保できてるなんていうことがわ

かると思います。 

0:54:32 今その基本設計方針こんなこと書く予定が 53ページ目の（3）、下のポツで、 

0:54:39 少し変えているんですが、その辺、もう 

0:54:43 今言ったような話で整理ついてますでしょうか。 

0:54:56 少々お待ちください。 

0:55:16 。 

0:56:00 わかりました。 

0:56:04 はい。日本原電の森本です。もうすいません時間はかかりまして、ＴＨＡＩ回復

の施工範囲につきましては、ちょっと最初から読み上げのよりもですね、一

時、1時間耐火の大臣認定の後ろからちょっと記載させていただいておりまし

て、 

0:56:21 耐火被覆を離隔距離表に基づき施行すると、こちらの表ですね、Ａのほうにち

ょっと入れさせていただいていただいてですね。 

0:56:29 施行するということを明確に記載させていただきます。データや耐火被覆の施

行対象としては改変直近の部材はすべて対象としというふうな記載させていた

だきまして、さらにですね輻射強度を受ける部材については、 

0:56:46 2×表に基づき設計範囲を規定するという記載をちょっと考えております。 

0:56:52 日本原燃の蝦名です。ちょっと補足させていただきますが、今ちょっと画面共

有させていただいたのは本日提出の別紙 1の記載となってございます。以上

です。 

0:57:03 規制庁仮定する処置しましたので、今の中で前面に塗装すると、部材の徒歩

受熱面だけでなく全面舗装するという部分は、 

0:57:15 今、記載がないっていうことです。 



 

 

0:57:20 申しわけございません。確かに読み取れないですね、申し訳ない。もう少し記

載をちょっと補足いたします。 

0:57:26 規制庁川です。その部材に対してどういうふうになるかっていう部分もちょっと

補足していただきたいと思います。 

0:57:33 かしこまりました。ちょっと今気になったんですが、許容温度は低い部位につい

ては熱盤等の対策を講ずることによりっていうふうに書いてるんですが、 

0:57:44 支社別盤等の対策を講ずることの理由は、許容温度が低い部位っていう 

0:57:52 ことで内整理で、今まで基本的考え方のほうをまとめたまとめてくれていたと

思うんですが、 

0:58:02 ちょっとそこがありませんか。 

0:58:04 日本原燃の坂森でございます仰ってる筆頭理解いたしました社名つばを求め

て設置するっていうのははいか訂正が直接乗れない部位だとかそういうところ

に塗装するって、今まで説明してきたのにも、 

0:58:19 かかわらず、ここの記載がちょっとそうなっていないっていうそういった御趣旨

の指摘だと理解いたしましたが合ってますでしょうか。はい、規制庁課でその

通りです。 

0:58:29 日本原燃の坂本でございます。 

0:58:32 記載のほうですね適正化させていただきたいと思います。申し上げればござい

ませんでした。 

0:58:39 規制庁返すよろしくお願いしますちょっとと範囲の話に戻りまして、資料表のほ

うへ注記で書いている部分が委託調理に基づくものをというふうに 

0:58:54 結果いただくんですけど、ここで後はどこまで 

0:58:57 ＡＴＥＮＡに書くかみたいな部分もあったのか、これが開発直近のところも読み

取れなくて、ｃａｕｓｅ残っていくとかいう貯金が塗ってあるけど、基本設計方針

に書いてあるなと思っているちょっとステップを踏んでしまうのでからちょっとぐ

らいであれば、 

0:59:14 ここに 

0:59:16 使用表の注記にちょこっと書くんだけれども、大分わかりよくなるのかなとは思

うんですが、 

0:59:23 その辺またご検討いただければと思います。 

0:59:29 です。日本原燃の森本です。かしこまりました。記載の形でですね、ちょっと検

討させていただきます。 

0:59:36 規制庁の古作です。今こん関係になるかと思うんですけど、160ページのその

離隔距離表の中には必要離隔距離 0 メーターっていうのが書いて、 

0:59:50 あるんですけど。 



 

 

0:59:53 これはどういう意味になるでしょう。 

0:59:59 日本原燃の斎藤でございます。 

1:00:02 こちらあの必要離隔距離を 

1:00:05 部材ごとにを解析して求めております。こちらの 36ｍｍの板厚で必要離隔距

離がゼロという意味はですね、36 ミリな部材の厚さがあれば、専門職秒間に

わたってですね。 

1:00:21 直近の改編があったとしても、頂部策ですとか 1000 

1:00:25 計算結果はそういうことだというのはわかるんですけど、火炎直近は塗るとい

ってるのに、ここで 0 って言っちゃうと、 

1:00:34 離隔表に基づきといったところでバッティングしちゃうんですけど、そこを何をど

う考えてくれかけられましたかということなんですけど。 

1:00:45 はい、日本原燃蝦名です。すいません。こちら先ほどちょっとポイントで御説明

しました通り、今設計のですねプロセスを考え方を示すために、今までつけて

やってそのまま続いちゃってるので。 

1:01:00 今みたいな話がまだ反映されておりませんで、そういった意味で言いますと直

近の部分っていうのは塗るっていうことになってますんでええと離隔距離 0っ

ていうのはこの表の中からは必要なくなるというふうに考えてございます。 

1:01:17 はい。以上です。はい、規制庁古作です。そうだと思っています。そうすると、

直近は塗るといったところの直近ってどれぐらいの範囲っていうのがここの部

分に表れてくるのかなと思ってますので、 

1:01:32 また整理をして提示いただければと思います。 

1:01:38 はい、蝦名です承知いたしました。 

1:01:42 機器調達利率一点お聞きしてみたいんですがＪＡＸＡ強制はブレースいるじゃ

ないですか。あれ。 

1:01:49 何か鋼材じゃないと思うんですけどあいつって許容温度とか供用ってどっちで

設定心理的、 

1:02:01 あれば、規制庁田尻ですねＡＲＥＶＡあくまで外側だけの評価で打つから中が

どうなっても大丈夫だから、なかなかにモルタル。 

1:02:24 トナミの田中でございます。今の御質問の趣旨といたしましてはとそへ案た座

屈拘束ベースの項が大会対する評価をどうしているとかっていう質問だと理解

しました。その上でなんですけれども登用、 

1:02:41 と座屈高速バスに対して塗装を施し程度それぞれの外表面の口座に対してソ

レノイドは何度になるかというような評価となって、現在行っております。以上

です。 

1:02:53 規制庁田尻です。 



 

 

1:02:55 それは外ば持てばもういいからっていうことになる時期がいつ外側が鋼材で半

ばモルタルでセメント系のコンクリだと思うんですけど、許容温度とかの考え方

でいうと、半ば持たなくてもあいつは外側だけ持っ程度一応させる機能が残る

っていうことになるわけ。 

1:03:15 日本原燃田中でございます。一応外側が外観がめている場合と中の芯材とこ

ろも、もうちょっと考えておりました座屈公職ベースの構成といたしまして、その

中に震災があって、それの周りをもらった上で囲ってそれを積み込みように円

筒オザワでそれを囲っているっていう 

1:03:35 状態となっております。外観のほうへ等に塗装を残すことによって本土の上昇

遮って、ことでｔｏｎどう持つということで、と中之島とそれでもつでしょうというふ

うな考え方となっております。以上です。 

1:03:54 規制庁田尻ですメジャーばっかりしたり単にあの厚さとかもそういったところも

いろいろな使い分けたりされているんで、一応坑道とかいうところをしながら整

理されてるっていうことで取り返しました。 

1:04:07 規制庁古作ですけど、今の点で言うと、座屈拘束ブレースをそういったところで

功罪やつだけで、 

1:04:15 評価できないところがあるんですけど、膜厚設定をどうするかっていうのが多

分立ち入りがよくわからなくなってるとこだと思うんですけど。 

1:04:24 どうなってます。 

1:04:38 少々お待ちください。 

1:04:49 そう。 

1:04:50 日本原燃取らずまたずいたしました。今のご指摘用途としての高圧に対する

御指摘だと理解しました。塗膜圧に関しては野党設備に対して一律で決定して

おりましてどうも等ございません。に対しても 

1:05:07 必要な量の膜厚さえ確保できれば温度を今度耐えることができるような設計と

なっております。以上です。規制庁クサマです。その意味では、ごめんなさい。 

1:05:19 設備 2の中で板厚が一番薄いものでも対応できる膜厚を設定しているので、

ブレースについても同じその膜厚でやってれば大丈夫ですっていう説明 

1:05:31 ですかね。 

1:05:33 日本原燃田中です。説明がつかなくて申し訳ございません。その通りでござい

ます。 

1:05:41 規制庁個社ベースでそうだとすると、その一番水板厚と言ってるのは、 

1:05:49 1ｍｍぐらいだったと思うんですけど、それ抵抗座屈拘束ブレースの円筒の板

厚 

1:06:00 より 



 

 

1:06:01 薄いですか。 

1:06:06 ヤマダあんまり意味のないように議論してるんですけど、 

1:06:11 有珠モルタルを入れるの仕切りなだけなので、そんなに厚くないような気はす

るんですけど、一方で、でもその先にモルタルですしいていくこともあって、そ

れだけで、その円筒が温度上がっちゃ困るのかっていうとそうでもないような

気がするんですけど。 

1:06:30 そのあたりどう考えてますかっていう 

1:06:33 ことですかね。 

1:06:37 日本原燃田中でございます。託送公職ベースの円筒管につきましての厚さは

申し上げてちょっと今手元に資料がなくて、いろいろなんですけれども、熱さが

確か 6ｍｍなので、人さ一番薄い部材の厚さよりは、暑い状態となってござい

ます。 

1:06:56 以上です。規制庁古作ですわかりましたそれであれば厚さとしての論点はなく

なるかと思うので、それも読めるようにしておいていただければと。 

1:07:07 思いますんで一方で座屈拘束ブレースを設置する場所、 

1:07:14 防護版を設置してたりするような気もするんですけど。 

1:07:21 そういうそれでもんるんでしたっけ、それは直近だから見るっていう発想でいる

ってことですかね。 

1:07:29 日本原燃田中でございます。えとおっしゃる通り貯金だから塗ることとしており

ます。あとえと弱そこん所ベースのオザワにつきましては当竜巻の向上といた

しましては、内張りのネット配置してございます。以上です。 

1:07:46 規制庁不足ですわかりました内張りネット設置の場所だと当然輻射をかかっ

てきて、特に外周面になるので、直近ということで一律にこうなってるってこと

ですね。 

1:08:03 了解しました。 

1:08:04 規制庁あたりで次なんですけど、防護板って部分でしたっけ、側面に幾らか何

かということで防護いただいたりすると思うんですが、或いは塗らないわけ。 

1:08:20 日本原燃田中でございます。当防護板につきましては、当塗装に対象となって

ございます。以上です。 

1:08:28 きちっと会長から理解しました。 

1:08:31 219ページに今回防護板のどこに塗装するかっていうのもつけてもらっている

ので、そこにあります 100 

1:08:43 20 

1:08:44 119、 

1:08:48 水分最後。 



 

 

1:08:55 規制庁から資料見ます。ありがとうございます。 

1:08:59 うん。 

1:09:03 規制庁化ですと話しよろしければあと指標関係で斜熱盤の扱いっていうのをち

ょっと考えなきゃいけないというふうに思っていまして、こちらをどういうし、 

1:09:15 整理にするとかなんか減額がありますでしょうか。 

1:09:21 日本原燃の笹森でございます。斜熱場はですね単体ではあの防護対策として

は成立しないというふうな位置付けになってございますので、もう対策として最

終的に担保するの耐火被覆だと考えてございます。そういった意味で斜熱も

今のところ、 

1:09:38 起債対象にはならないというふうに考えてございます。以上です。 

1:09:45 規制庁かですね、基本設計方針のところではそういう防護対策として、どういう

ところで耐圧版を使うかみたいな話は当然するとして、ベースとそれで終わり

と。 

1:10:01 いうのは、 

1:10:05 外部火災に対する防護の条文適合という観点で大丈夫なのかっていうところ

はありますが、今の設計だと全部、3の中原動機エアに原則に、 

1:10:21 同じような設計を避けますよね。 

1:10:25 はい。 

1:10:31 かえってますし、日本原燃の笹森でございます。申し上げるのはちょっと御質

問の趣旨をちょっとよく理解できなかったのでもう一度お願いしてもよろしいで

しょうか。 

1:10:41 はい、規制庁からです。冷却塔の 

1:10:45 資料表として、 

1:10:54 例えば、外部火災対策として今耐火被覆食う空け替えてあるんですが、 

1:11:02 原動機とか、もうスペックは、前回、 

1:11:06 来ますしそこに 

1:11:09 何かしら 

1:11:11 外部火災に対する担保事項としてそれ妻も使いますよということを 

1:11:16 示してべきではないかというふうに考えていましたが、規制庁方策です。ちょっ

とあの頭の整理をするとですね、基本設計方針で、まず、 

1:11:28 こういうところには斜熱盤を受けますっていうことは言われて、 

1:11:32 一定、 

1:11:34 なので、 

1:11:36 原動機なり何なりっていうのは、 

1:11:39 ある程度方針としては見えると思うんですけど。 



 

 

1:11:43 それが具体的にどういう設置をするのかっていう使用表として何らか示す必要

があるのではないかっていう 

1:11:53 コメントということで、火災ですかね。 

1:11:56 はいその通りです。 

1:12:00 規制庁の古作ですねそうすると、まずは謝絶版の寸法とか、配置っていうこと

とあと差別版に耐火被覆をするっていうことだと思うので、そういったところの

構造として説明が必要かどうかと。 

1:12:19 いうことなんですけど原燃でどう整理してますか。 

1:12:27 やっぱ売り上げの定めてございますすいませんちょっとまだそこまで検討を深

堀ができておりませんのでちょっと持ち帰り検討させていただきたいと思いま

す。以上です。 

1:12:41 規制庁課です。検討されるということでよろしくお願いします。 

1:12:46 使用表関係、この別添 12関係は、私からは以上なんですが他何かをその言

語規制庁がお気づきの点等ございますでしょうか。 

1:13:05 生協、大川です。バリバリね後ちょっと別途技術的な論点で少し幾つか確認さ

せていただきたいんですがあまり時間もないことです市立高校フォローがまで

に資料のほうに反映していただければなというようなとこ削減イコール 2日 

1:13:25 そうさせていただきますと、まず 4ページ目からの本部の上からＣのところな

んですが、 

1:13:34 2ぽつ（3）兼ね備えちょっと見ていただくと。 

1:13:43 橋梁温度が整理されてるんですが、建屋だけちょっと事資料全般なんですが

整理がしっかりできてなり、状況にあります。今ここで許容温度に対して設計

方針的なことは書いてあって、 

1:13:58 サトウのバックと当然ながら許容温度を超える領域とか、どんどん出てくるん

ですが、この資料をちゃんと全停もなく読んでると思う安全機能を損なわない

損なわない領域を超えるみたいに読めてしまうような 

1:14:15 状況になってるんですね、なんでちょっとそこの建屋の部分ってちょっと議論か

ら外れていたところもあったんですが、しっかり 

1:14:24 航空機墜落火災でどういうこれから共用温度はここなんだけどちょっと超えて

しまうところもあってそれでも安全と安全機能守りますっていうようなことをちゃ

んとしっかり着目して論じていただきたいんですがアリタがでしょうか。 

1:14:42 うん。 

1:14:45 日本原燃の斎藤でございます。おっしゃる通りの 2ポツ目（3）の交通だと思う

んですけども、建屋の記載ですね、もう少し充実させてですね、建家の温度は

超えるけれども、問題がないということまで読めるように、 



 

 

1:15:02 記載いたします。ありウエムラです。すいませんちょっと補足させていただきま

す系統／充実させるというよりは、今の記載だと単純に許容温度を超えてしま

うように見えるので、ちゃんと丁寧に説明した上である部分は、 

1:15:19 その現象どう超えるんだけども、安全機能はちゃんと担保できますというふう

なのが見えるような記載に修正するということで理解いたしました。 

1:15:30 はい、規制庁からです。そういう意図でこのとしてありますので、しっかりまず

は考えて何も期待すべきかっていうことをしっかり検討いただいたりしていただ

ければと思います。 

1:15:42 続きまして、そのあとの 4ページ目（4）の辺り。 

1:15:51 例えば知り、 

1:15:54 耐火とそろわというところが前面に施工することを基本とそれが明らかに輻射

を受けないと判断できるメンバーは施工対象外とするとか、幾つか明らかに輻

射は受けない限定施工しているところも結構ある。 

1:16:08 思っていてちょっと整合してないんじゃないかなと思います。 

1:16:13 いかがです。 

1:16:21 日本原燃の坂森でございますすいませんこちらの趣旨の意図としましてはで

すね、例えば防護版ノムラだとか支社別盤ノムラといったそういった板関係の

裏を裏面をちょっと一考していたんですけれども、ちょっと紛らわしいのでもう

少しそれがわかる表現に見直すさせていただきたいと思います。以上です。 

1:16:42 規制庁可能です。はい。そういうところだと思っておりますので今それから表現

できてませんので丁寧に組織の補足いただければと思います。 

1:16:53 続きまして、9ページ目 4.3（3）なるんですが、 

1:17:01 記 

1:17:05 この支持構造物で、先ほども触れました離隔距離表というのがありまして 0、

こちらがですねずっと離隔距離というふうに表現しているんですが、 

1:17:17 3行目カッコ 3の 3行目で、いかにか距離というと、これがすごく紛らわしく得

る議論を呼んでいるようなところもあります審査会合でもう少しだぶりピーニン

グみたいな感じで、 

1:17:31 受け取ってしまって刈羽 2が少しずれたところとかもありましてこれ必要離隔

距離というふうに表現してしっかりペーシって何説明して定義づけするだけで

大分その辺をダンプによる的なところはなくなると思うんですが、 

1:17:48 今の時つっぱりとの離隔距離等あと部材も考慮したような離隔距離等、何か

混乱するような状況になっていると感じていまして読んでいっても 1個の離隔

距離はどっちなんていうのはよくわからなかったりするところもありますので、 

1:18:04 その辺ちょっと整理していただきたいんですがいかがでしょう。 



 

 

1:18:08 日本原燃の笹森でございます。許容値として用いる離隔距離と実際の教員と

しての離隔距離でこの二つは非常に混在して読みにくいという御趣旨だと思い

ますので、必要になっ距離っていう言葉をきちんと定義づけしてそちらのほう

差別化できるように資料構成見直したいと思います。以上です。 

1:18:28 規制庁化ですよろしくお願いします。 

1:18:33 とは、 

1:18:36 14ページ 5.2（1） 

1:18:40 ここで許容温度の設定というところがあるんですがちょっと 

1:18:44 Ｂの冷却塔の冷却能力が、 

1:18:49 の、特に括弧Ｂとかですね冷却に必要な部位はその部位の設計温度を許容

温度とする理由にだけ書いてあるんですが、実際の設計の補給等をちゃんと

検討されて何が 4度となるかっていうのをしたり、 

1:19:05 検討されてるんですが、もうちょっとこういうのも、ペネに説明するようにしてい

ただけるとありがたいんですが、 

1:19:18 日本原燃の坂本でございますすいませんちょっとこちらの出産記載がちょっと

こうなってしまった意図としましてはですね、こちら本文のＥｘｃｅｓｓので全般論

的なことをちょっと言うと、政府必要があるかなと思いまして、細かいか確認の

ところは別紙の 5平米詳細を説明させてもらうという位置、 

1:19:38 という思いでちょっとこういったざっくりした記載にさせていただいたところでご

ざいます。ちょっとなかなか今度としてなかなか表現は難しいところがございま

してちょっと見直してみたいと思うんですけどちょっと結果表現がちょっともしか

したら大して変わらない。 

1:19:55 形になってしまうかもしれないというのが今ちょっと思ってるところでございま

す。以上です。 

1:20:01 規制庁ヶ月あん結構そういうところも見受けられまして今一番大きいようなとこ

ろを例として出したんですが、もうちょっと描き方はあるかなというふうに認識し

てますんでまた再整理いただいて、 

1:20:18 時よりわかりやすい表現とか考えていただければと思うの思いますんでよろし

くお願いします。はい、規制庁補足です。今外観 04 として話をされてますけ

ど、今言ったような話っていうのは今後 

1:20:33 別紙 6でですね、添付書類でどこまで書くべきかどこ補足すべきかという話の

中で、 

1:20:42 今よく話題にしたら添付書類で書くべき話の範疇に入ると思うんですよ。 

1:20:48 添付書類のどこでどの程度っていったところを前倒ししてカガコメントしてるん

じゃないかなっていう気がしますので、 



 

 

1:20:58 別紙 6の精査の中、 

1:21:01 よく考えてください。お母さんその趣旨でいいですよね。 

1:21:06 はい、規制庁からです。基本的考え方のところっていうかこの本文に対するコ

メントなので、そういう以降になります。 

1:21:17 日本原燃の方の意識でよろしい対応よろしくお願いします。 

1:21:22 いや原燃の坂森でございます別紙 6からの流れ込みちょっともう一度再検討

したいと思います。以上です。 

1:21:31 規制庁からです。あと本番関係でちょっと気になったと言うか別の 16ページ

6.1の括弧 2 とかですね後 6.2のほうにもあるんですが、 

1:21:51 議と許容温度を満足していることを確認したらと（2）のほうだと 4行目から、 

1:22:02 プロセスとかは結構しっかり書いているんですが、結果が、この確認しただけ

になってるんですねどうやってとか、 

1:22:13 何も情報がないということで、その辺もちょっと書きづらいところもあるのかもし

れませんが、今までそうどういう評価をするとかどういう設計をするっていうよう

なことをさんざんしてきたので、その部分もちょっとうまく使ってどういう確認を

しました。 

1:22:30 それは問題ありませんっていうことをちゃんと論じていただければと思います。 

1:22:40 原電の笹森でございます。もう少し判断理由のほう計画に記載したいと思いま

す。以上です。 

1:22:48 規制庁効果ですと本文関係ちょっと大きいところ今ぐらいなんですが、どなた

かありますでしょうか。 

1:22:56 規制庁補足です。今最後の点はですね、その前のほうで算出の話と離隔距離

必要な距離というのを宣言するっていうところを整理をしてということと、 

1:23:11 一体の話だと思いますので、どこで何を説明するかということを整理をしていく

中で対応されたらいいかなと思います。 

1:23:21 で、その時にですね、必要離隔距離という言葉がいいのか、施工範囲というこ

とがいいのか、用語としてもよりわかりやすいことを検討いただけたらなと思い

ますので、その結果、その検討で次回の資料を見て、 

1:23:38 お話ができればと思います。 

1:23:45 はい。日本原燃の高森でございます。理解いたしました修正したいと思いま

す。以上です。 

1:23:52 それ超過ですよろしくお願いします。あと続きまして別添のほうに移らせていた

だきますのは時間もありませんので満杯とはちょっと省略するんですが、別添

3のほうで、 



 

 

1:24:06 48ページ目母子 48ページ名のところでですね、今までさんざん中点とか根拠

とか、いろいろ聞いてきましたが、空気の熱伝達係数ルールがまだ 12.5 という

ふうにだけ書いてあってこれに対して何かまだ説明が抜けていると。 

1:24:25 やっぱり実はしてきたんですが、所がありますのでちょっと次回までにこの辺り

の出荷とかですね後適用はいいのかっていうところが一番気になっているとこ

ろで温度が大分変わるような状況で巻くなんで大丈夫と思いますが、 

1:24:42 熱伝達っていうのはちゃんと撤去範囲外ですよっていうことを予定地でも大丈

夫ですよっていうことを補足していただければと思います。 

1:24:52 日本原燃の斎藤でございます。こちら 12.5につきましては、屋外設備の柱あり

面への熱影響想定した評価であることから空気調和衛生工学便覧に記載され

て 6万円の垂直ばい煙記名の滞留熱伝達率を参考として、 

1:25:09 おっしゃ数値設定しております。そういった考え方がしっかりとわかるように記

載は、 

1:25:15 で立てます。以上です。 

1:25:18 規制庁ヶ月ねっ適応範囲かどうかっていうのは向こうを調べはついているとい

う認識で大丈夫です。 

1:25:27 日本原燃の斎藤でございます。適用範囲であることも整理して記載いたしま

す。以上です。 

1:25:34 規制庁からですよろしくお願いします。 

1:25:37 あと、同じ別添 3なんですが 52ページ目から続く参考なんですが、 

1:25:43 これ、今回の申請対象設備について詳細に説明していただいてるんですが、

これは別添の参考兆候で大丈夫でしょうかという執行部のあれ頚癌値まとめ

方だけなんですが、 

1:25:59 この扱いってどういう扱いになるんでしょうか。 

1:26:12 少々お待ちください。日本原燃エビデンス少々お待ちください。 

1:26:29 日本原燃の斎藤でございます。こちらおっしゃられてる出頭しましては、今のそ

のルールといいますか、ルールとしては、個別設備の記載につきましては別紙

2核名共通のところにつきましては、 

1:26:45 こういった別添 2に記載するという考え方はありますのでそれに照らすと、こ

の参考で書かれてるものは明らかに個別設備の記載になるということだと理

解しました。 

1:27:01 ですね我々の整理としてはあくまで別紙に個別の設備に関する情報の整理と

いうことですので、この参考については別紙に記載するということで修正いたし

ます。以上です。 



 

 

1:27:15 はい、規制庁ヶ月、このツール等どこにどれぐらいになるかと変わるそれから

離隔距離をどういう関係にあるかっていうのをすごくわかりやすかったので、

場所を移動していただいて記載はしていただければと思います。第 1章、確認

している止まるファンが 

1:27:33 細かい話ですみません 13ｍｍに対して 3 メートルとなっていて、ちょっとそこは

また確認いただけますでしょうかおそらく 4ｍと思います。 

1:27:45 日本原燃の斎藤でございます。失礼いたしました。こちら必要離隔距離と照ら

すと、明らかに違ってますので修正いたします。以上です。規制庁カガです。

結構大事なところかと思いますんで、ちょっとチェックのほうも充実して、よろし

くお願いします。 

1:28:05 日本原燃の斎藤でございます承知いたしました。 

1:28:09 次、 

1:28:10 成長カレット別添 3のほうをこれぐらいで、別添 4のほうがちょっと国会いろい

ろ充実していただいたところなので、また詳細確認させていただきたいんです

が、つこう大きいところで 71ページ目に結果が、 

1:28:30 掲載されているんですが、これを見ると、71ページ目、上の第 4ページの第 4

の人数も 280°の心からメッシュに上の上が湧き上がるような曲線になってい

ましてで、 

1:28:46 これが、 

1:28:48 なんで。 

1:28:49 280°から九州に上がるのかとでどっちかなんでこれ政策大丈夫かなっていう

意見が出てきたんですが、何か考察とかを終わります。 

1:29:00 はい。 

1:29:02 日本原燃の斎藤でございます。こちら一時的に温度上昇が緩やかになってる

点についてはですね。耐火被覆は今回設定している発表温度の 284に到達し

てですね、熱部制庁の帰って。 

1:29:17 いると詰まる厚みは増えてるということが影響していて、 

1:29:24 このような 

1:29:26 温度変化が緩やかになっているということです。これはすべての耐火被覆は

発砲覚え終えるとですね耐火被覆の厚みは当然これ以上増えることがありま

せんので、赤の耐火被覆に伝わっていた人月というのが、 

1:29:46 今度はそのままの経済に使われるということで、Ａｌｉｋａ被覆の発表によってそ

の緩和されていた温度上昇っていうのがまた再びですね、鋼材のほうに伝わ

ることによって、元のような 

1:30:02 温度上昇になるということですと考察はしております。以上です。 



 

 

1:30:08 規制庁カガですかちょっと納得しました南米サポート式筈をする 280で鋼材ま

で影響を受けるんだというふうに思いましたが薄いセクター都産名刺ぐらいな

んですかね、3ｍｍ後 1名種類 1ｍｍぐらいだったら、 

1:30:24 隣のメッシュの断熱物販あった直後ぐらいに鋼材が同じぐらいの温度になって

同じ入熱がきたらそういうウェイ側にアップするっていうようなモデルになって

いるということですね、びっくりしました。 

1:30:42 ちなみにそれってどっか今書いてないですよ。 

1:30:46 日本原燃の斎藤でございます。今そのようなおっしゃる通りです。記載はござ

いませんので 0、こちらも考察に加えさせていただきたいと思います。以上で

す。 

1:30:59 はい、規制庁からですよろしくお願いします。 

1:31:03 あと、80ページから続くずっとちょっと土の写真とかなんですが、両面を 

1:31:11 塗装した場合の裏面という写真はありますでしょうか。 

1:31:28 日本原燃の斎藤でございます。 

1:31:32 裏面の写真もあったことのやつはちょっと確認させていただきたいと思いま

す。以上です。 

1:31:39 規制庁借入する裏面もあればその写真もあったほうがいいかなと思います考

察とかもしやすいもしなんかが進んでないとからそういう現象があれば、考察

とかもしやすくなるかと思いますので、よろしくお願いします。 

1:31:55 承知いたしました。 

1:31:58 規制庁岡部です。あと 90ページ目から続くモデルのところもまだ少し空気関

係やっぱりちょっと物性が足りてないところはありますのであれば、（5）の熱伝

導率 

1:32:13 カー 

1:32:16 （6）の内側の空気の気量とか信越関係とかですねそういったところがまだエビ

デンスとして足りてないところがありますので、その辺また充実していただけれ

ばと思います。 

1:32:31 日本原燃の斎藤でございます。こちらについても一つ一つ確認して対内ところ

補っていきたいと思います。以上です。 

1:32:41 設置を加熱後 97ページ目、参考 3のところなんですが、今回 0.001 じゃあ時

間ちなみ等 0.001時間刻みとして相の形で示されてるんですが、 

1:32:58 先ほども 

1:32:59 多様にこの耐火被覆モデルだと結構温度が九州にあるようなところもあります

ので、逗子ずれ繰り返し変化で示していただきたいんですがそういった評価可

能でしょうか。 



 

 

1:33:13 日本原燃の斎藤でございます。おっしゃってる趣旨としましては、Ｈｅａｄ縦軸に

差分ですね、0.001病棟後 0.001秒の差分を 

1:33:28 それが一定で横軸に時間を取ってという図をというイメージだということは理解

しました。そのような図案の作成いたします。以上です。規制庁ヶ月よろしくお

願いしますちなみにちょっと小さい話で申し訳ないんですが、別添 3の一次元

のモデルは、 

1:33:47 時間刻みレ点で 1機で別添 4の 

1:33:51 実際の耐火被覆を評価するモデルが出て来一致で今なされてるっていうこと

だと思うんですが、その違いっていうのは検討した結果やっぱり耐火被覆を使

ったほうが厳しいなところが追従性が悪いとかなんかそういう 

1:34:08 ちゃんとした影響がレべアリタっていうことでしょうか。 

1:34:13 日本原燃の斎藤でございます。その通りでございます。必要離隔距離の評価

等耐火被覆を施工した鋼材の温度評価では時熱対流が異なりますのでね潰

せるの市外からの安定する時間刻みに違いが出てきます。 

1:34:29 計算が発散せず、収束できるようにするために時間刻みを変えております。以

上です。 

1:34:35 設定をカガです。ありがとうございますそういう情報があるといいかなと思いま

す。同じ実現して除熱モデルで、片や 0.01ですんで片や 0.001合併それが言

う場なのかという方が多分、 

1:34:51 ちゃんとした資料構成になってるんじゃないかなと思いますんで、その辺も整

理いただければと思いますんでよろしくお願いします。 

1:34:59 日本原燃の斎藤でございます。承知いたしました。 

1:35:04 規制庁岡部です。あと別添 5許容温度の考え方なんですが、これがちょっと今

回いろいろ 

1:35:12 前から変わってるところとか密閉区とですね 

1:35:16 通しページ目の長期許容応力度 13分のみを使っていると思うんですが鋼材

が降伏応力度が 3分の 2までっていうところ使ってると思うんですが、今まで

の分、この資料を 2バーそれが 

1:35:35 基準のに基づく施行令救助基づくっていうふうに書いてあったんですがそれが

なくなってるんですが今何も出典がないままにこの言葉だけがあるんですが、

すべてということでしょうか。 

1:35:53 はい。 

1:35:54 日本原燃の原田でございます。過去の資料を見比べていくとですね初期は確

かにここのＦっていうのは、長期苦境力どう示していましたですが途中でです

ね、ここを 



 

 

1:36:10 実は短期ですよと。 

1:36:14 いうことにちょっと変わっています。短期というのは後 10風荷重言い積雪荷重

としたという記載がありますけれども、 

1:36:28 1ポツのあれですね、Ⅱパラ目の 3行目ですね。 

1:36:35 ここに時ちゅうと風荷重と設計、設荷重と下へ書いてございますけれどもこれ

いわゆる短っていいんですよね。それの今回の 3分の 2の熱で 3分の 2まで

落ちますよというふうにちょっと 

1:36:52 ここは考え方が変わってございます。以上です。 

1:36:56 規制庁課です。そういうことでしたらでも出典がないまま 3分の 2を当然使え

ませんので、何かしら根拠をちゃんと示していただく必要があると思っています

が、準備気相部でしょうか。 

1:37:13 日本原燃の原です。長期の 3分の 2 というのは確かに出展考え方がございま

すけれども、国庫て言ってるのはあくまで弊社が 

1:37:28 3分の 2 と考えたということでございますので、 

1:37:34 ちょっと主電源がないですね。 

1:37:37 1兆ベース規制庁かでそれだとなかなか難しい話になってしまうんですが、 

1:37:46 ごめんなさい。ハラダです。あれですね三つで 3分の 2まで低下することをこ

こでシティーところは、出店あると思いますね。記載をいたします。以上です。 

1:38:01 はい、規制庁からです。そうだと思っていてですね出展とかその根拠がないま

ま使ってますって言われると、かようレベルの話になってしまいますので、漆器

根拠を示していただく必要がある部分なんでよろしくお願いします。 

1:38:18 まずね、関係してですね、以前もちょっとコメントした。 

1:38:24 記憶しているんですが 

1:38:26 今回使用する鋼材に対する適用性というのも、ここでは示す必要があると思っ

ていまして実用炉なんかは結構いろいろと充実したもの。 

1:38:38 文献値なんかを使っているんですが、ちょっと次長の方も参考にして説明して

いただきたいんですがいかがでしょうか。 

1:38:50 はい、日本原燃の原です。そうですねあの実用量のちょっと記載と専門という

形で、ちょっとこちらのほうに記載したほうがいいかなと思いますんで、検討い

たします。 

1:39:03 規制庁パレスよろしくお願いします。 

1:39:13 続きまして、別添ならなんですが熱応力評価、こちら今回つけてもらったもの

になるというふうにつきなんですが、 

1:39:27 やはりですね、全停的な話をするたり価値起伏が同じぐらいの 



 

 

1:39:34 熱輻射熱を受けたときに、片や耐火被覆塗ったってから大会降ってないみた

いなところで、やっぱり沸点が塗ってない方が伸びてしまって熱応力が発生す

るっていうの一番スタンダードな 

1:39:49 ケースだと思っているんですが、今回の評価は全部そのやっぱり耐火被覆を

塗ってしまっている方が伸びていって別な移行が 

1:40:02 ネットの温度が結局上がらないから低いということで塗ってる方が伸びるような

モデルが弁整理されてるんですが、 

1:40:10 実際のところも隣のビル幅も広げましたしつつ塗ってないということを言ってる

ところで熱応力が発生するみたいな塗ってないほうが延びて熱応力発生する

みたいなレイワもう今のケースではないんという認識ですとか、 

1:40:29 日本原燃の笹森でございます。今の評価の過程においてはですねえとそうい

ったケースをないと判断しております。以上です。 

1:40:39 なぜ、 

1:40:41 規制庁からです。でしたら、そういったことを借りていただきたいなと思います。

自然に考えるとやっぱりか高値って偏ってないところで塗ってないほど伸びる

から熱応力発生するっていうふうに普通に 

1:40:57 考えることだと思いますので、そういう評価になってないっていうことは前提と

して入っていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

1:41:08 規制庁小坂はい、日本原燃の里見でございますと趣旨理解いたしました離隔

距離とかはそういうところには考慮をされた説明をすれば、もちろん説明でき

るかと思っておりますのでそういった趣旨追記したいと思います。以上です。 

1:41:27 三つ目超過ですよろしくお願いします政府規制庁古作ですけど、すみません、

今の追加での回答で、 

1:41:36 その回答を見てからではあるかと思うんですけど。 

1:41:42 その場合のほうが温度が高くて内側が低いんだと。 

1:41:46 いうのは、 

1:41:48 ぬっ 

1:41:50 たところと抜けないと思うの境ではやっぱり弱点するはずで 

1:41:56 そこがそのうち温度としてどの程度なのかっていうことを説明され、 

1:42:03 て、外側が。 

1:42:06 が高い場合、ＮＯ伸びさに比べて小さいというようなことを説明されるってこと

ですかね。 

1:42:15 4万円の差鴨居でございますねと、今はですね、評価条件側は内出る例えば

第 2－1図に示してあるんですけれども、込まビル解体拡張してあるほうのか

しらとですね指定前柱で今後ちょっと距離はしている。 



 

 

1:42:35 どっかに示してあったと思うんですがその距離があるの無ってないほうがええ

の上昇は低いといったことを記載しようと考えておりました。 

1:42:48 以上です。 

1:42:51 規制庁の古作です。すいません、ちょっと熟読私はしてないんですけど。 

1:43:00 くん 

1:43:02 これは一つのスパンでこうなっているっていうことなんですかね、間に伸びの

小さいのがあったりして、 

1:43:10 逆転するみたいなことはないってことですか。 

1:43:23 南の相関ミリオン精一杯今、第 2－1図のモデルを選定したのは、上の図に正

面図であると思うんですけれども、この左の柱がですね一番伸びるそれを拘

束するモデルば評価として厳しくなると考えて、 

1:43:42 設定してございますが、おっしゃった趣旨はこの間にですねもう一つ柱がある

ので、この場所を加味したらちょっと評価キック言われるというか実はあの塗っ

てない方が見るんじゃないかといったことをコメントしているのかと理解したん

ですけどその御趣旨でよろしかったでしょうか。 

1:44:01 規制庁古作です。そうですね。 

1:44:06 いろんな状態をピックアップした上で、 

1:44:11 必ずこう、これが一番厳しいですっていうことはちゃんと説明がされてれば、 

1:44:16 いいと思います。 

1:44:21 日本原燃の坂上でございますねとすそうですねこの間の柱を経過した名がな

いのでちょっとそこも評価してみて逆転現象が起こってないかっていうのはちょ

っと確認してみたいと思います。以上です。 

1:44:36 はい、規制庁不足ですよろしくお願いします。 

1:44:41 超過ですって、 

1:44:45 この資料の、特に暴力生熱応力評価の場合なんですが出展とか、その根拠を

吸ってる数値の根拠とかなくてもてる思うとこから持ってきたのかもわからない

ような状況なので、ちょっとその辺はまた 

1:45:00 充実していただければと思います。 

1:45:04 いかがでしょうか。 

1:45:06 はい、日本原燃の坂根でございます例えば 118ページとかの評価条件にです

ね出店が今現状書かれていない状況でございますので先ほどの次のコメント

と一緒だと思いますのでちょっと追記したいと思います。以上です。 

1:45:23 規制庁化ですよろしくお願いします。あとちょっと心配になったのが 119ページ

目の第 2－3図の温度評価結果とかから 



 

 

1:45:35 今添付 4で使ってるようなモデルじゃなくなって耐火被覆をつけた方のモデル

が 

1:45:41 ちょっと無理が違うんじゃないかと思うんですが、これってやっぱり前のモデル

に 110度でいっぱい可否区分の物性が一気に変わるようなモデルを今使って

るっていうことなんですね。 

1:45:54 日本原燃の斎藤でございます。 

1:45:57 こちらの以前のちょっとモデルになってしまってますので、今適用しているよう

に 180度に至ると発行するというモデルにしていかないといけないことに気が

付きました。修正いたします。以上です。支店長以下です。その辺もちゃんと別

添 4 と整合した上で、 

1:46:15 モデルルームも説明していただいたのかそういうのをかけるというのを説明し

ていただいて結果も示していただければと思いますんで、よろしくお願いしま

す。 

1:46:25 日本原燃の斎藤でございます。承知いたしました。 

1:46:29 規制庁カガです。別添 8、 

1:46:33 に移りますが、別添はっきり耐火塗料の説明書のほうで 128ページ目の第 2

－1表が充実したと思っているんですが、 

1:46:45 ちょっと以前から気になってはいたんですけどなかなか理財も色っていうのが

上塗りの隠蔽性確保っていう 

1:46:54 はい。すねことで動植物を使うというふうになってるんですが、 

1:47:01 の中の理財当方の理財の区別て目視で 1000、 

1:47:08 区別のつかなくても大丈夫なものなんでしょうか。 

1:47:23 規制庁化ですとちょっとわかりづらくてすみません施工管理Ｇに例えば中の利

ざやだけ日程は無理だよね。無理忘れていて、また別な人が見てわかり材も

ねたるなんて勘違いしてるようなこととか、 

1:47:38 そういったことってないのかなと思いまして、マイプラント中の利息は一緒くた

でずっと議論して扱われてきている炉も同じぐらいの色を変えるっていうふうに

ここでまとめられましたので、ちょっとそういったことはないのかなと思いまし

て、いかがでしょうか。 

1:47:56 日本原燃田中でございます。今の御指摘のほうなんですけども施工管理上の

そういった施工ミスの危惧されているものだと思いました。そこらそこにつきま

しては、施工の管理といたしましてこの部分がどこまで終わっているっていうよ

うな管理と、あとそれの次のステップに行くっていうホールドポイント。 

1:48:16 を定めた上で作業を実施しておりますので、そこについてのご心配はないと考

えております。 



 

 

1:48:24 市長からです。ちょっとそういうのがあるだろうなと当然思ってはいるんです

が、本当に目視今施工ミスだけじゃなくてですね、本当に目視で区別がつかな

いような状態でも問題ないのかなっていうことは別添 10の施工管理のほう

で、 

1:48:41 何かしらちょっと論じていただきたいなと思うんですがいかがでしょうか。 

1:48:49 日本原燃の田中でございます。わかりました。別添 10のほうにじゃあそういっ

たところの管理方法について記載を追加いたします。以上です。 

1:49:00 規制庁川ですよろしくお願いします。規制庁の古作です。ごめんなさい。チック

な話なんですけど、隠蔽する性確保って何ですか。 

1:49:12 日本原燃田中でございます。 

1:49:16 ちょっと節 

1:49:19 すみません。いい例がちょっと見つからないんで例えばちょっとＰＲＡモデルと

かみたいな話になるんですけど元の時に色がついてって、当仕上げの色抜擢

かけても、通すへとも綴じの色がネット上に上がって 

1:49:35 意図した色が出ないっていうことが塗装レイワ早々にありまして、何で時の色

に対して上塗りの色と合わせるようにして次の議論を重ねていろいろ重ね塗り

することであって、一番外表面のいろいろ綺麗に出すっていうような 

1:49:54 いろんな効果を隠蔽性と呼んでございます。以上です。規制庁、古作です。こ

れはあれですか、専門用語として上塗りの 1ページでっていう。 

1:50:07 言い方であってるんですか。 

1:50:10 主催の色の隠蔽のような気がするんですけど、今の説明だと。 

1:50:16 情報として合ってます。 

1:50:20 日本原燃田中でございます。そこの記載についてはちょっと一旦確認させて正

しく修正したいと思います。 

1:50:29 はい。趣旨はわかりましたので、要望として正しくなってればと思います。よろ

しくお願いします。 

1:50:36 個人的には隠蔽という言葉があんまり 

1:50:40 気持ち良い言葉でと思ったんですけど、専門用語であればしょうがないんだと

思いつつ、整理をしてください。 

1:50:50 はい、了解いたしました。日本原燃田中です。 

1:50:54 規制庁カガです。続きまして別添 9のほうなんですが、ちょっとこちらですね文

書の話だけなんですが、3－による不良の比較のところの論じ方がですね、何

かぜ。 

1:51:07 蹴っ結論ありきというか何かあまり 4Ｅ構成になってないなと結果の羅列もうち

ょっとおることになってますこういうことになってますということになってますって



 

 

いうふうになっててそれが何なのかっていうこともちょっと書いてなかったりす

るのでちょっとまた。 

1:51:25 ここ再整理になるんですが見直していただければと思いますがいかがでしょ

う。 

1:51:30 日本原燃の斎藤でございます。今一度資料について確認させていただいて見

直すところは見直していきたいと考えております。以上です。 

1:51:41 規制庁化ですよろしくお願いします。 

1:51:44 オペ援助残す先ほど施工管理の話もありまして、着 37ページ目の表で、 

1:51:56 下のりな刈羽の離島取材へ運搬して表面状態の目視での確認項目がちょっと

違うんですけど。 

1:52:05 例えばこれ、次の維持管理のところの目視の条件ともちょっと違ってたりしてい

て、これって何べんですか。スペーサとして書かれたと思うんですが、 

1:52:18 を利用していただきたいんです。 

1:52:26 うん。 

1:52:32 そして超過ですわかりでしょうか。この表現見た中でですね、その仕上げの

1000ちょっと言うとちょっと聞き逃した上でもう一度お願いします。社長これす

いませんわかりづらくて、第 1－1表の施工の取材なりの表面状態のところ

に、 

1:52:50 1月汚れ地図液だれというふうに言ってあって、1ボンベ下のり中には乗りは

来汚れ液だれというふうに当所ぐらいと記載が違うっていうところがあるってい

うのが 1点と。 

1:53:07 あとその維持管理のほうでは地図とかそういったものも中には抜いてみるって

いうふうになっているんですが施行時にはそれは見なく整理っていうふうにも

なっていまして、この変形別途どういう理由なんでしょうかっていうことなんです

が、 

1:53:27 日本原燃田中でございます。 

1:53:30 ちょっと記載のもしかしたら正しくない可能性がありますので、ちょっとこの内容

につきましては、一度確認をして修正したいと思います。 

1:53:42 それ超過ですよろしくお願いしますまた次回ちょっとそこを確認した上で議論さ

せていただきたいと思います。 

1:53:52 あと別添関係とりあえず異常なんですが、 

1:53:58 規制庁中村ほか何かございますでしょうか。林で申し訳ありません。 

1:54:04 規制庁の古作です途中話載った 

1:54:11 あれ。 

1:54:14 一番最後のほうの 



 

 

1:54:17 そうな範囲の話でも版がっていうところなんですけど。 

1:54:23 219ページですかね。 

1:54:27 これの 

1:54:30 図。 

1:54:32 平面図で言う左側の張り出しているところについて、 

1:54:38 下の図で点番は塗られるということなんですけど、側面がはねられる形になっ

ていないっていうのはこれ考えとしてはどういうものなんですか。 

1:54:51 日本原燃田中でございます。当側面につきましては当貸か抵当航空機墜落火

災の損傷によって、その板が脱落した場合においても、 

1:55:04 脱落したと考えましても、中の 5対象には当たることがないため、そうしていな

いという考え方をしてございます。以上です。 

1:55:16 パセリ超過でやしろにはてるっていう認識なんです。それは大丈夫です。 

1:55:25 確かに日本原燃たからでございます柱にはもちろん塗装を施しております。 

1:55:30 以上です。 

1:55:32 はい。 

1:55:36 規制庁の古作です。今お伺いたのは 219ページの下の上の図もそうです下の

図も色が塗られてないので、 

1:55:48 違うんじゃないかってことだと思いますけど、いかがですか。捨てちゃえばです

ね、これは 219ページは、あくまでいたに対する施行の日になっていますけれ

ども、その柱のほうは別途あります。 

1:56:02 前のページ、 

1:56:04 規制庁ですわかりました。ダッとするとあれですねカガさんのコメントは私がよ

くわかってないという 

1:56:13 ところについて補足していただいたっていうことですね。 

1:56:18 規制庁から、その通りで柱で守られるから、そこは板には載ってないと認識で

作った。 

1:56:26 規制庁の古作です。 

1:56:30 1、 

1:56:32 もし、 

1:56:33 通訳かに時側面のところは内側にもう 

1:56:38 いった置いてあって迷路構造みたいになってるっていう話があったと思うんで

すけど。 

1:56:44 その辺りもスクラバわかるようにしておいていただいたらいいかなと思います。 



 

 

1:56:52 日本原燃田中です。当図が見づらくて申し訳ございませんでした。当古作さん

の今のご指摘ないと並びにその構造になっている部分についてはさらに表現

を追加したいと思います。以上です。 

1:57:14 規制庁からの別紙のほうこれからやろうと思っていたんですが、 

1:57:22 もしよろしければ別紙の順番にやっていきたいと思います。ちょっと時間も押し

て申し訳ないんですか。手短に済ませたいと思います。 

1:57:32 別紙 1、燃料加工建屋の評価書なんですが、 

1:57:36 こちらですねちょっと今回もこの方これ対応できる方、今このられておりますで

しょうか。 

1:57:44 日本橋梁の谷口です。コメントをお伺いすることできます。 

1:57:49 規制庁ヶ月ではお伝えいただければと思うんですが 165ページ目に評価結果

ぱ 

1:58:00 のところで、 

1:58:03 ちょっとすいません 1166ページ目 2.2のところですね、2．の 2行目、燃料加

工建屋の外で気圧が 1.3ｍというふうになっていまして、これですね、今まで直

下アも整理資料なんかだと全部一遍にニイ目。 

1:58:19 1.2ｍで、それにされてきていたんですよ。今回ぱなんかあって変えたんだろう

と思うんですがその買い取り言っているのを御説明していただければなと思っ

ていましてちょっとまた次回お伝えいただければと思います。 

1:58:38 日本原燃の阿保でございます。許可で書いていたときにはほか返却され、1.2

ｍ以上ということで、 

1:58:46 記載させていただいてたかと思いますので、今回は実際の壁厚ということで

1.3ｍという記載にさせていただいております。以上です。 

1:58:56 はい、規制庁から阿蘇まあ設計がちゃんと進んでいっ．3ｍ位でなりましたとい

うようなことで、 

1:59:04 はい、大丈夫な方向だとは思っておりますんで。 

1:59:08 はい、承知しました。 

1:59:10 続きまして 167ページ目の第 2－1棟等の遮へい機能のところで、必要遮へ

い圧が 150ｃｍ確保できていることっていうふうになっていましてレース、これ

は先ほどの 

1:59:26 燃料加工建屋の外的な形で 3ｍとの関係っていうのをもう少し説明が必要か

なと思っているんですが、 

1:59:35 ただでしょうか。 

1:59:37 はい。日本原燃の阿保でございます。 

1:59:40 ここはあの数字確かにすごいわかりにくくなってて申し訳ございません。 



 

 

1:59:45 と遮へい機能のところにつきましては遮へい評価の線源となっている燃料集

合体の貯蔵施設、貯蔵設備というのが地下 1階にございます。 

1:59:57 評価の際にはそこの地下 1階の壁圧で最も薄いところというところでそこが

150ｃｍ以上確保されているというところで遮へい機能としてはその数値が出て

おります。 

2:00:09 先ほどの 730センチといったとこが 120ｃｍといったところはその地上部の壁

厚というところで、 

2:00:18 そこの差異がちょっとあるというところでここはもう少し丁寧な記載させていた

だきたいと思います。 

2:00:26 規制庁川です。説明は必要なところだと思いますのでよろしくお願いします。あ

と関係してるんですが 168ページ目の評価も近い土俵ソーバルを呼ぶなっつ

ったり会第 2－2表の要素番号 4 も地下 1階から、 

2:00:42 上までで寸法や 

2:00:47 1階、塔屋階まで近い地上 1階、地上二階とナカヤマで他所番号 4321 という

ふうに順番に上に上がっていくようなフロアレベルになっていると思うんです

が、ここが地下 1階から評価されているっていうのも今、何かおっしゃったよう

な 

2:01:04 理由があるということで、 

2:01:08 よろしいでしょうか。 

2:01:10 はい。日本原燃の阿保でございます。地下 1階大部分は地下に埋まっている

というところで、通常であれば考えなくてもいいかと思うんですけれども、温知

会会の一部上の方はですね地上部に露出しているというところがありますの

でここの地下 1階の壁についても考慮に入れているというところです。 

2:01:33 規制庁川です。ちょっと今気になったんですが地上に 

2:01:40 地下 1階の一部が地上に出ているとしたら先ほどの遮へい的の遮へいは作

る必要し低圧の話は大丈夫なんです。 

2:01:50 はい。日本原燃の阿保でございます。そこの地上 1階の外壁、こちらが必要

な遮へい圧 150ｃｍ以上あるというところでそこは大丈夫で／上下方向で店長

方向につきましては天井スラブとあと、 

2:02:07 町上部の天井発、こちらを足しますと、150ｃｍ以上十分に確保できているとい

うところでこちらは問題ございません。以上です。 

2:02:17 それ超過で承知しました。その辺のプロスペクト説明いただくのと後 168ペー

ジ目も地下 1階から評価しているっていう部分の理由みたいなものもちょっと

つけといていただけるとわかりやすいと思いますんでよろしくお願いします。 

2:02:33 日本原燃の阿保でございます。承知いたしました。 



 

 

2:02:37 規制庁彼氏別紙 2の冷却塔の話なんですが、172ページ目。 

2:02:44 2から 

2:02:48 評価対象部位の選定例そっちているんですが、今回見落としていたなと思った

のは、第 2のニーズＬ／バトルば取付ボルトっているパーツが上のほうに／合

併でこれが、 

2:03:03 評価対象部位の選定のところで扱われてないという認識なんですが、そちらで

どういう整理になっておりました。 

2:03:17 日本原燃の坂上でございます。ちょっとすいません資料は不親切だったかと今

思ってございます第 2－1表なんですけれどもこちらですね等に二つ以上中ち

ょっと文書で記載させていただいてるんですけども、冷却塔の冷却能力の維持

に必要な部位の選定結果。 

2:03:37 いうことですが、スクリーニング結果を示した形を示しておりますのでそのスク

リーニングの過程がちょっと説明が不足していたという御出席だと思いますの

でそちらのほう追記させていただきたいと思います。以上です。 

2:03:53 規制庁課です。そういうスクリーニングはあるなとは思っていたんですがその

辺ちょっと説明をお願いしますって何を気にしてるかって言うとるばっと一番上

にあって、そこに取付ボルトもあって滑落した観測とかファンとかがあるような

状況だと思いますのでなんで評価対象部位にならなかったのかなっていうの

が一番 

2:04:12 になったところです。 

2:04:14 何か今いえることでありますか。 

2:04:28 日本原燃の笹森でございます。すいません、ちょっと確認させていただきたい

と思います。以上です。 

2:04:34 規制庁課です。その辺のちょっと資料のほうにも充実出していただければと思

います。続きまして 192ページ目 4.2．5その他部材のところで、今回ケーブル

トレイが追加になっていましてこれ何で今までちょっと 

2:04:51 忘れてたのかなと思って確認していたら、その部位として抽出されてなかった

ということで、／委託ケーブルに対する対策みたいな事例なんか出てきている

ようなところがあって、 

2:05:08 ちゃんとぶりとして出てきてなくていきなりここでケーブルトレイが出てくるって

いうような印象を持ちましたが、忘れていた理由っていうのはやっぱりそうやっ

て坪部位として列挙しなかったっていうことなんでしょうか。 

2:05:23 日本原燃の坂森でございます。こちらの評価対象部位の選定ですねパニック

どうもに対する竜巻とか火山とかをちょっと参考にしていたんですけどもそちら



 

 

のほうにはちょっとケーブルとかがなくてですねすいませんそちらのほうはそう

いった意味でちょっと 

2:05:39 ケーブルというのがさ当初入っておりませんでした。ただ社内レビューとか受

けてですね、評価対象部位の選定を見直していく中で当然やっぱりケーブルっ

ていうのはございますので挙げるべきという判断をいたして追加した次第でご

ざいます。以上です。 

2:05:55 規制庁かですねそのケーブルトレイＲＩが今部位には入ってないんですねケー

ブルは一般ですが、 

2:06:04 ケーブルも類に入れる。 

2:06:07 なくすやっぱりトレイに限らずそうやってその出てくる部位、ものっていうのを全

部員の方でちゃんとする表記しておいたほうが 

2:06:19 忘れないんじゃないかなというふうに感じたんですが、今もうケーブルトレイっ

ていうのはその部位にはなってなくて、その辺、何かいかがでしょうか。 

2:06:31 日本原燃のさかもいれございますすいませんケーブルとケーブルトレイちょっ

とセットで考えていた節がこちらとしてはございますが、今ちょっとそこはやっぱ

り別々に書いて時計分は何でも入っているっていうのをきちんと明確にしたほ

うがいいという趣旨だと理解いたしましたので、 

2:06:49 評価対象部位の選定のところにケーブルトレイという項目をちょっと達したいと

思います結果もちろん変わりませんので、そうしたいと思います。以上です。 

2:06:59 規制庁化ですので、ほかにもそういうものがないかっていうところをやっぱりち

ゃんと精査していただけたりのでその辺例えばＶその部位に注目したときにこ

ういう対策をするなと。 

2:07:15 先ほどもちょっと配当しなかったかもしれないんですが、内部火災のカメラなん

かをもうちょっと気にはなったところでしてスクリーニング等ではじかれるのか

こう思ったんですがちょっと 

2:07:28 そういうのって来るようなものもを確認しておっていただきたいんですピットこと

も少し変えていただければと思いますんでよろしくお願いします。 

2:07:42 日本原燃の笹森でございます内部火災のカメラも問題ないことは確認してござ

いますので追記のほうさせていただきたいと思います。以上です。 

2:07:52 それ超過ですので、あと、最後の別紙 3番ですから、資産の許容応力度の評

価の辺りの出店とかがまだちょっと少なくて、 

2:08:06 先ほどの共用部、それをお客の温度のほうの話もあるんですが、222ページ

の辺りとか健全性評価とか下辺りの、何でこのレクでいいんだとか、そういった

ところもちょっと入っていただければと思いますんでよろしくお願いします。 

2:08:24 林になりました合併市側以上になります。 



 

 

2:08:30 規制庁から何かありますでしょうか。 

2:08:52 規制庁岡です。もしよろしければちょっと支持になってしまいますのでヒアリン

グのほう、これで我々確認の方終わりたいと思いますが、 

2:09:06 原燃側から何かありますでしょうか。 

2:09:10 地区、日本原燃蝦名です。本日間のコメント等でおっきなところっていうのはシ

ヨウ教務ところがまだちょっと不十分だっていうことで、系統、そちらのほうの検

討。 

2:09:26 焦っていただきます。あとは細かいところを修正がありますんでそれを対応さ

せていただくということで考えてございます。こちらからは一定以上です。 

2:09:39 規制庁かですね、あとこの修正もなんですけど他の補足説明資料もだって結

構延び延びになっているんですがその辺のスケジュール感って今どんなことを

考えでしょうか。 

2:09:53 トレンレビューアです。今ですね残っているというか書かなきゃいけないと思っ

ているのはええと竜巻のですね。ええと竜巻通過孔とすいません、ちょっとお

待ちください。 

2:10:16 うん。 

2:10:20 機能維持に必要なことで、例目ビザです。すいません。他の事象とちょっと感じ

て重なってましたが、外部火災につきましては、森林火災だとかそういったも

のをと思うんですけど。 

2:10:37 一応ダッセール準備はあるんですがちょっと疼痛のをお受けてから共通の方

の整理がついてから出したほうがいいのかなとは思っていたんですが、もし吐

き出すほうがいいっていうんであれば、出す。 

2:10:56 ことも対応は可能かなっていうふうに考えて 5款可能な状態にはあります。以

上です。 

2:11:04 規制庁課です。技術的な観点だけで今日のところが細かい修正もいろいろあ

りましたらそんなことも確認しながら並行して進める部分はまだ開くのかなと思

っていますので出すっていうのはできているものは出していただいても、 

2:11:21 かなと思います。この後また共通の方で一泊なかった。 

2:11:25 ただ、あそこ整合させて最後にしっかりしたものになっていればそれでいい話

ですがまだちょっと技術的論点も少しあるものもありますので、確認をさせてい

ただければと思いますんでよろしくお願いします。 

2:11:41 4レベルです承知いたしました。ちょっと共通お祭りではなくて並行でできるよ

うな形で手数できるものは定数というようなスケジュールの差異と思います。

以上です。 

2:11:56 超過ですとか、規制庁側から何かありますでしょうか。 



 

 

2:12:02 規制庁の古作です。 

2:12:05 別紙 1の話も今日少し、 

2:12:10 画面で見せていただきながら、話があったかと思います。で、 

2:12:16 店にいただいたのはおそらく今日提出。 

2:12:20 予定の資料を移して、 

2:12:23 おられたんだと思うんですけど、そこでの修正のコメントもあったというところが

あり、来週のヒアリングまでに修正をしたもので、 

2:12:35 対応いただけるのかどうか。 

2:12:38 或いはその後の別紙 2の提出時期までかとかっていったあたりも 1カバーで

しょうか。 

2:12:48 か日本原燃蝦名です。 

2:12:51 修正をして本日のコメントを踏まえたものを修正版として出した上でヒアリング

をするような形にしたいと思います。 

2:13:05 規制庁、古作です。それはヒアリングは 12日ということで変わらずで、それま

でに修正版を出すということなのか、ヒアリング時期をずらすということなのか

どっちですか。 

2:13:24 日本原燃見直す抵当ヒアリングは変わらずというふうに考えておりますんで、

ちょっとこちらのほうでも今話があったんですが、別紙 1の悲しいを修正してお

らするんですが、 

2:13:41 例えば今の使用表の話とセットになるかと思うので出て 12号部分だけでも、

なんか一緒にお出ししたほうがよろしいというふうな見てチャートと考えている

んですけどもそれでよろしいでしょうか。 

2:13:58 規制庁附属ですできる範囲出していただいたらいいと思います。 

2:14:05 そっちいたしました。 

2:14:10 規制庁古作です。あと添付書類でどう変えていくかみたいな話も少し話題に上

がってて、 

2:14:18 添付の辺り、別紙の 4定ん。 

2:14:26 いうところに影響するような気がするんですけど。 

2:14:31 それもうあれですかねスケジュールとしては 20日に資料提示と。 

2:14:37 なってて、今日コメントしたところも踏まえながら、20日に提示っていうことでよ

ろしいですかね。 

2:14:54 日本原燃の蝦名です。今スケジュール上は 20日ということで記載はさせてい

ただいているのですが、ちょっと 



 

 

2:15:07 この外部火災の話をですねその他のかなすいません壁処理機の中で、その

他と竜巻と、外部火災につきましては、早めにやったほうがいいかなということ

で、今ちょっと前倒しの方を 

2:15:25 検討しているところでございます。 

2:15:28 ちょっと日付につきましてはまずは、ちょっと今明確には言えませんが、来週

のところで計数をしたいなというふうに考えてございます。以上です。 

2:15:42 規制庁古作ですけど、 

2:15:45 来週に提出時期を明確にしていただく。 

2:15:51 ということなのか資料が来週なのかっていうのも明確にしていただきたい所あ

りつつ、先ほどカガの方からいったところでの対応っていうのはある程度方向

性は示してもらわないと、同じコメントしてもしょうがないところがあるので、 

2:16:09 書き込みが不十分であっても方向性はわかるような資料にしていただきたいと

思うんで、それもふん踏まえて、提出時期っていうのを整理をして提示いただ

ければと思います。 

2:16:23 はい。日本原燃蝦名です。まず前者につきましては、資料をしスケジュールを

明確にするんではなくて資料の提出を来週を目指してまずは作業をしてござ

いますんで、ちょっと今ありましたように今、 

2:16:42 なかなか厳しいと我々も考えているので、少なくとも方向性だけでもええとわか

るようなものとできるようにしたいと思います。以上です。 

2:16:53 はい、規制庁の古作です。わかりました。先ほどの話でもうどこまでのことを書

く必要があるかっていうのを決め上げてるような感じも 

2:17:03 感じましたので、最低限この程度はっていうイメージを多少家からコメントした

ようなところがあるんで、それを踏まえた検討状況で教えていただいて、もう少

しイメージ合わせができればと思います。よろしくお願いします。 

2:17:21 規制庁あたりでちょっとさっきの話にやろうよね。ＧｅＶトレンドがない話に戻る

んですけど竜巻とか火山のほうでも説明してください。当部設備される予定だ

とは思うのでは作らなかったんですけど、よろしくお願いします。以上です。 

2:17:36 どうかさんほかに何かありますか。 

2:17:39 はい、規制庁から特にありません。はい、それでは本日のヒアリング項目これ

で終わりにすべてお示ししたかと思いますのでヒアリング終了したいと思いま

す。お疲れ様で 6を停止します。 

 


